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研究要旨： 
研究の目的：日本における障害者のピアサポート活動は「障害者の権利に関する条約」の批准や、障害福祉サ
ービスの改編の中で注目を集めている。活動が注目されている反面、ピアサポートの質の担保や労働環境の整
備については、各事業所に任されているというのが現状である。そこで、本研究はピアサポートを担う人材の
専門性の向上をめざし、養成制度及び研修プログラムを開発することを目的としている。特に精神障害領域で
はサービス事業所での雇用も進んできているが、専門職で構成された組織におけるピアサポートの位置付けや
雇用体制、人材育成等の具体的な課題が生じている。そこで、どの障害領域にも共通する基礎研修案を作成す
るとともに高次脳機能障害に関しては、基礎研修に参加するための準備性を高める研修についても検討を行う。
また、精神障害領域においては専門研修、フォローアップ研修プログラムの作成、ファシリテーター養成研修
のプログラム案の提示を行う。 
 
研究方法・結果の概要：本研究を実施するにあたり、精神障害、身体障害、知的障害、難病、高次脳障害の当事
者及び専門職等に協力者としての参加を依頼し、研究班を構成した。国内外のピアサポートに関する情報を収
集し、各障害領域におけるピアサポートの歴史と現状を共有した。その上で、実施しているピアサポートの養
成制度やプログラムに関する検討を実施した。 
平成28年度の研究結果から、各障害領域で多様なピアサポートや養成研修が実践されている実態が明らかに
なった。そこで、各障害領域に共通する要素を取り上げ、多様な障害当事者と専門職を対象とした基礎研修プ
ログラムを構築した。専門研修に関しては、各障害領域でこれまで積み上げてきた研修を基本とすることを確
認し、本研究では精神障害ピアサポーターと雇用する福祉サービス事業所の職員を対象とした研修プログラム
を構築した。平成29年度は、平成28年度の研究結果を踏まえ、多様な障害ピアサポーターと福祉サービス事
業所の職員を対象とした基礎研修と精神障害領域のピアサポーターと職員を対象とした専門研修を全国 2カ所
（札幌・東京）で実施した。さらに、平成29年度の検討結果から、主として高次脳機能障害者ですぐに基礎研
修に参加することが難しい層の人たちがおり、そうした人たちのために基礎研修に参加するための準備性を高
めることを目的とした研究にも着手した。 
平成30年度は研修内容をブラッシュアップし、東京にて、基礎研修、専門研修を実施し、最終的なテキスト
の修正を行った。その他、平成30年度の研究として、専門研修を終えた人を対象としたフォローアップ研修の
プログラム構築、研修を普及していくためのファシリテーター養成のための研修プログラム構築に関する検討、
及び高次脳機能障害者を対象とした基礎研修に参加する前の準備性を高める研修を構築するための研修を実施
した。また、基礎研修テキストについて、「わかりやすい版」の作成も行った。 
倫理的配慮としては、アンケート調査及び研修参加者への効果測定を行うことから、早稲田大学人を対象と
する研究に関する倫理審査を受審している。 
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今後の課題：本研究において、多様な障害領域の障害当事者、専門家の参加により、ピアサポートの歴史や現
状を共有し、検証する中で、共通点を見いだせたことの意義は大きいと考える。これまで障害毎に実施されて
きたピアサポーターの研修に関して共通するテキスト、プログラムを開発し、今年度ピアサポート養成基礎研
修を実施したわけであるが、参加したピアサポーター、専門職からも高い評価を得ることができた。また、精
神障害領域の専門研修及びフォローアップ研修の構築、これまであまり取り組まれてこなかった高次脳機能障
害者を対象とした基礎研修への準備性を高める研修の開催、及びピアサポート研修を実施していく上で欠かせ
ない講師、フォアシリテーター養成プログラムを構築することができた。 
有効な福祉人材としての障害者ピアサポートの育成、活用促進、質の担保の必要性が取り上げられており、
本研究は、障害当事者がその経験を活かして働くことを支援するとともに、福祉サービスの質の向上に寄与す
る重要な仕組みとして意義ある研究であると考える。障害ごとに実施されてきたものの、統一されていなかっ
たピアサポート研修を標準化することにより、新たな福祉人材としての活用が期待できる。また、成果の公表
により、自治体等でテキスト等の活用がなされ、ピアサポートの育成、活用が一層促進されることを期待す
る。 

＜研究協力者＞ 
安部 恵理子 国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局第一自立訓練部生活訓練課 
飯山 和弘 NPO法人じりつ埼葛北障害者地域活動支援センターふれんだむ 
磯田 重行 株式会社リカバリーセンターくるめ 
市川 剛     未来の会（高次脳機能障害の当事者団体） 
伊藤 未知代 公益財団法人 横浜市総合保健医療財団 横浜市総合保健医療センター 
今村  登      NPO法人 自立生活センターＳＴＥＰえどがわ 
色井 香織 国立障害者リハビリテーションセンター 病院リハビリテーション部 
岩上 洋一 NPO法人じりつ 
宇田川 健 認定NPO法人地域精神保健福祉機構 
打浪 文子    淑徳短期大学 
内布 智之 一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 
海老原 宏美 NPO法人 自立生活センター・東大和 
遠藤信一          社会福祉法人あむ 相談室ぽぽ  
大久保 薫 社会福祉法人あむ 南９条通サポートセンター 
太田 令子 千葉県千葉リハビリテーションセンター／富山県高次脳機能障害支援センター 
門屋 充郎 NPO法人 十勝障害者支援センター 
彼谷 哲志 NPO法人あすなろ 
金 在根      早稲田大学 人間科学学術院 
小阪 和誠 一般社団法人 ソラティオ 
後藤 時子 日本精神科病院協会 
栄 セツコ 桃山学院大学 
坂本智代枝 大正大学 
四ノ宮 美惠子 国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局第一自立訓練部生活訓練課 
白井 誠一朗 障害連（障害者の生活保障を要求する連絡会議） 
田中 洋平 社会福祉法人豊芯会地域生活支援センターこかげ 
土屋 和子 NPO法人市民サポートセンター日野 
東海林 崇 PｗCコンサルティング合同会社 
中田 健士 株式会社MARS 
中村 和彦 北星学園大学 
永井 順子 北星学園大学 
永森 志織 NPO法人 難病支援ネット北海道  
御薗 恵将    社会福祉法人豊芯会 
三宅 美智 岩手医科大学 
森 幸子          一般社団法人日本難病・疾病団体協議会 
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Ａ．研究目的 
日本における障害者のピアサポート活動は「障害者
の権利に関する条約」の批准や、障害福祉サービスの改
編の中で注目を集めている。活動が注目されている反
面、ピアサポートの質の担保や労働環境の整備につい
ては、各事業所に任されているというのが現状である。
そこで、本研究はピアサポートを担う人材の専門性の
向上をめざし、養成制度及び研修プログラムを開発す
ることを目的としている。特に精神障害領域ではサー
ビス事業所での雇用も進んできているが、専門職で構
成された組織におけるピアサポートの位置付けや雇用
体制、人材育成等の具体的な課題が生じている。そこで、
本研究は、障害領域に共通する基礎研修案を作成する
ことを目的としている。そして、基礎研修の次に専門研
修を位置付けているが(図１参照)、すでに蓄積のある領
域もあり、本研究においては、精神障害領域に特化した
専門研修、フォローアップ研修のプログラムの構築、フ
ァシリテーター養成研修のプログラム案の提示を目的
とした。 
平成30年度には、昨年度の研究結果を踏まえ、多様な
障害ピアサポーターと福祉サービス事業所の職員を対 

 
図１ 

 
象とした基礎研修と精神障害領域のピアサポーターと
職員を対象とした専門研修を1か所（東京）で実施した
（調査①）。さらに、基礎、専門の研修を修了した精神
障害当事者を対象としたフォローアップ研修を3回実
施し、ファシリテーター養成研修に関する検討を行い、
試行的に研修を実施した。 
高次脳機能障害者に関しては、昨年の検討結果から、
主として高次脳機能障害者ですぐに基礎研修に参加す
ることが難しい層の人たちがおり、そうした人たちた
めに基礎研修に参加するための準備性を高めることを
目的とした実践報告会を開催した。 
 

Ｂ．研究方法 
１．基礎研修及び専門研修の実施と効果測定 
これらの研修参加者は、1) 現在ピアサポーターとし
て雇用されている当事者、2) 将来ピアサポーターとし
て雇用されることを希望する当事者、3) ピアサポータ
ーを雇用する事業所の他の職員、4) 将来的にピアサポ
ーターの雇用に関心を持つ事業所の職員として募集し
た。平成30年度は基礎研修には61名（ピアサポーター：
45名、ピアサポーター以外の職員：16名）が参加し、
専門研修には49名（ピアサポーター：34名、ピアサポ
ーター以外の職員：15名）が専門研修に参加した。各研
修（2日間）の1日目開始前と終了後、研修2 日目終了後
の3時点において調査票に回答した。 
また、平成29年度のピアサポート研修（基礎研修）に
参加した精神障害当事者のうち、すでに地域福祉事業
所などでピアサポーターとして雇用されている者を対
象として、基礎研修前（T1）、専門研修前（T2）、フ
ォローアップ研修前（T3）、フォローアップ研修後3ヵ
月経過時（T4）に、同様のアウトカム尺度（バーンア
ウト尺度およびモー･バラック・インクルージョンーエ
クスクルージョン尺度）を用いて、調査を行った。 

 
２．フォローアップ研修の構築とファシリテーター養
成研修に関する検討 
 フォローアップ研修は、主として、基礎・専門研修に
参加した精神障害当事者を対象に実施し、平成29年度
に基礎・専門を受講した方を対象として、東京・札幌の
2カ所で実施し、東京は24名（うち、専門職のオブザー
バー参加1名）、札幌は21名（うち、専門職のオブザー
バー参加3名）が参加した。平成30年度に東京で基礎・
専門研修を受講した方を対象として東京で実施したフ
ォローアップ研修には、32名（うち専門職のオブザー
バー1名）が参加した。 
研修実施後、フォローアップ研修の内容を検討し、プ
ログラムを構築した。また、ファシリテーター養成研修
に関する検討を行い、モデル研修を実施した。 
  
３．高次脳機能障害のピアサポートに関する実践報告
会の開催 
 高次脳機能障害者を対象とした基礎研修に参加する
前の準備性を高める研修を構築するための研修を実施
した。高次脳機能障害領域においては、全国の当事者団
体を中心にピアサポート活動が報告されるようになっ
てきている一方で、依然として高次脳機能障害のピア
サポートは家族同士による活動が中心であり、当事者
による当事者中心のピアサポート団体による活動の報
告は極めて少ない。そこで、昨年度インタビュー調査を
実施した団体等を中心に呼びかけ、24名の参加を得た。 
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（倫理面への配慮） 
本調査に関しては、早稲田大学人を対象とする研究
に関する倫理審査を受審している。 
 
Ｃ．研究結果 
 
１． 基礎研修及び専門研修の実施と効果測定 

 
障害領域を横断する基礎研修に関しては、平成29年
度及び平成30年度の研修及び実施後の検討から、各障
害領域に共通する要素を踏まえて①ピアサポートとは
何か、②ピアサポートの実際・実例、③サポートでのコ
ミュニケーションの基本、④福祉サービスの基礎と実
際、⑤ピアサポートの専門性という5つの講座に関する
プログラムを構築した（表１）。基礎研修に関しては、
知的障害のある方等向けに、「わかりやすい版」も作成
した。 
専門研修に関しても同様の検討を経て、①オリエン
テーション（基礎研修で学んだことの振り返り）、②ピ
アサポーターの基盤と専門性、③ピアの専門性を活か
す、④精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実
際、⑤支援者として働くということ、⑥セルフマネジメ
ント・バウンダリー、⑦多職種との協働を柱とすること
とした。①、②、③、⑥、⑦を当事者と職員との共通項
目とし、④ピアサポートを活かす雇用、⑤ピアサポート
を活かすスキルと仕組みを職員にのみのプログラムと
して実施した（表２）。 
専門研修に関しては、基礎研修の内容を踏まえ、精神
障害ピアサポーターと雇用する福祉サービス事業所の
職員を対象とした研修を実施した。プログラムとして
は、日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構
（以下、機構と略す）の過去の研修を受けた障害当事者
を対象としたアンケート調査を実施した。その結果を
踏まえ、①オリエンテーション（基礎研修で学んだこと
の振り返り）、②ピアの専門性を活かす ③精神保健福
祉医療サービスの仕組みと業務の実際、④支援者とし
て働く上でのスキル、⑤支援者として働くということ、
⑥セルフマネジメント・バウンダリー、⑦ピアサポータ
ーがチームにいることを柱とすることとした。①、②、
③、⑥、⑦を当事者と職員との共通項目とし、④ピアサ
ポーを活かすスキルと仕組み、⑤ピアサポートを活か
す雇用を職員のみのプログラムとして実施した。 
 
表１：基礎研修プログラム 
内容 時間(分) 

オリエンテーション 20 
１．ピアサポートとは？ 30 
グループ演習① 60 

２．ピアサポートの実際・実例 
・ミニシンポジウム 

70 

グループ演習② 40 

３．サポートでのコミュニケーションの 
基本 

60 

グループ演習③ 40 

４．障害福祉サービスの基礎と実際 40 
グループ演習④ 20 
５．ピアサポーとの専門性 30 

グループ演習⑤ 50 
閉会式 20 

 
表２ 専門研修プログラム 

＊はピアサポーター、職員共通のプログラム 

 
 
（1) 基礎研修におけるアンケート結果 
1） 基本属性 
研修前における研修参加予定者は78名（ピアサポ
ーター：49名、ピアサポーター以外の職員：18名）
であり、3名（ピアサポーター：2名、ピアサポーター
以外の職員：1名）が不参加であった。研修受講者の
64名全員から参加の同意を得たが、3名（ピアサポー

内容 時間(分) 

1． オリエンテーション＊ 
―基礎研修の振り返り― 

35 

2. ピアサポーターの基盤と専門性＊ 40 
グループ演習① 60 

3． ピアの専門性を活かす＊ 40 
グループ演習➁ 35 

4．精神保健福祉医療サービスの仕組みと
業務の実際（ピアのみ） 

40 

4．ピアサポートを活かすスキルと仕組み
（職員のみ） 

40 

グループ演習③ 40 

5．支援者として働くということ 30 
5．ピアサポートを活かす雇用（職員のみ） 30 
グループ演習④ 40 

6．セルフマネジメント・バウンダリー＊ 30 

グループ演習④ 40 
7． ピアサポーターがチームにいること
＊ 

40 

グループ演習⑤ 40 
閉会式 20 
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ター：2名、ピアサポーター以外の職員：1名）が研修
途中までの参加となったことから、最終的に61名（ピ
アサポーター：45名、ピアサポーター以外の職員：1
6名）が分析対象となった。 
ピアサポーターのうち、40%程度が現在ピアサポー
ターとして事業所等との雇用契約のもと働いていた。
また全体の80%程度が主に精神障害の経験のある当事
者であった。精神障害当事者の中で最も多かった診断
は、統合失調症であった（n=19, 42.2%）ピアサポータ
ー以外職員のうち、9名（56.3%）が現在ピアサポータ
ーを雇用している事業所の職員であった。ピアサポー
ターを雇用している事業所におけるピアサポーターの
雇用年数は平均3.0±3.6年、雇用人数は平均2.8±2.0名
であった。 

 
2) ピアサポーターとして働く上（ピアサポーターと
共に働く上）での気持ちについての独自項目 
ピアサポーターとして働くこと（ピアサポーター以
外の職員に関しては、ピアサポーターと共に働くこと）
に対するやりがいや自信、不安などに関する独自項目
について質問した結果、精神障害分野のピアサポータ
ー（n = 37）では、「あなたは、ピアスタッフとして
働くための力（知識や支援技術）を持っていると思いま
すか？」（t=3.868, p=0.000）と「あなたは、ピアスタ
ッフとしての よさや強みを説明できますか？」（t=4.
323, p = 0.000）の項目において、基礎研修前と比べ
て研修後において有意に得点が上昇していた。また、精
神障害以外の分野のピアサポーター（n=8）では、「あ
なたは、ピアスタッフとしての よさや強みを説明でき
ますか？」（t=2.813, p= 0.026）が、研修の前後で得
点の有意に上昇していることも確認された。ピアサポ
ーターを雇用する（あるいは、雇用予定・雇用に関心の
ある事業所）のピアサポーター以外の職員（n=16）で
は、「ピアスタッフとして一緒に働きたいという気持ち
はどれくらいありますか？」（t=3.569, p=0.003）や 
「あなたは、ピアスタッフと一緒に働くための知識は
十分にあると思いますか？」（t=4.552, p=0.000）、「あ
なたは、ピアスタッフの よさや強みを説明できます
か？」（t=9.604, p=0.000）の項目において、基礎研修
前と比較し、研修後では有意に得点が上昇していた。 

 
3) 知識を測る独自項目 
知識を測る独自項目に関しては、精神障害分野のピ
アサポーター（n=47）では、全ての項目で研修前と比
べて研修後に正答率が上昇していた。全ての項目を合
計した平均得点（10点満点）は、研修前の49.5±2.3点
から研修後の7.57±1.5点に有意に改善していた（t=8.
066, p < 0.001）。ピアサポーター以外の職員（n=16）
では、「ストレングス視点は、良いところのみに着目し

た支援である」の項目を除き、全ての項目において 正
答率が上昇していた。全ての項目を合計した平均得点
（10点満点）は、研修前の6.94±3.6点から研修後の8.
38±1.0点に有意に改善していた（t=1.86, p<0.05）。 

 
4) ピアサポーターへの期待に関する項目 
ピアサポーター以外の職員（n=16）において、 多く
の項目で変化がみられた。特に、「障害特性にあった社
会福祉サービス等の活用の仕方を提案できる」、「経験
者ならではのインフォーマル資源の活用方法を伝えら
れる」、「経験者ならではの生活の知恵を伝えられる」
の項目や、ピアスタッフが同僚にいることで、職員が
「利用者の自立や回復を想像できるようになる」、「よ
り深く障害者を尊重するようになる」、「より深く障害
者を尊重するようになる」、「障害者の可能性を信じら
れるようになる」、「障害者の挑戦を後押しするような
職場の雰囲気が形成されるようになる」、「適切な対応
をすれば、回復することがわかり、職員の仕事のやりが
いにつながる。」の項目で、研修前と比べて研修後に「と
ても期待している」の回答が30%以上増加していた。 

 
（2）専門研修におけるアンケート結果 
1) 基本属性 
基礎研修の調査参加者のうち、49名（ピアサポータ
ー：34名、ピアサポーター以外の職員：15名）が専門
研修に参加した。ピアサポーターとしては主に精神障
害のある当事者（n=31）に加え、発達障害や難病など
の当事者（n=3）の参加もあった。40％程度（n=13）
が現在ピアサポータ ーとして雇用されており、30％程
度の者（n=11）が有償ボランティア等にて働いていた。
また、障害種別は精神障害が大半であった（n=36, 
90.0%）であった。精 神障害当事者の中で最も多かっ
た診断は、統合失 調症であった（n=31, 91.2%）また、
ピアサポーター以外の職員のうち、9名（60.0%）が 現
在ピアサポーターを雇用している事業所の他の職員で
あった。 
 
2) ピアサポーターとして働く上（ピアサポーターと共
に働く上）での気持ちについての独自項目 
精神障害分野のピアサポーター（n=31）では、「ピ
アスタッフとして働くことは、やりがいがある仕事だ
と思いますか？」（t=2.065, p= 0.048）、「あなたは、
ピアスタッフとして働くための力（知識や支援技術）を
持っていると思いますか？」（t=5.240, p = 0.000）、
「あなたは、ピアスタッフとしての よさや強みを説明
できますか？」（t=4.119 p = 0.000）の項目において、
専門研修前と比べて研修後では有意に得点が上昇して
いた。また、ピアサポーター以外の職員（n=15）では、
「あなたは、ピアスタッフと一緒に働くための知識は
十分にあると思いますか？」（t = 5.773, p = 0.020）、
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「あなたは、ピアスタッフの よさや強みを説明できま
すか？」（t=5.002, p = 0.000）、「あなたは、ピアス
タッフと一緒に働くことに不安や課題を感じています
か？」（t=-2.827, p = 0.013）の3つの項目において、専
門研修前と比べて研修後では有意に得点が改善してい
た。  
 
3) 知識を測る独自項目 
調査に参加した精神障害分野のピアサポーター
（n=31）では全ての項目において、専門研修前と比べ
て研修後に正答率が上昇していた。全ての項目を合計
した平均得点（10点満点）は、研修前の4.9±1.7点から
研修後の6.3±1.1点に有意に改善していた（t= 3.624, 
p<0.001）。 
ピアサポーター以外の職員（n=15）では、「利用者
のリカバリーストーリーを聞いたときに、その内容を
受けとめられない場合、受け止められない自分に気付
くことは、ピアサポーターとしての重要な資質である」、
「ピアサポーターは、同じような経験をしていること
で、利用者本人の気持ちが深くわかるため、基本的には
利用者の代わりとなって発言することが望ましい」、
「現在、障害者総合支援法において、雇用契約に基づい
たピアサポーターの存在が明確に位置付けられてい
る」、「ピアサポーターがチームの中で働く際は、ピア
サポーター自身の役割と責任の範囲を明確にし、チー
ムで確認した範囲を超えて支援が必要と思われた場合
には、チームで再検討する」、「日本メンタルヘルスピ
アサポート専門員研修機構のアンケート調査によると、
ピアサポーターはその他のスタッフに対して、病気・障
害への理解や一人の人としての尊重などの基本的な事
項より、むしろ、スーパービジョンの体制や利用者の関
係構築の助言を求めている」の5項目を除く7項目にお
いて正答率が上昇していた。全ての項目を合計した平
均得点（12点満点）については、研修前の6.9±3.6点か
ら研修後の8.4±1.1点に有意に改善していた（t=1.789, 
p<0.001）。 
  
4) ピアサポーターへの期待に関する項目 
ピアサポーター以外の職員（n=15）において、ピア
サポートへの期待に関する項目の変化を確認したとこ
ろ、基礎研修での変化に比べると変化の見られた項目
は少なかった。 
良好な変化の見られた項目としては、「前向きに活動
している仲間の存在を知り、利用者が夢や希望を口に
するようになる」の項目で、研修前と比べて研修後に
「とても期待している」の回答が約40%増加していた。
一方、「障害特性にあった社会福祉サービス等の活用の
仕方を提案できる」と「経験者ならではのインフォーマ
ル資源の活用方法を伝えられる」の2項目では、「とて
も期待している」の回答が10％程度減少している状況
も確認された。詳細は表10を参照されたい1) 調査参加
者と基本属性 

基礎研修の調査参加者のうち、49名（ピアサポータ
ー：34名、ピアサポーター以外の職員：15名）が専門
研修に参加した。ピアサポーターとしては主に精神障
害のある当事者（n=31）に加え、発達障害や難病など
の当事者（n=3）の参加もあった。 
表6は、調査参加者（n=49）の基本属性を示している。
ピアサポーターのうち、40％程度（n=13）が現在ピア
サポータ ーとして雇用されており、30％程度の者
（n=11）が有償ボランティア等にて働いていた。また、
障害種別は精神障害が大半であった（n=36, 90.0%）で
あった。精 神障害当事者の中で最も多かった診断は、
統合失 調症であった（n=31, 91.2%）また、ピアサポ
ーター以外の職員のうち、9名（60.0%）が 現在ピアサ
ポーターを雇用している事業所の他の職員であった。 
 
2) ピアサポーターとして働く上（ピアサポーターと共
に働く上）での気持ちについての独自項目 
表7は、ピアサポーターとして働く上（ピアサポータ
ーと共に働く上）での気持ちについての独自項目の結
果を示している。精神障害分野のピアサポーター（n=31）
では、「ピアスタッフとして働くことは、やりがいがあ
る仕事だと思いますか？」（t=2.065, p= 0.048）、「あ
なたは、ピアスタッフとして働くための力（知識や支援
技術）を持っていると思いますか？」（t=5.240, p = 
0.000）、「あなたは、ピアスタッフとしての よさや強
みを説明できますか？」（t=4.119 p = 0.000）の項目に
おいて、専門研修前と比べて研修後では有意に得点が
上昇していた。また、ピアサポーター以外の職員（n=15）
では、「あなたは、ピアスタッフと一緒に働くための知
識は十分にあると思いますか？」（t = 5.773, p = 0.020）、
「あなたは、ピアスタッフの よさや強みを説明できま
すか？」（t=5.002, p = 0.000）、「あなたは、ピアス
タッフと一緒に働くことに不安や課題を感じています
か？」（t=-2.827, p = 0.013）の3つの項目において、専
門研修前と比べて研修後では有意に得点が改善してい
た。  
 
3) 知識を測る独自項目 
表8および表9は、知識を測る独自項目の結果を示し
ている。調査に参加した精神障害分野のピアサポータ
ー（n=31）では全ての項目において、専門研修前と比
べて研修後に正答率が上昇していた。全ての項目を合
計した平均得点（10点満点）は、研修前の4.9±1.7点か
ら研修後の6.3±1.1点に有意に改善していた（t= 3.624, 
p<0.001）。 
ピアサポーター以外の職員（n=15）では、「利用者
のリカバリーストーリーを聞いたときに、その内容を
受けとめられない場合、受け止められない自分に気付
くことは、ピアサポーターとしての重要な資質である」、
「ピアサポーターは、同じような経験をしていること
で、利用者本人の気持ちが深くわかるため、基本的には
利用者の代わりとなって発言することが望ましい」、
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「現在、障害者総合支援法において、雇用契約に基づい
たピアサポーターの存在が明確に位置付けられてい
る」、「ピアサポーターがチームの中で働く際は、ピア
サポーター自身の役割と責任の範囲を明確にし、チー
ムで確認した範囲を超えて支援が必要と思われた場合
には、チームで再検討する」、「日本メンタルヘルスピ
アサポート専門員研修機構のアンケート調査によると、
ピアサポーターはその他のスタッフに対して、病気・障
害への理解や一人の人としての尊重などの基本的な事
項より、むしろ、スーパービジョンの体制や利用者の関
係構築の助言を求めている」の5項目を除く7項目にお
いて正答率が上昇していた。全ての項目を合計した平
均得点（12点満点）については、研修前の6.9±3.6点か
ら研修後の8.4±1.1点に有意に改善していた（t=1.789, 
p<0.001）。 
  
4) ピアサポーターへの期待に関する項目 
ピアサポーター以外の職員（n=15）において、ピア
サポートへの期待に関する項目の変化を確認したとこ
ろ、基礎研修での変化に比べると変化の見られた項目
は少なかった。 
良好な変化の見られた項目としては、「前向きに活動
している仲間の存在を知り、利用者が夢や希望を口に
するようになる」の項目で、研修前と比べて研修後に
「とても期待している」の回答が約40%増加していた。
一方、「障害特性にあった社会福祉サービス等の活用の
仕方を提案できる」と「経験者ならではのインフォーマ
ル資源の活用方法を伝えられる」の2項目では、「とて
も期待している」の回答が10％程度減少している状況
も確認された。 
 
（3）ピアサポート養成研修と職場におけるピアサポー
ターの精神保健との関連 
 
ピアサポート養成研修への参加と働くピアサポータ
ーの心理的負担や職場環境の働きやすさとの関連を検
証することを目的として、縦断調査を実施した。2017
年度のピアサポート研修（基礎研修）に参加した精神障
害当事者のうち、すでに地域福祉事業所などでピアサ
ポーターとして雇用されている者を対象として、基礎
研修前、専門研修前、フォローアップ研修前、フォロー
アップ研修後3ヵ月経過時に、同様のアウトカム尺度
（バーンアウト尺度およびモー･バラック・インクルー
ジョンーエクスクルージョン尺度）を用いて、調査を行
った。分析の結果、各調査時点間において、アウトカム
尺度の得点に有意な変化は観測されなかった。よって、
ピアサポート養成研修に参加することと、参加者の心
理的負担や職場環境の働きやすさの向上との関連は非
常に小さなものであると示唆された。ピアサポーター
のキャリアを支える心理的負担や職場環境の働きやす
さの改善にはピアサポーターだけを対象とした研修で
は不十分であり、地域福祉事業所の雇用主や経営者、現

場を監督する者を対象とする研修を構築することやそ
の普及がより重要であると考えらえる。 
 
２． フォローアップ研修の構築とファシリテーター養
成研修に関する検討 
（1）フォローアップ研修のプログラム構築 
フォローアップ研修は、主として、基礎・専門研修に
参加した精神障害当事者を対象に実施し、平成29年度
に基礎・専門を受講した方を対象として、東京・札幌の
2カ所で実施し、東京は24名（うち、専門職のオブザー
バー参加1名）、札幌は21名（うち、専門職のオブザー
バー参加3名）が参加した。平成30年度に東京で基礎・
専門研修を受講した方を対象として東京で実施したフ
ォローアップ研修には、32名（うち専門職のオブザー
バー1名）が参加した。 
本研究では、精神障害を対象とする専門研修プログ
ラムをモデル研修として実施した。参加者の全体の感
想としては、「グループワークがとても活発で、様々な
意見を共有できた」「わかりやすかった」という意見が
多かったが、中には「時間が足りなかった」「専門用語
が難しかった」というような意見も聞かれた。以下で、
それぞれのプログラムに関して検討を加える。 

 
① オリエンテーション 
オリエンテーションでは、基礎研修を思い起こしな 
 
表３ フォローアップ研修プログラム 

 

内容 時間(分) 

1.オリエンテーション＊ 20 

2.精神疾患について 60 

3．何のために働くのか…働くことの意義 25 

グループ演習① 65 

４．ピアスタッフと障害者雇用 40 

グループ演習② 60 

５．ピアスタッフとして能力を発揮し、 

ピアスタッフとして働き続けるため 

に必要なこと（シンポジウム） 

90 

６．ピアスタッフとしての発信力を上げ

よう！ 
30 

７．事例検討 110 

８．現場に出る前に 30 

グループ演習③ 40 

閉会式 20 
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がらの自己紹介を中心とした。基礎研修から数か月
経過した後の専門研修だったので、実際のプログラム
に入る前のウオーミングアップという位置づけで実施
した。 

 
②ピアサポーターの基盤と専門性 
ピアサポーターの基盤と専門性では、基礎研修で十
分に取り上げることができなかった「リカバリー」につ
いて、より詳細に専門研修で取り上げた。平成29年度
の専門研修では、講座２に多くの内容を詰め込みすぎ
ていたことから、本講座では、リカバリーストーリーを
自ら語り、また、他の人のリカバリーストーリーに耳を
傾けるということに焦点化して実施した。ピアサポー
ターたちが「リカバリーストーリー」を語ることを大切
にするのは自分たちが経験してきたことそのものがピ
アサポーターの専門性であり、それを今、困難をかかえ
ながら前に進もうとしている人たちに伝えたいという
思いがあるからである。 
参加者からも「リカバリーストーリーを語る、聞く経
験で、一人ひとりの在り方、生き様を感じる事ができ
た。」「受容的な態度で聞く、どんなストーリーも受け
止めるということが役に立った。受け止められない自
分に気づくことも大切だとわかってよかった。」といっ
た感想が寄せられ、精神障害領域のピアサポート活動
において、リカバリーストーリーを語り、聴くことはそ
の活動の原点であることを確認できた。 

 
③ピアの専門性を活かす 
 初回、2回目のフォローアップ研修では、リカバリ
ーストーリーと同じ講義に入っていたストレングス、
エンパワメントを専門性視点としてまとめ、そこに講
義６に入れていたピアアドボカシーを含めたことで、
ピアの専門性を活かす重要な視点を伝える講義として
まとめることができた。参加者からは、「ストレングス
の視点の大切さについて、改めて学んだとともに、本人
だけではなく、環境のストレングスを知ることが大事
だと感じた。」「まさにピアサポーターの基盤の部分か
と思う。みんなと共有する必要があると考えた。」とい
った感想が寄せられた。 
演習では模擬事例を活用したディスカッションを取
り入れた。「ストレングス視点で人をとらえていくこと
を実践するのは、難しいなと思った。」「ストレングス
を出していくのがいいとおもった反面、ニーズや支援
について考えるのは難しく、刺激をもらった」という感
想にもあるように、単にストレングスを発見するだけ
でなく、それをピアサポーターとしての視点で支援に
活かすということを考えてもらう演習とした。 

 
④精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実 

際 
精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実際に
関しては、3回のフォローアップ研修を通じて、「難し
かった」という感想が多く寄せられた。「制度・枠組み
のことを理解するのはとても大切だが、それを身近に
感じていないと頭にすんなりと入れるのが難しいと感
じた」という意見に代表されるように、制度に関する知
識の必要性を実感していたり、実際に利用者とのかか
わりの中で、活用した経験の有無によって、受講者の受
け止めにも差があることが推察された。実際に制度に
関する知識を身に着けることの重要性や意義を理解す
ることと、自分たちの専門性を活かすために必要だと
実感できるところには、隔たりがあり、すぐに役に立つ
ことを望む受講生にとっては、他の講座と比較すると
難しいという印象になるのだろうと感じた。 

 
⑤支援者として働くということ 
本講座では、労働者というピアサポーターの一面を
取り上げて、労働者としての権利と義務及び倫理基準
について学んでもらった。「働くピアというと、仲間で
互いに支えあうといった印象が大きかったが、一労働
者として自分を守る事が大切だと学べた」「ピアスタッ
フになっても自分自身の体調管理やメンタルの管理が
必要だと思った」といった感想が聞かれ、次のセルフマ
ネジメントにつながる流れが作れた。 
グループ演習では、①あなたは、ピアサポートを職業
として、どのような労働条件で働きたいですか、あるい
は働いていますか。② あなたは、ピアサポートを職業
とした支援者には、どのような社会的な使命や役割が
あると思いますか。③ ②の実現のために、大切にした
いこと、守りたいことについて考えてみましょう。とい
うテーマで、ディスカッションを行った。感想として、
「実際は働いている方もいる中で、倫理綱領違反とい
うことで、トラブルになる等、リアルに知ることができ
た。」「情報を専門職と共有することで、良い支援がで
きたりすると思うので、守秘義務については色々と考
えてしまう。」などが挙がっており、自分の権利だけで
なく、倫理面を含めた義務や責任に関しても自覚を促
すことができたのではないか。 

 
⑥セルフマネジメント・バウンダリー 
カシーについてであるが、研究班の検討の中で最も
議論となったのは、自分自身の障害をもつ当事者であ
るという立ち位置と、支援者という立ち位置に悩んだ
り、これまで友人であった利用者と、支援者と利用者と
いう立ち位置に変化したことで起こる葛藤にどう対処
できるのかという点である。自分と相手の境界（バウン
ダリー）については、専門職ももちろん葛藤を抱えるこ
とがあるが、ピアサポーターは役割葛藤や二重関係に
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悩むことが多く、自分に起こっていることを自覚し、対
処するための方法を提示することが研修の中でも重要
視された。演習においては、バウンダリーの意識化を中
心的に取り上げ、感想としても「一番現場では役立つ話。
常に迷います。」という感想や「自分自身なりの課題と
してバウンダリーを意識していくことの大切さを感じ
た」といった意見が挙がっていた。「自分でどこを境界
と考えるのか、事業所としてどこを境界と考えるのか、
摺り合わせることも重要と感じた。」「今、それぞれが
抱えているような悩みの共有が出来たことがよかった」
という感想の他にも相談を断る勇気に関して触れてく
れている方も数名おり、リアリティのあるディスカッ
ションが展開できた。しかし、25分という検討時間に
関しては、時間がもっと欲しかったという意見もあっ
た。 

 
⑦ピアサポーターがチームにいること―チームにお
けるピアサポーターの役割― 
ピアサポーターがチームにいることに関しては、よ
りピアサポーターとしての専門性を問いかけられるテ
ーマである。 
他の職種との協働を考えることは、ピアサポーター
の専門性を問われることにもつながる。「ピアだからこ
そという視点を強く意識するきっかけになった」とい
う意見や「ピアサポーターの専門性を高める事は、利用
者への支援の質の向上、ピアサポ自身の働きやすさに
もつながると思った。」とサービス全体の底上げにつな
がるという意見も見られた。さらに、演習を通して、「ピ
アサポーターの役割について、「色々な可能性があるこ
とを知った。またその上で、限界があるという事も認識
しなくてはならないという事も知った。」と書いている
人もおり、その可能性を拡げていくためには、力を発揮
できる環境づくりが重要である。専門職の方からの感
想の中に、「ピアサポーターが実践できる環境づくりも
必要と感じた。改めて事業所がチーム力を発揮できる
土壌があるのかも考えたい」という内容のものがあっ
た。 
 
（2）ファシリテーター養成研修のプログラム案の構築
及びモデル研修の実施 
  
本事業においてファシリテーター養成研修を考える
ために、平成28（2016）年度にファシリテーター研修
に関する情報収集を上述の通り実施し、平成29（2017）
年度には2016年度結果も踏まえた上で、ピアサポート
の専門性を高めるための研修を担うファシリテーター
の研修に含めるべき内容を検討した。 

2018年度は、それら検討した内容を含め、ファシリ
テーター研修を全2日間で行うための時間割を組み立

て、ファシリテーター研修を試行した（表4）。 
 
表４：ファシリテーター研修で取り扱うべき内容 
1. 研修の目的 
 ファシリテーター養成研修の目的 
 研修（ファシリテーターとなる者がファシリテ
ートすることになる研修）の目的と位置づけ 
 研修（ファシリテーターとなる者がファシリテ
ートすることになる研修）で取り扱われる内容
と研修の流れ 
2. ピアサポートについて 
 様々なピアサポートの定義 
 この研修で学ぶピアサポートについて 
 障害者運動の歴史 
 ピアサポートの歴史 
3. ファシリテーター概論 
 ファシリテーターの役割 
 ファシリテーションスキル 
 時間管理 
4. ピアサポートに関する研修ならではのファシリテートのポ
イント 
 リカバリーの扱い方 
 受講者に対するストレングス視点とエンパワ
メント 
 受講者への合理的配慮 
5. グループワーク運営・演習 
 グループワーク運営 
 グループの展開の仕方 
 ファシリテーショングラフィック（付箋や板書
の使用） 
6. 研修の運営と講座設計 
 研修ファシリテートのための事前準備 
 研修後の振り返り 
7. 研修まとめ 
 ピアサポートのための研修と研修ファシリテ
ーターの育成や研鑽の機会についての今後の
展望 

 
これまでの本研究班の検討により、ピアサポートに
関する研修のファシリテーターを養成するための研修
に必要な要素として、研修に対する理解、一般的なファ
シリテート技術とグループ運営、ピアサポートに関す
る研修ならではの視点が挙げられており、それらを含
めたファシリテーター研修を具体的な順序や時間配分
を検討し、試行することができた。 

 
３．高次脳機能障害のピアサポートに関する実践報告
会の開催 
  
１．報告会の概要 
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本研究では、平成29年度にピアサポートを実践して
いる高次脳機能障害に係る団体等に対して実施したイ
ンタビュー調査結果を踏まえ、平成30年度は、ピアサ
ポート活動の普及・啓発を図るために高次脳機能障害
当事者によるピアサポート活動の実践報告会を開催し
た。実践報告会では、インタビュー調査を実施した団体
の運営者である当事者4名による実践報告、質疑応答、
グループディスカッションのほか、参加者のうち、当事
者に対して基礎研修に対するニーズを把握するための
アンケート調査を実施した。 
 参加者については、平成29年度にインタビュー調査
を実施した団体の参加者を中心とした、ピアサポート
活動に関心のある高次脳機能障害当事者、高次脳機能
障害者の当事者活動を支援したいと考えている者を、
高次脳機能障害の支援機関を中心に募集した。 
 
２．実践報告会の内容 
高次脳機能障害のピアサポート活動に関する実践報
告会を、都内にて開催した。実践報告会では、趣旨説明、
実践報告、質疑応答、グループディスカッションのほか、
参加者のうち高次脳機能障害当事者には、基礎研修に
対するニーズを把握するためのアンケート調査を実施
した。実践報告会は全体で2時間半とし、趣旨説明10分、
実践報告及び質疑応答25分（一報告あたり）、グループ
ディスカッション20分とした。 
 まず、ピアサポートに関する基本的な理解を共有す
るため、実践報告会の目的、ピアサポートの定義、ピア
サポート活動の現状について説明した。 
 参加者は24名であった。参加者24名中、高次脳機能
障害当事者12名、高次脳機能障害の当事者活動を支援
したいと考えている者12名（支援者8名・家族3名・そ
の他1名）であった。 
（1）アンケート結果 
アンケートに対して、参加した高次脳機能障害当事者1
2名全員から回答が得られた。基本情報について、平均
年齢は50.9±9.4歳（30～60代）、性別は男性8名・女性
4名であった。受傷または発症時の平均年齢は43.0±1
0.6歳、受傷・発症からの平均経過年数は7.9±9.4年で
あった。原因疾患は、脳血管障害5名・頭部外傷5名・脳
腫瘍1名・低酸素脳症1名であった。居住地は、東京5名・
神奈川2名・埼玉2名・岩手1名・富山1名・愛知1名であ
った。 
生活状況については、「働いている」5名（一般就労3名・
障害者雇用2名）、「働いていない」7名（休職中1名・
求職中2名・主婦2名・不明2名）であった（図１）。ピ
アサポート活動（当事者会・家族会）への参加経験につ
いては、「ある」8名、「ない」4名であった。 
 参加した感想について、12名全員が「参加してよか
った」と回答した（図２）。ピアサポート活動の持つ意

義を問う項目では、「当事者同士でサポートすることの
大切さ」については9名が、「当事者同士で語り合うこ
との大切さ」については12名全員が、「よくわかった」
「だいたいわかった」と回答した。 
ピアサポート活動に対する考えを問う項目では、「ピア
サポート活動にメンバーとして参加してみたい」「高次
脳機能障害の人の相談にのってみたい」については未
記入3名を除く9名全員が、「ピアサポート活動をもっ
と学んでみたい」については未記入2名を除く10名全員
が、「おおいに思う」「まあまあ思う」と回答した。「ピ
アサポート活動を自分で立ち上げてみたい」について
は、2名が「おおいに思う」、4名が「まあまあ思う」と
回答した。「誰かのサポートがあれば、ピアサポート活
動をしてみたい」については、5名が「おおいに思う」、
3名が「まあまあ思う」と回答した。 
現在の相談相手の有無については、12名中10名が「相
談できる人がいる」と回答し、その相手としては、医療
関係者や支援スタッフといった支援者、当事者の友人
を含む知人・友人が多かった。医療関係者では「リハビ
リスタッフ」「相談員（ケースワーカー）」、支援スタ
ッフでは「支援機関の関係者」「事業所の職員」、知人・
友人では「高次脳機能障害になったあとに知り合った
当事者の友人」が多かった。また、相談相手として「高
次脳機能障害になったあとに知り合った当事者の友人」
を挙げた6名中、未記入2名を除く4名全員が、ピアサポ
ート活動に対する考えを問う項目で「高次脳機能障害
の人の相談にのってみたい」「ピアサポート活動を自分
で立ち上げてみたい」「誰かのサポートがあれば、ピア
サポート活動をしてみたい」という３項目において、
「おおいに思う」「まあまあ思う」と回答していた。 
 自由回答では、「当事者になってから仲間と一緒にや
ってきたことがピアサポート活動だったのだと確信し
た」「何かできればと思うが、今の生活に時間的・精神
的余裕がない」「ピアサポートをしながらどうやって生
活費を作っていくか例があれば知りたい」といった意
見があった。  
（2）グループディスカッションでの意見 
１）高次脳機能障害当事者 
 当事者からは、「当事者としてのエネルギーがすばら
しい」「とにかく自分たちでやってみるところが共通し
ている」「できないことを『まあいいか』と思えるとこ
ろがすごい」といった講演者による実践報告を聞いた
感想のほか、「子供が小さいため活動に重きを置くこと
は難しい」「まずは自分の生活や収入がきちんとできて
から」「家計が維持できればもっと活動したい」「ピサ
ポーターという職業ができれば良い」といったピアサ
ポート活動と生活の両立や経済面に関する懸念、「運営
については支援者が必要」「できないことはサポーター
にお願いする」といった運営上のサポートの必要性に
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関する意見、「家族の支援があってこそなので、みんな
が安心できるように進めたい」といった家族への配慮、
「支援者が入り過ぎるとおんぶにだっこになる」とい
った支援者の介入に対する慎重な意見が聞かれた。 
 
２）支援者・家族 
 支援者・家族からは、「日常の支援のなかで、どのよ
うにピアサポートを入れられるかを考えていきたい」
というピアサポート活動の必要性についての気づきや、
「きっかけさえあれば、このような活動をする方がた
くさんいると思うので、きっかけを作れる支援を考え
たい」といった支援のあり方など、ピアサポート活動の
支援に積極的な意見が聞かれた。 
一方、「家族の困りごとを聞くことが多く、本人の困り
ごとが影に隠れてしまう」「当事者が家族に頼りすぎて
いるというか、親が子離れしていない、当事者が家族や
支援者離れしていないことを、今後どうしていくか」と
いった現状に対する問題提起もみられた。 
 
D．考察及び結果 
１．基礎研修及び専門研修の実施と効果測定 
（1）ピアサポーターとして（と共に）働く上での気持
ちなどの主観的態度の変化  
基礎研修に参加したピアサポーターにおいては、ピ
アサポーターとして働く上での知識やスキルに関する
自信度やピアサポーターとしての強みについての説明
に関する自信度を問う項目で、研修前後の得点に有意
差が見られた。基礎研修は、「ピア」や「ピアサポート」
に関する基盤となる知識内容を中心として構成されて
いる。基礎的な知識を理解するという経験が、ピアサポ
ーターとしての働き方の魅力を強めるものともなり、
自分自身の働く上での知識・スキルの獲得の実感にも
つながったものと推察する。専門研修では、ピアサポー
ターとして働く上での知識やスキルに関する自信度や
ピアサポーターとしての強みについての説明に関する
自信度とともに、研修前後でピアサポーターとして働
く上でのやりがいについても研修前後の得点に有意差
が見られた。専門研修では、ピアサポーターとして働く
うえでのより実践的なスキル等が中心となり構成され
ていることから、ピアサポーターとして働くことの意
義をさらに強く実感するものともなったことが推察さ
れる。 
ピアサポーター以外の職員に関しては、基礎研修・専
門研修の双方ともに、ピアサポーターと共に働く上で
の知識やスキルに関する自信度やピアサポーターのも
つ強みについての説明に関する自信度が有意に上昇し、
これらに加え、基礎研修では、ピアサポーターと共に働
きたいという気持ちの改善が、専門研修では、ピアサポ
ーターと共に働く上での不安・課題の軽減が見られた。

基礎研修においては、ピアサポートの基盤ともなる知
識や経験の共有に加え、様々な障害・疾病等の経験のあ
るピアサポーターと演習等を通じた分かち合いを行う
経験は、ピアサポーターとともに働きたいという気持
ちを高めるものともなったと推察する。また、専門研修
において、ピアサポーター以外の職員のみで、より具体
的な不安・課題などを話し合う場を設定したことによ
り、より具体的なピアサポーターと働くイメージの習
得にもつながり、働く上での不安・課題の軽減にもつな
がったものと推察される。 
また、自由記載における、ピアサポーターとして（と
共に）働く上での不安や課題の内容としては、2回の研
修を経ても、ピアサポーターにおいては、働く上での不
安・課題に関する自由記載内容としては、知識・スキル・
経験不足や自身の体調悪化やストレス対処、そして、ピ
ア（利用者）との関わり、ピアサポーターとしての強み
を生かし方や、報酬面、雇用環境の不安などの件で共通
して不安や課題を抱えていることも確認された。研修
受講により、知識を習得したり他の受講者等と話し合
う経験の中で不安が軽減したとの声もあり、研修はこ
うした点で、不安の軽減においても寄与しうるもので
あったと考える。一方で、ピア（利用者）との関わり、
ピアサポーターとしての強みを生かし方や、報酬面、雇
用環境の不安といった部分に関しては、特に、職場との
関係性の中で改善していくことが必要な部分でもある。
ピアサポーター自身の研修でのスキルアップとともに、
共に働くスタッフや職場側の変化も重要であると考え
る。 
なお、他の職員におけるピアサポーターとともに働
く上での不安・課題の自由記載内容としては、雇用に向
けた体制づくり、ピアサポーターとの関係性、ピアサポ
ーターの業務・役割、職場内での他のスタッフへの理解
の難しさとともに、ピアサポーターの体調面への心配
と職場としてのフォロー体制の必要性に関する記述が
多く見られた。研修において、話し合いの中での有用な
アドバイスが得られたことや具体的なイメージがもて
たといった声などから、他の職員にとっても、本研修の
プログラムや演習における場の持ち方等は、実際にピ
アサポーターと働く上での不安を軽減するものともつ
ながっていたことが考えられる。専門研修後には、チー
ムとしての連携を思考する声も見られていることなど
から、本研修を通じて、単にピアサポーターの雇用やピ
アサポーターとの関係性にとどまらず、組織やチーム
の在り方なども考える機会ともなったことが推察され
る。 

 
（2） ピアサポートに関する知識の変化 
知識を測る独自項目に対する回答とその平均得点の
比較から、基礎研修および専門研修が参加者にピアサ
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ポートに関する知識の提供の側面で貢献できる可能性
が示唆された。特に、ピアサポーターにおいては、両研
修とも、知識面での大きな改善が見られている。自由記
載においても、ピアサポーターでは、基礎研修前より自
分自身の知識・スキルの不安や課題に関する声が多数
見られていたが、研修はそれぞれの段階においての知
識面での充足に効果があることが推察される。 
他方、ピアサポーターとともに働く職員においては、
基礎研修においては全般的に知識面での改善がみられ
たものの、専門研修においては、正答率の変化のない項
目や低下した項目が複数みられた。「ピアサポーターが
チームの中で働く際は、ピアサポーター自身の役割と
責任の範囲を明確にし、チームで確認した範囲を超え
て支援が必要と思われた場合には、チームで再検討す
る」の項目では、専門研修前には正答率が100％であっ
たものの、研修により低下しているような状況もある
こと、項目によっては「わからない」の回答率が研修後
に増加していることなどから、専門研修を受講する中
で、より多様な可能性を考える機会となり、回答を選択
する上での迷いなどの状況が生じたものとも推察する。 

 
（3）ピアサポーターに対する期待の変化 
基礎研修においては、ピアサポーターとともに働く
職員においては、研修前後で、多くの項目において、ピ
アサポーターへの期待が高まっていることが確認され
た。特に、チームの他の職員の理解や姿勢が改善するこ
とに関する内容では、期待する変化量が大きかった。他
方、専門研修においては、基礎研修に比べ、期待度の変
化量は大きくはなかった。基礎研修前の段階に比べ、専
門研修前の段階においても期待度が高いことから、研
修による変化が見えづらかったこととともに、中には
期待度が低下している項目（障害特性にあった社会福
祉サービス等の活用の仕方を提案できる、経験者なら
ではのインフォーマル資源の活用方法を伝えられる）
もあることから、ピアサポーターの現実的な状況やよ
り多様な働き方についての学びを深める中で、より現
実に即した形で意識を持つ形に変化したものとも考え
られる。 
「ピアサポーターとして（と共に）働く上での気持ち
などの主観的態度の変化」に関する考察結果において
前述したように、ピアサポーターと共に働きたいとい
う気持ちやピアサポーターのもつ強みの認識について
は、他の職員において上昇していることから、この項目
にはない部分での様々なピアサポーターへの期待が高
まっているものとも考えられる。今回用いた調査票の
項目以外にもピアサポーターに期待できる支援や役割
などがあるかもしれない。本分担報告書においては掲
載していないが、今回の調査票においては、ピアサポー
ターのもつ強みに関しての自由記載もデータとして収

集していることから、今後、質的内容の分析を通じて、
より期待される役割等を明らかにしていくことも有用
と考える。 
 
２．フォローアップ研修の構築とファシリテーター養
成研修に関する検討 
（1）フォローアップ研修プログラムの構築 
 フォローアップ研修に関しては、基礎研修と専門研
修の結果及び既存の研修等を参照しながら、有償で働
く人、働いている人に焦点化して、ピアサポートの活用
を軸とするプログラムを構築した。平成30年度に基礎
研修、専門研修を受講した精神障害当事者を対象に3回
実施し、プログラム内容を決定した。 
 
①オリエンテーション 
オリエンテーションはこれまで受講してきた基礎研修、
専門研修を振り返りながら、リラックスして研修に参
加したもらうことを目的とし、グループごとに自己紹
介行うプログラムとした。 
 
②精神疾患について 
 3会場ともに、精神科医を講師として招き、精神疾患
に関する基礎知識について講義をしていただいた。内
容が盛りだくさんで、消化しきれなかったという感想
もあった。病気は医師にとっては治療対象、ピアサポー
ターは病気に寄り添うといった立ち位置の違いも明確
に感じらた。また、研修を実施する際に医師の確保が課
題になるということもあり、DVDの活用なども視野に
いれる必要があるという議論もあった。 
 
③何のために働くのか…働くことの意義 
 本講座では、専門職とピアサポーターとして働いて
いる方を講師として、それぞれに福祉サービス事業所
で働くことになった経緯や、現状を伝えてもらい、働く
上で大事にしていること、働き続けるための工夫や働
き続けている理由について話してもらった。その上で、
演習では、それぞれがどうして働くのか、働くことの意
義をどう考えているのかに関して、話し合ってもらっ
た。 
 グループで一致した結論を出せるような時間はなか
ったが、参加者が自分を振り返り、働くということに対
するそれぞれの考えを整理し、グループで共有するこ
とができた。 
 
④．ピアスタッフと障害者雇用 
 ピアスタッフと障害者雇用では、ピアサポーターを
雇用している事業者と雇用されているピアサポーター
に講師として登壇してもらい、雇用主からみたピアサ
ポーターの雇用と、被雇用者からみたピアサポーター
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の雇用に関して講義を行った。 
 ピアサポーターの経験を聞くこと以外に、雇用主の
話を聞けたことに関して有益だったという意見が多く
聞かれた。ただし、地域性やその事業所の特性などもあ
り、どこまで一般化できるかは、研修を汎化していくと
きの課題という指摘もあった。 
 
⑤ピアスタッフとして能力を発揮し、 
ピアスタッフとして働き続けるため 
に必要なこと（シンポジウム） 
 
 シンポジウムに関しては、ピアサポーターと一緒に
働いている専門職とピアサポーター2組に、事業所の概
要、ピアサポーターの活用、業務内容などに関して報告
をいただいた。有償で働くピアサポーターの中には雇
用されている人もいるが、報酬で働いている人もいる。
今回は、雇用されている人と報酬で働いている人、2名
が現状を報告してくれた。雇用されているピアサポー
ターに関しても複数配置が継続できる条件という話も
あり、ピアサポーターを増やしたいが増やせない事業
所の事情や、ピアサポーターへの合理的配慮をどこま
でするのかなど、論点の多い報告となった。 
 福祉サービス事業所の多様な現状を踏まえ、リアリ
ティを伝えるプログラムとして意義があると考えた。 
 
⑥ピアスタッフとしての発信力を上げよう！ 
 本講義は、初回、第二回のフォローアップ研修では、
ケアマネジメントの手法をレクチャーするという趣旨
で実施してきたが、ピアサポーターとして多職種と協
働する際に、自らの専門性をいかに発揮できるのかと
いう点にもっと焦点化した内容にした方がいいのでは
ないかという議論があり、3回目の研修は、「ピアスタ
ッフとしての発信力を上げよう！」というテーマとし
て実施した。診察への同伴、ケア会議、関係者会議など
への出席などを念頭に置くと発信力を高めることをポ
イントにするプログラムとして確定した。 
 
⑦事例検討 
 事例検討に関しても、これまではピアサポーターが
経験した内容をもとに模擬的な事例を作成し、検討す
るというスタイルでやってきたが、対象となる当事者
不在の事例検討で良いのかという議論もあり、今回は、
経験あるピアサポーターに、ピアサポーターである自
分自身を事例として提供してもらう形で、実施した。 
 その人自身がその場にいるという状況にょり、「聞い
ていいことと、聞いてはいけないことがよくわかった」
「普段の仕事の中でも、勝手に共有しているというこ
とに気づいた。」という感想も聞かれた。その人にとっ
て聞かれたくないことや聞くということに侵襲性があ

ることなどを意識化することの重要性が指摘された。
ピアサポーターとして関わる上で、専門職よりも距離
が近くなるがゆえに、何が必要な情報なのかというこ
とを明確にし、聞く必要のないことにまで踏み込まな
いことが確認された。また、事例検討に関しては多様な
方法があり、対象や人数によって柔軟に対応する必要
があることも確認された。 
 
８．現場に出る前に 
 基礎研修・専門研修を受け、フォローアップ研修に参
加した方たちに総まとめをしてもらうプログラムとし
て、改めてピアサポートとは何かを考え、専門職との協
働、ピアサポーターとしての力の発揮、地域におけるピ
アサポーターとして活動の実際などが盛り込まれた。
グループ演習では、リカバリーの原点の言語化、ピアサ
ポーターとしてやりたいことなどが話し合われ、グル
ープ内で共有できたことに関する満足は高かった。反
面、リカバリーの原点だけでなく、リカバリーストーリ
ーそのものを語りはじめる参加者もおり、フォローア
ップ研修の中で、参加者が発散できる場があった方が
よいのではないかという意見も聞かれた。 
 
 平成29年度の研修を検証しつつ、平成30年度には、
精神障害の方を対象とした専門研修プログラム及びテ
キスト、フォローアップ研修のプログラムを構築する
ことができた。今後はこのプログラムの普及によるピ
アサポーターの養成が進むことを期待したい。そのた
めには、日本各地でこのような研修の講師・ファシリテ
ーターを担える人材育成が課題となる。 
 
（2）ファシリテーター養成研修のプログラム案とモデ
ル研修の実施 
研修試行後に、試行した研修についてと、このような
ファシリテーター研修を実施していく上で今後検討を
継続すると良い点について議論した。そこで挙がった
ものを以下に示す。 
 
● 研修で使用する言葉 
 専門用語や難解な言葉を極力避ける 
 ピアサポート、ピアサポーターなどの類似の言
葉を使い分ける、統一するなどして整理する 

● 演習 
 演習を多く設定する 
 演習の焦点を明確にしておく（たとえば、グルー
プのファシリテーターを練習することが目的で
あれば、課題そのものは簡単に伝えやすいもの
にしておく） 

 説明（講座）の演習の準備の時間をもっと取るか
検討 
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● 研修参加者に伝わりやすくするために 
 講師側も（ファシリテートをしたときなどの）経
験から話しをすること 

 スライドの配色や字の大きさ 
● ファシリテーターとしての心構えを伝える 
 研修参加者の満足を優先する、仲間はずれは作
らない、配慮しながら遠慮せずに言うことは言
う、など、ファシリテーターに求められる姿勢や、
めざすファシリテーター像などを今後検討する
と良い 

● ファシリテーター研修受講者はどのように設定す
るか？ 
 参加者募集は誰に向けてするのか？ファシリテ
ーター研修を受講したら誰でもファシリテータ
ーになるのか？今後も継続して議論が必要 

 
 これまでの研究班での検討により、精神健康の困難
の経験を有する者（経験の専門家）と専門職（専門的知
識技能に基づく訓練による支援の専門家）が協働する
研修であることの重要性が強調されており、本ファシ
リテーター研修においても、その構造（各グループに経
験の専門性を有するファシリテーターと専門職ファシ
リテーターが配置される構造）を採り入れた。 
今後、このようなファシリテーター養成研修を行う
にあたっては、本研究でのファシリテーター研修試行
後に挙げられた今後の検討課題を検討しつつ計画し、
実施していくことが望まれる。 
 
３．高次脳機能障害のピアサポートに関する実践報告
会の開催 
 
実践報告会をとおして、実際に当事者団体を立ち上
げた当事者の話を聞くことで、ピアサポート活動の意
義を理解し、やってみたい、学んでみたいと考える当事
者がいることが確認された。さらに、それらの当事者の
うち、活動を収入に繋げることや、職業としてのピアサ
ポートへの期待がある者も含まれることが明らかにな
った。 
また、実践報告会で語られたピアサポート活動の体
験を、参加者自身のこれまでの当事者同士の出会いや
関わりといった体験に重ねあわせて捉えることでピア
サポートが身近にあると気づく者がみられた。家族や
支援者にとっては、支援のなかできっかけ作りをして
いくことの必要性の理解に繋がったほか、当事者の持
つ力を引き出すためにどうしていくか、という問題提
起に繋がった。以上のことから、実践報告会開催に一定
の意義があったものと考えられた。 
一方で、経済的、精神的、身体的余裕のなさ、生活・
仕事と活動との両立の難しさを感じていることも明ら

かとなり、実際に活動を始めるためには、運営における
黒子的なサポーターの必要性、家族や支援者の介入の
バランスを考慮しながら、不安を取り除くための支援
が必要であると考えられた。 
また、今回の実践報告会の参加者は、成人期発症の高
次脳機能障害者のみであり、小児期発症の高次脳機能
障害者の参加はなかった。これは、発症時期によってピ
アサポート活動への関心が異なることによるものか、
またニーズも異なるのかという点については明らかで
はないが、ピアサポーターの養成のあり方を検討する
上でも重要な課題となる可能性があろう。 
高次脳機能障害者がピアサポートを開始するために
は、ある程度自分自身の障害を理解し受け入れた状態
であること、自分自身の生活や経済状況の一定の安定
を図れていることが、その前提となっていることが推
測された。さらに、実際にピアサポート活動を開始する
ためには、これらに加えて、同じ障害のある者同士で支
え合う経験をとおして、まずは高次脳機能障害者がピ
アサポート活動の意義や重要性に気付くことが欠かせ
ない。同じ障害を持つ相談相手が身近にいる人に、ピア
サポート活動に対する積極的な回答が得られるという
傾向がみられたことは、当事者から支えられる経験が、
ピアサポート活動への参加の動機づけに繋がっている
可能性を示している。 
ピアサポート活動に対する支援においては、すでに
活動している人たちの交流と情報交換の場、今後やっ
ていきたいと考える人を育てる仕組みづくりという、
２つの側面からの支援が求められている。今回開催し
た実践報告会は、こういった支援における要素を取り
入れたものであった。相談相手として、支援機関の関係
者等の支援スタッフが最も多く挙げられたことからも、
今後は地域の支援機関等における当事者同士の出会い
の場や交流機会の提供と、支援者等による当事者活動
への必要なサポートが提供されることが期待される。 
本研究では、成人期発症の高次脳機能障害者におけ
るピアサポート活動に対するニーズが存在することは
明らかになった一方で、どのような要因がピアサポー
ト活動に対するニーズに影響するのかについては、明
らかにすることができなかった。今後、ピアサポート活
動に携わることのできる人材を育てていくために、ピ
アサポート活動への参加の動機づけを高めるための要
因を具体化しながら、導入プログラムを開発・拡充して
いく必要がある。 
本研究で、成人期発症の高次脳機能障害者における
ピアサポート活動に対するニーズの存在が明らかとな
った。引き続き、ピアサポート活動への参加の動機づけ
を高めるための要因を具体化しながら、導入プログラ
ムを開発・拡充していく必要がある。 
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本研究において、多様な障害領域の障害当事者、専門
家の参加により、ピアサポートの歴史や現状を共有し、
検証する中で、共通点を見いだせたことの意義は大き
いと考える。これまで障害毎に実施されてきたピアサ
ポーターの研修に関して共通するテキスト、プログラ
ムを開発し、今年度ピアサポート養成基礎研修を実施
したわけであるが、参加したピアサポーター、専門職か
らも高い評価を得ることができた。また、精神障害領域
の専門研修及びフォローアップ研修の構築、これまで
あまり取り組まれてこなかった高次脳機能障害者を対
象とした基礎研修への準備性を高める研修の開催、及
びピアサポート研修を実施していく上で欠かせない講
師、ファシリテーター養成プログラム案を構築し、モデ
ル研修を開催することができた。 
現在、有効な福祉人材としての障害者ピアサポート
の育成、活用促進、質の担保の必要性が取り上げられて
おり、本研究は、障害当事者がその経験を活かして働く
ことを支援するとともに、福祉サービスの質の向上に
寄与する重要な仕組みとして意義ある研究であると考
える。障害ごとに実施されてきたものの、統一されてい
なかったピアサポート研修を標準化することにより、
新たな福祉人材としての活用が期待できる。成果の公
表により、自治体等でテキスト等の活用により、ピアサ
ポートの育成、活用が一層促進されることを期待する。 
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本研修テキストは、平成 28 年度　厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身体・

知的分野））障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修に関する研究の一環として、多様な

障害を持ちながら、その経験を活かして働いている、あるいは、働きたいと考える方、あるいは、

経験を活かして働こうとする人を雇用している方、あるいは、雇用したいと考える方に、最も基本

的なことを学んでもらうために作成しました。平成 29 年度に実施する研修で本テキストを利用し

ていただき、その結果に基づいて「ピアサポート」について学ぶ方々にとって、より必要とされる

内容を盛り込んだテキストとして完成させたいと思っています。

平成 30 年度　
厚生労働科学研究費補助金
（障害者政策総合研究事業
（身体・知的分野））

障害者ピアサポートの
専門性を高めるための
研修に関する研究

基礎研修テキスト
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　障害福祉サービスにおいて、今、ピアサポートの活用に注目が集まっています。障害当事者を中心
に据えた医療保健福祉サービスの仕組みづくりが進められ、雇用されるピアサポーターも増加してき
ています。
　障害者総合支援法の見直しにおいても、「精神障害者の地域移行や地域生活において有効とされるピ
アサポートについては、 全国レベルでの統一的な仕組みがなく、自治体ごとに取り組まれている状況
である」という指摘がなされ、「地域移行や地域生活の支援に有効なピアサポートについて、その質を
確保するため、ピアサポートを担う人材を養成する研修を含め、必要な支援を行うべきである」こと
が明示されています。
　また、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」取りまとめにおいても、
「ピアサポートの活用状況に関し、これまでの予算事業での実績等について検証を行い、ピアサポー
ターの育成や活用を図る」ことの必要性が指摘されています。
　しかし、活動が注目されている反面、障害福祉サービスにおけるピアサポートの活用方法は多様で、
雇用する組織におけるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材育成等の具体的な課題が生じていま
す。
　そこで、本研究は多様化するピアサポートの中でも、障害者総合支援法における障害福祉サービス
事業所等で有償で活動するピアサポーターの専門性を高めることを目的とした研修プログラムを開発
することを目的としています。
　本研修を組み立てるにあたって、精神障害、身体障害、知的障害、難病、高次脳機能障害の当事者、
福祉サービス事業所等で実践している専門職及び研究者がかかわり、国内外の養成システムを収集し、
体系化した上で、日本の実情に則した養成制度及び養成研修プログラムの開発を行ってきました。基
礎研修については、障害の領域を問わず、障害福祉サービスにおいて障害当事者の特性を活かして働
くために必要な内容を含めて構成しています。
　また、ピアサポーターが力を発揮できるためには雇用し、協働する専門職の理解が不可欠である点
から、専門職の参加も視野に入れた構成となっている点も大きな特徴といえます。

　私たち研究班は、ピアサポーターの方々が自らの経験を活かして働き、専門職等と協働することは、
障害福祉サービスの質の向上に結びつくと考えて、研修テキストを作り上げてきました。本研修テキ
ストが皆様に活用されることを願っています。

＜本研修の対象＞
● 障害福祉サービスにおいて、障害当事者としての経験を活かして働いている人、
及び働きたいと考えている人

● 障害福祉サービスに従事する専門職で、障害当事者としての経験をもつ人と一
緒に働いている人、及び一緒に働きたいと考えている人

基礎研修テキストを活用される方へ
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（1） ピアサポートとは…
　ピア(peer)とは、日本語では「同じ立場にある仲間」という意味です。ですから、ピアサポート
とは、同じ立場にある・同じ課題に直面している仲間としての支えあいということになります。つま
り、障害領域のピアサポートとは障害のある人生に直面し、同じ立場や課題を経験してきたことを活
かして、仲間として支えることを指します。そして、ピアサポートの有効性を活かす実践をしている
人をピアサポーターと呼んでいます。
　本研修は、そうしたピアサポーターの中でも、自分の経験を活かして有償で働く方及び働きたいと
考えている人を対象として実施しています。また、このテキストに出てくる「ピア」という言葉は、
仲間というだけでなく、ピアサポーターが支援している障害当事者という意味合いでつかわれていま
す。

（2）障害領域におけるピアサポート
　あることがらに直接関係している人を当事者といいます。障害の分野では、「障害のある人に社会
が必要な支援を提供し、障害のある人が障害のない人と同じように、自分の人生を暮らしていける社
会をめざす活動」は、当事者活動、当事者団体活動などと呼ばれています。
　ピアサポート活動は、当事者活動、当事者団体活動などとも言われ、その領域の歴史的経過、ある
いは障害種別によって特徴があります。そして近年、「障害のある人」が「障害のある人」を支援す
る業務や活動が活性化されており、福祉サービスの充実とともに、有償でピアサポートを行う人たち
も増えてきています。本研修では、様々な障害領域で実施されてきたピアサポート活動をてらしあわ
せ、共通する基本的なことがらを整理し、基礎研修として実施します。

1．ピアサポートとは？

【伝えたいこと】
（1）ピアサポートとは、仲間としての支えあいです。
（2）多様な障害ピアサポート

　精神障害、身体障害、知的障害、難病、高次脳機能障害など、それぞれの障
害領域では、これまで多様なピアサポート活動が行われてきました。

（3）ピアサポート活動では、ストレングス視点（強みを活かす視点）が大切です。
（4）ピアサポート活動と障害者の権利に関する条約

　障害者の権利条約は人の多様性を認め、尊重することの大切さをうたってい
ます。
　障害があることは個人の責任ではなく、社会がさまざまなバリアをとりのぞ
いていくことによって、障害のある人とない人との平等が実現されるのです。
　ピアサポート活動もまた、障害者の人権尊重ということを大事にしています。
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1）精神障害領域でのピアサポート活動
　海外では1930年代から始まったといわれています。日本でも、医療機関や地域を拠点とした患者
会や当事者会活動にはじまり、全国でさまざまな活動が展開されるようになりました。アメリカ等で
活躍している「認定ピアスペシャリスト」のような養成システムの必要性が高まり、一般社団法人日
本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構が先駆的に研修を主催してきました。

2）身体障害者領域でのピアサポート活動
　1950年代から障害当事者による活動が始まり、アメリカから発生した「自立生活（Independent 
Living）」が1980年代以降、日本でも大きな広がりをみせてきました。各地で自立生活センターの設
立が進み、自立生活支援者としての専門家であるピアサポート活動が始まりました。その一つの重要
な機能としてピアカウンセリング講座が開催されています。

3）知的障害領域でのピアサポート活動
　日本で障害当事者の権利を代弁してきたのは家族でしたが、1973年にアメリカで設立されたピー
プルファーストが、日本でも2004年に設立され、障害当事者の活動も徐々にひろがりをみせてきて
います。現在、自治体の事業として知的障害者を対象としたピアサポーター養成研修やピアカウンセ
リング事業が実施されています。

4）難病領域でのピアサポート活動
　1960年代以降、疾患ごとに当事者団体が結成されてきましたが、2005年に日本難病・疾病団体
協議会(JPA)が設立されました。難病のピアサポート活動は患者会から始まりましたが、2003年に
難病相談支援センターの設置が開始され、センターや保健所での相談事業や交流会への参加、患者会
での患者会リーダーとしての活動が実施されています。患者会リーダーに関しては、一般社団法人 
日本難病・疾病団体協議会主催の養成研修、フォローアップ研修などが各地で行われており、ピアサ
ポーター養成研修も難病相談支援センターなどを中心に実施が進められています。平成27年度から
実施されている厚生労働科学研究費補助金「難病患者への支援体制に関する研究班」（研究代表者   
西澤正豊）においても養成研修プログラムが構築されつつあります。

5）高次脳機能障害領域におけるピアサポート活動
　高次脳機能障害に関しては、2000年に日本脳外傷友の会が設立され、当初は当事者家族同士のピ
アサポート活動が中心でしたが、その後徐々に当事者による、当事者のためのピアサポート活動が始
まっており、今後の活動が期待されています。

6）その他のピアサポート活動
　近年、発達障害やひきこもりの方たちの当事者団体が設立され、今後の活動が期待されています。

　ピアサポートとひとことでいってもその活動は、さまざまです。
　同じ経験を持つ人たちが集まって、その経験を分かち合うセルフヘルプグループ活動や、同じ障害
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をもつ人を仕事として支援する活動などがあります。仕事として行っているものには、同じ経験をし
てきた者として行うカウンセリング、長年精神科病院に入院してきた人たちの地域への移行・定着の
支援、福祉サービス事業所等での職員としての相談、ヘルパー業務、職業指導など、さまざまな活動
があります。

　本研修は、障害のある人が経験してきたことを強みとして、雇用契約や謝金などをもらって働いて
いる、あるいは、働きたいと考える人を対象として、ピアサポートの専門性を高めることを目的とし
て実施しています。
　そして、ピアサポートの有効性を理解し、活用してもらうために、一緒に働く専門職の方々にも研
修に参加していただいています。それは、ピアサポートの活用により、提供するサービスの幅を広げ、
サービスの質を向上させることをめざしているからです。

（3）ピアサポートを行う上でのストレングス視点（強みを活かした視点）とは？
　支援では、「できないこと」に着目するのではなく、その人の持っている強みや、その人自身が「や
りたいこと」に焦点をあてることが有効と言われています。自分がやりたいことを、自分の強みを使っ
て実現してみようとすることが「自分の人生を取り戻すこと」につながると思います。支援において
も、その人の「やりたいこと」を共有し、やりたいことを実現するために、その人のストレングス（強
み）を一緒に探して伸ばしていくことが大切です。　
　ストレングスには、性格や技能・才能などの個人のストレングスと、その人が「やりたいこと」を
環境が支え、バリアを除去していく環境のストレングスがあります。やりたいことを実現するための
情熱は、とても重要なストレングスです。

　支援する相手と同じ課題に直面してきたという立場は、「強みを活かしてやりたいことを実現しよ
うとする」情熱を呼び起こすために、最適とも言えます。「自分がやりたいことを探し、やりたいこ
との実現に向けて、自分の強みを活かして努力する活動」を一緒に進めることがピアサポートの「強
み」とも言えると思います

（4）ピアサポートと障害者の権利条約との関連
1）障害者の権利条約って？
　最近、ピアサポートに留まらず、障害のある当事者の権利に注目が集まっています。もちろん、こ
れまでも障害者の人権保障に関する議論は規約や宣言といった形で国連でも採択されてきました。
2006年に国連で採択され、2014年に日本でも批准された「障害者の権利条約」はその集大成とも
いえる条約で、障害者の人権を確保し、尊厳の尊重を促進することを目的として制定されました。

2）「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」（Nothing About Us Without Us）
　このスローガンはこの条約が採択に至る経過で、世界中を駆け巡りました。また、採択に至るプロ
セスに、世界中から障害者団体も同席し、発言する機会が設けられました。
　つまり、障害のある人たちの支援において、当事者の意向を大事にすることが強調されるようになっ
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てきているわけですが、ピアサポート活動が注目され、福祉サービスにおける活用が進められている
背景には、障害者の権利条約が大きく影響しているのです。

3）条約の批准に向けた障害者の法制度の改正
　条約の批准をおこなうにあたって、日本国内の法制度の見直しが求められました。障害者基本法の
改正、障害者虐待防止法、障害者差別解消法の創設、精神保健福祉法改正などがこの流れの中で行わ
れたのです。自治体の会議などへの障害当事者の参加が促進され、福祉行政の中で発言する機会も増
えています。

4）条約が示している「社会モデル」とは？
　従来は、障害があることは個人の問題だというとらえ方でした。しかし、条約では、障害は主に社
会によって作られたものであるという、「社会モデル」の考え方が示されています。障害があること
は個人の責任ではなく、社会がさまざまなバリアを除去していくことによって、障害のない人との平
等が実現されるのです。障害がある人など多様な人がいる社会が当たり前の社会であり、人の多様性
を認め、尊重することが求められています。

あなたの考えるピアサポートやあなたのストレングス（強み）について、自己紹介
を交えながら話し合ってみましょう。

グループ演習①
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２－１. 精神障害者のピアサポートの実際・実例

【伝えたいこと】
（1）精神障害者によるピアサポート活動のあゆみ

　もともとは非人道的な精神医療に対する人権擁護活動から始まり、その後、
セルフヘルプグループや当事者同士の支援の独自性や有効性が認識されるよう
になりました。近年では、専門職との協働に基づく、精神の病いを患うことで
得た経験知を活用した支援を担うピアサポートへの関心が高まっています。

（2）雇用している立場からの報告
 　ピアサポーターやその他専門職が疾患経験・サポートを受けた経験・知識や
これまでの実践経験を総合的に考え、サービスが必要な方々へ個別対応の支援
ができる雇用環境が大切です。

（3）ピアサポーターの立場からの報告 ―多様な働き方をしてきたUさん―

　ピアサポートの源流は、1900年頃のアメリカにおける非人道的な精神科医療に対して、精神障害
当事者による精神障害者のための人権擁護活動に始まったと言われています。精神の病いを患うこと
で生じる生活のしづらさの解消には、同様の生活のしづらさをもつ当事者の経験知による支援の有効
性が認識され、各地でセルフヘルプグループが結成されました。その後、当事者同士の支援における
独自性が強調され、「クラブハウス」のように、メンバーとスタッフが協働運営する施設がみられる
ようになりました。1980年代に入ると, リカバリー志向の支援が重要視され、当事者の経験知を活
用した支援の有効性が強調されました。このような流れを受けて、ジョージア州において「ピアスペ
シャリスト」という当事者による当事者のための個別支援を担う養成研修が開始されました。現在で
は、州ごとに「認定ピアスペシャリスト」の養成や、その雇用に関するガイドライン、研修プログラ
ムが開発されています。
　日本でも、1980年代頃に、精神科病院を退院した人々の相互支援を目指した患者会や回復者クラ
ブが全国的に広がりました。地域生活支援のメニューがほとんどない当時、医（医療）・職（職業）・
住（住居）に加え、「仲間」同士の支え合いが地域生活支援に不可欠な要素と言われました。その後、
セルフヘルプグループにおけるメンバー同士の相互支援や、「ピアヘルパー」等の当事者自身がサー
ビス提供者になることの有効性が認識されるようになりました。近年では、アメリカにおけるピアス
ペシャリストを参考に、一般社団法人 日本メンタルヘルス ピアサポート専門員研修機構によって「ピ
アサポート専門員」が養成されています。また、2014年には「日本ピアスタッフ協会」が結成され
ました。

1　精神障害者によるピアサポート活動のあゆみ
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１　千葉県流山市の実践例
　千葉県流山市の精神科クリニック及び障害福祉サービス事業所等で多くのピアサポーターが活躍し
ています。下記の表はクリニック開所からデイケア等の利用者だった当事者がピアサポーターとして
活躍の場が広がっていった出来事をまとめたものになります。当初のデイケア内でのピアサポートを
行っていたメンバーがリカバリーをしていく中でやりたい事が増え、他の仲間や専門職などと共に様々
な取り組みに挑戦していきました。現在では図１のように、デイケア、相談支援事業所、自立訓練（生
活訓練）、就労継続支援B型、就労移行支援、共同生活援助、生活介護など様々な場所で働きながら
ピアサポートを行うまでに広がりました。

２　雇用者側が感じる利点と工夫している所
　実際に一緒に働く上で良い点は、精神疾患の症状や一番大変な時の気持ちや回復へと向かう時のきっ
かけ、どんな支援を受けてよかったのかなど、それらを経験したピアサポーターの言葉として聞くこ
とができることです。これは、私たち支援者としても大変貴重な情報であり、とても良い刺激となっ
ています。また、そういった症状を実際に経験した方が直接かかわることによって、良い影響を受け
る方が数多くいることを実感しています。
　一方で、症状等の影響で休みがちになること、複雑な対人経験の少なさなどが影響していると考え
られる意思疎通の困難さ、言葉の意味の捉え方の違いや社会人経験の少なさによる一般常識的な対応

ピアサポーターの活躍の場の一例

図 1

２　雇用している立場からの報告
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の乏しさ等が見受けられます。
　しかし同じ目的のもと、互いを理解し協力し合うことで、これまで専門職だけでは十分に対応が出
来なかった方々のサポートもできるようになると感じています。そして、その対象となる方の人生が
変わっていく姿を目の当たりにした時、協働することの重要性を学びました。工夫していることとし
ては、専門職もピアサポーターも支援を受ける方も、症状を理解するための同じツール（図２）など
を利用していることです。正しい症状の理解や薬の知識を得て、回復できる可能性を信じ、リカバリー
へ向かう仲間としてその対象者と関わることで、困難な状況でも互いの助け合いの中で乗り越えてき
た気がします。

３　ピアサポーターを支える専門職の一例
　ピアサポーターは会議等には図３のように他
の専門職と対等な立ち位置で参加しています。
患者さんのリカバリーを応援するという同じ目
的を共にした仲間として、専門職はピアサポー
ターの力を信じ役割を与えることで、ピアサポー
ターが自ら考え働くことができるような環境を
整えています。会議の中では「これが出来たら
次はこうしましょう、といったように次から次
へと目標を立てられる辛さを考えた方が良い」
等とピアサポーター自身の経験に基づいた発言
があり、より支援の対象となる方の気持ちを汲
んだサポート体制を構築することにつながって
います。

図 2

ミーティングでの一例

図 3
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３　ピアサポーターの立場からの実践報告 ～Uさんの例～

１　ピアサポーターになるまで
　大学卒業後20代後半のフリーターの時期に精神的不調が始まりました。昼夜逆転と引きこもりが
約５年経過した頃に陽性症状により精神科病院に入院することになりました。退院時の書類に統合失
調症と書いてあり、初めて病名がわかりました。病名がわかった時は治療方法があると思い少し安心
しました。退院後は入院した病院のデイケアに通院することとなり月曜から金曜の５日間通院しまし
た。その後、約３年間、就労継続支援B型に利用者として通所し、地域活動支援センターでのピアサ
ポーターの募集があり、ぜひやってみたいと思い応募し、採用となりました。地域活動支援センター
のピアサポーターでは、今まで同じ利用者同士としての関係にピアサポートの送り手と受け手との関
係が加わった時から新たな立ち位置を模索し始めました。

２　地域活動支援センターのピアサポーター
　当時のピアサポーターの業務は地域活動支援センターⅠ型プログラムの補
助、就労継続支援B型の作業補助でした。地域活動支援センターⅠ型プログ
ラムでは料理教室や映画鑑賞の準備で、就労継続支援B型では見学者の案内・
作業室の掃除等を担当しました。年に一回の夏のバーベキューで肉や野菜の
買出しから炭起こし・調理と片付けを担当し、他の職員と連携して仕事に取
組むことの大切さを知り、それまでにはない充実感を得ることとなりました。
ピア（仲間）との関係性を保つために言葉づかいに気をつけていました。

３　アウトリーチ推進事業のピアサポーター
　地域活動支援センターを退職後、アウトリーチ推進事業でピアサポーターに応募し採用となりまし
た。関わったケースは少なかったのですが、多職種の中でのピアサポーターの存在の意味として、ピ
アの立場として発言する機会の重要性を知ることとなりました。会議で当事者が何を感じて何を考え
るのかの視点が組み込まれる必要性と感じました。

４　就労継続支援B型の職業指導員（ピアサポーター）
　アウトリーチ推進事業終了前に兼務で就労継続支援B型事業所の職業指導員として勤務しました。
業務内容としては利用者の送迎と作業の段取りや製品の配達等と共に、他のピアサポーターの育成に
も携わりました。利用者さんと一緒に作業に取り組みながら共に語り合う事で作業効率も上がったり
一緒にレクレーション活動に取り組む事から親近感も深まりました。

５　相談支援事業所の相談員　
　知人より相談支援事業所の開設に伴いピアサポーターの募集の話を聞いて応募し、採用されました。
計画相談支援ではモニタリングに同行し書類の作成を行っています。地域移行支援では長期入院患者
の退院先のアパート探しから家具・家電の購入同行、役所での手続き同行などに携わっています。入
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院患者さんの中には不本意ながらの入院生活が長期にわたって継続され、地域で暮らす力が低くなっ
ている方も多く、そこからの再出発に立ち会う時には、もしも自分だったら…と思い入れも深くなり
ました。地域で暮らされている方や施設に通所されている方、病院や入所施設に長期で暮らされてい
る方の人生を再獲得される場面に立ち会える事がとても有意義に感じます。
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（1）  日本における身体障害者の当事者運動の歴史と自立生活運動
１）身体障害者の当事者運動のはじまり
　障害領域の中でも身体障害の当事者運動は、第二次世界大戦後、早い時期から展開されてきました。
その代表として語られるのは、「青い芝の会」であり、1960年代から障害のある人たちが地域生活
を送る上でのさまざまな権利を主張し、その獲得を目指した活動を行ってきました。また、1970年
代に入ると、府中療育センター闘争など、入所施設における人権侵害に対する運動が起こり、施設サー
ビスの改善と地域生活の改善を目指す取り組みが各地で展開されるようになりました。

２）自立生活運動とは何でしょう？－日本における自立生活運動の展開－
　自立生活運動は、1960年代後半にアメリカで、重度の身体障害者らを中心に始まりました。これ
までの自立観では身体的・経済的能力が欠かせない条件でしたが、この運動では、自分のことを自分
で決める「自己決定」さえできればその人は自立した人であると主張しました。この運動の広がりに
よって重度の障害があっても施設に隔離されることなく、地域で暮らすことができるように変わって
きました。この運動の基盤として設立されたのが自立生活センターですが、1980年代には日本にも
導入され、八王子ヒューマンケア協会を始め、現在全国に約130か所の自立生活センターがあります。

＜自立生活センターの主な活動＞
　自立生活センターでは、障害者の地域での生活をサポートするためにピアカウンセリングと自立生
活プログラムというピアによるサポートに力を入れています。その他、制度や社会の差別意識を変え

２－２. 身体障害者領域におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）身体障害者の当事者運動の歴史と自立生活運動

 1960年代から身体障害者は地域で生活することが権利であると社会に訴えて
きました。
 自立生活運動では「自己決定」が自立の条件とされ、身体障害者も自立した生
活が可能になっていったのです。

（2）ピアサポート活動としてのピアカウンセリングと自立生活プログラム
 ピアカウンセリングでは、「ありのままの自分」が好きになることを目指します。
 自立生活プログラムは、自立生活を希望する障害者に対して自立生活をしてい
るピアから必要な知識やノウハウを伝えるものです。

（3）ピアサポーターと活動の実践例
―自立生活センターのピアサポーターの介入によって自立生活が可能になっ
たＪさん―
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ることや地域をバリアフリー化するための活動なども行っています。

（2）ピアサポート活動としてのピアカウンセリングと自立生活プログラム
１）ピアカウンセリング
　ピアカウンセリングとは、自立生活運動における仲間（ピア）への基本姿勢のようなものです。ピ
アカウンセリングでは、お互いに平等な立場で話を聞き合い、きめ細かなサポートによって、地域で
の自立生活を実現する手助けをします。その役割は大きく二つです。
①精神的サポート 「ありのままのあなたでいいよ」というメッセージ。お互いを尊重しあう。
②自立のための情報提供。

2）自立生活プログラム
　親元や施設において長年にわたって保護される生活をしてきた障害者は、自立生活を希望しても地
域で暮らすために必要な基本的知識やノウハウなどがよく分からないことが多いです。そのために自
立生活に必要な心構えをはじめ、きめ細かなプログラムを実施しています。具体的には、対人関係の
つくり方、介助者との接し方、住宅、性について、健康管理、トラブルの処理方法、金銭管理、調理、
危機管理、社会資源の使い方などがあり、それらを先に自立生活をしている先輩の障害者から学びま
す。

3）ピアサポーターとしての活動　―Ｊさんの事例―
　都内で一人暮らしをしていたJさんは病気の後遺症で四肢麻痺となり、移動やトイレなどに介助が
必要となりました。現在、リハビリセンターに入所中ですが、退院したら一人暮らしを望んでいます。
しかし、Jさんはこれから外出はどうしたらいいのかなど、自立生活の具体的な方法が分からないた
め不安が募るばかりでした。さらに、医師の仕事をしている親族の一人から「一人暮らしなんて到底
無理だ」という強い意見があり、それに引っ張られて他の親族らもJさんが施設に入所することを勧
めていました。そのような、「施設入所やむなし」という結論に傾きかけたところ、自立生活センター
のピアサポーターが介入することになりました。
　まず、Jさんは自立生活のイメージや自信をもつために、地域にある家で宿泊を体験する「自立生
活体験ルーム」を利用しました。また、継続して自立生活プログラムを受けるなかで成功と失敗の経
験が積み重なっていき、自分の課題を整理し、クリアしていくことができました。そのように自立生
活へのリアリティーをもつにつれ、本人と親族らは「自立生活は可能かもしれない」と思うようにな
りました。また、ピアカウンセリングも受け続けたJさんは、1年後にアパートを借りて自立生活を
始めました。現在もピアサポーターはJさんとかかわりながら安定した自立生活をサポートしています。
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（1）知的障害者の当事者の活動
　知的障害領域における当事者活動は、1960年代にスウェーデンで親の会の活動の中で、当事者に
よる会議が持たれたことをきっかけに始まったと言われています。その活動は、国際育成連盟の活動
の中でひろがっていきました。
　また、1973年、アメリカのオレゴン州でひらかれた知的障害のある人たちが参加した会議で、ひ
とりの当事者が「わたしたちは　『しょうがいしゃ』であるまえに　人間だ」と発言したことをきっ
かけに「ピープルファースト」という名前が生まれたと言われています。
　1974年にカナダでピープルファーストのグループができ、1991年に全国組織「カナダ・ピープ
ルファースト」が設立されました。その後、1995年に日本でもピープルファーストが結成されました。
知的障害のある人たちが、自分たちの権利を自分たちで守ることを目的として現在も活動をしています。
　全日本育成会（現手をつなぐ育成会）でも、当初、親の活動が中心でしたが、1990年の世界育成
会連盟会議へのを機に1993年に、東京で当事者のグループが誕生しました。1994年の全日本手を
つなぐ育成会の徳島の大会では、「わたしたちに関することは、私たちを交えて決めていくようにし
て下さい。」「精神薄弱者という呼び方を早く別の言葉に変えて下さい。決めるときには必ず私たちの
意見を聞いて下さい。」というような内容を含む本人決議文を宣言しました。その声が当時の「精神
薄弱者」という呼称を「知的障害者」へと変えていく原動力になったのです。日本手をつなぐ育成会
では、本人部会が設けられ、今も活動が継続されています。
　現在、都道府県を中心に、知的障がい者のピアカウンセリング事業やピアサポーター養成研修など
も実施されており、障害当事者による相談活動もまた、少しずつひろがりを見せてきています。

（2）札幌市におけるピアサポーターの活動
　「札幌市障害者相支援事業」（いわゆる委託相談支援事業）に定められ活動しているピアサポーター
について紹介します。札幌市では、現在20ヵ所の委託相談支援事業者があります。このうち19ヵ所
が市内10区に設置され日常の相談活動を展開しており、残り1ヵ所が基幹相談支援センターとして活
動しています。
　この20の委託相談支援事業所の中の6ヵ所に、「ピアサポート配置業務」として上乗せする形で委

２－３. 知的障害者領域におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）知的障害者の当事者活動

自分たちの権利を自分たちでまもるために活動が続けられています。
（2）札幌市におけるピアサポーターの活動

障害の種別を越えた仲間づくりが行われています。
（3）ピアサポート活動の実践例 ―障害とつきあいながら、前向きに生きるEさん―
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託料が支払われ、6ヵ所それぞれの事業所が複数のピアサポーターと雇用契約を結び活動しています。
実際の活動内容は様々で、直接支援（個別支援、グループ支援、その他）、地域支援（研修講師、会議、
その他）、事務仕事や研修参加などです。
　札幌市委託相談支援事業のピアサポーターの大きな特徴は、障害種別が様々であることです。実際
にピアサポーターの方々は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害のある方などがなっています。
このピアサポーターは、平成25年4月から自ら集まりたいと「ピアサポーター交流会」を開いており、
平成27年4月から毎月1回第4水曜日（16:30～18:00）に集まっています。話し合う内容は多岐に
渡りますが、この数年は障害の種別を超えて「自分たちのことを語りつくそう」と自分の生い立ちや
今の苦労話などを出し合い共有しています。
　交流会では、最初から互いの苦手なことはおぎなおうという気持ちが働いており、発言しづらいメ
ンバーのことを配慮して「意思表示カード」（Yes,No,保留の絵カード）が活用されています。また、
最近は毎回活用されている交流会の「レジメ」を、漢字が苦手な人、通常では字が小さくて見えない
人、ルビがあると読みに人などに合わせて、通常版、ルビ振り版、拡大版と作り替えて使ったりもし
ています。忘年会なども開かれており、障害の種別に関わりなくとても熱い仲間として活動しています。

（3）ピアサポート活動の実践例　―Ｅさんの事例―
　50代後半のＥさんは相談室Ｐのピアサポーターです。ある日、Ｅさんのこと知った児童デイに通
う３歳の知的障害のあるお子さんのお母さんから「うちの子も知的障害をもっている。これからの子
育てに役立てたいので、同じ療育手帳をもっているＥさんがどんな人生を歩んできたのか、どんなこ
とを思っているかを教えてほしい。」という相談がありました。
　Ｅさんは、家族になかなか恵まれなかった学校時代のこと、入所施設での生活やその施設を飛び出
して住み込みで働いたこと、そして現在の奥さんと結婚したことなど、自分の体験した人生をなるべ
く詳しく話しました。お母さんは、Ｅさんの体験があまりに凄くて思わず「こんな面白い話をきける
なんて！」と感想を漏らしました。Ｅさんは結びに「別に知的障害者だからといって悲観する必要は
ないと思います。やりたいことをさせてあげることが一番いいと思います。」と話しました。
　Ｅさんにその時の感想を聞くと、「お子さんの参考になったかどうかわからないけど、前向きにはなっ
てくれたと思う」とのことでした。お母さんはＥさんから障害のある子どもの“教訓的”な子育て法
のようなことを聞きたかったのかもしれませんが、それよりも障害を悲観の材料にしなくても良いこ
とをＥさん自身の人生から学べたのではないかと思います。お母さんは最後に「もう少し子どもが大
きくなったら一緒に遊んでもらえますか？」とＥさんに話しました。
　相談室Ｐには、Ｅさんの他に40代から60代の3人のピアサポーターの方々います。Ｅさんを含め、
みなさん様々な苦労をされてきましたが、同時にそんな大変な人生を笑い飛ばせる強さと柔らかさを
持っています。
　ピアサポーターとして、一人暮らしを始めるにあたって参考になることが知りたいという人に自分
の一人暮らし体験を伝えたり自分の部屋をみせてあげたりもしています。また、関係者向けの講演会
やシンポジウムで話をしたり、実習生に自分の生い立ちや体験を話したりしている方、自分の体験を
もとに、より障害の重い方達の通所支援（生活介護）の支援員補助をしている方もいます。ピアサポー
ターとしての活動は、自分の生い立ちや支援を受けた体験、苦労したこと、良かったこと、嫌だった
こと、うれしかったことなど、いずれも実体験をもとに行っています。
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（1）日本における難病患者の当事者運動
　難病とは、なぜこのような病気になるのか原因が不明で、治療方法が確立しておらず、希少な疾病
で、長期の療養を必要とするものとされています。これまでの長年の研究により、遺伝子レベルの変
異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の中で、その確率は低いものの国民の誰にでも発症
する可能性があるということがわかってきました。患者さんやご家族は、名前も聞いたことのない病
名を告げられ、治療方法がないことを知ると、目の前が真っ暗になり、何をどうすればいいのかわか
らなくなります。そんな患者・家族が同じ疾病の患者さんを求め、また同じ地域に暮らす希少な疾病
の患者さんたちが集まり、難病の克服と難病を抱えても暮らしやすい社会となることを願って、様々
な患者会（患者団体ともいう）が設立されました。難病のある人のピアサポートは、このような患者
会が支えていると言っても過言ではありません。ピアサポート活動の中で大事だとされていることと
重なりますが、患者会では次の3つの原則を大切にしています。

　患者会の3つの役割

1.「自分の病気を正しく知る」　
　疾病を理解するために専門医による医療講演会や相談会の開催、機関誌やホームページなどでも学
ぶことが出来ます。病気を知って、医師に伝えなくてはならないことを伝え、聞きたいことが聞け、
医師と共に病気に立ち向かうことが大切です。
2．「励まし、助け合う仲間」
　同じ疾病、同じような経験を持つ人とは言葉だけでなく通じ合うことが出来、生きる勇気と希望を
持つことが出来ます。
3.「希望が持てる社会をつくる」
　偏見や差別を正し、社会の理解と支援を求める活動は、
経験から生まれるものです。
　難病におけるピアサポートは、これらの場で実践されて
いますが、患者当事者が運営主体となるもの、職員として
雇用されているもの、依頼によりその都度対応するものが
ありますが、多くはボランティアによるものです。 

２－４． 難病におけるピアサポート実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）日本における難病患者の当事者運動
（2）難病法のもとでの支援の仕組み
（3）ピアサポーターとしての実践例 ―Aさんの事例―

ピアサポート実践の場
・患者会（患者団体）
・都道府県難病連
　（都道府県ごとの患者会の連合組織）
・難病相談支援センター
・保健所
・地域活動支援センター　等
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（2）難病のもとでの支援の仕組み

　「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」が2015年1月1日より施行されました。この
難病法では、難病の克服を目指し、難病患者の社会参加の機会が確保されること、地域社会において
尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられず、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関
連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われるものとされています。
　難病のある人は症状も多岐にわたっており医療と切り離せない生活が続きます。また、外見からは
分からない困難を大変多く抱えていたり、状態に変動があり、数ヶ月単位、数日単位、時には1日の
うちでも症状の波があるなど、周囲の理解を得にくいことがさらに生きにくい要因となっています。
多くの支援を必要としていますが、医療には限界があり、また福祉制度等も具体的支援はまだまだ少
ない現状があります。
　そのため、今ある社会資源を総動員し、日常から顔の見える関係を持ち、それぞれの専門性を生か
せる連携体制を作っておくことが必要です。経験を持つ当事者だからこそできるピアサポートは重要
な社会資源として患者・家族のより具体的な問題解決に役立ち、勇気と希望を与えています。共に働
く専門職の方には、自らのことを伝え、配慮の必要なことも具体的に言えるようにすることで、有機
的な連携を続けることが出来るように思います 。

【厚生労働省 難病対策課 難病法　説明資料　2016年】
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（3）ピアサポーターとしての実践例
　　 ―患者会との出会いから難病相談支援センターで活躍しているAさんの例―
1)Ａさんの発病
　中学生の頃から手足が冷たく、寒くなると痛みも伴い、文字を書いたり、ボタンを留めたりするこ
とが困難になっていました。それでも少し体が温まってくると元に戻るので、病院に行くこともなく
部活動も続けていました。高校2年生の時に体の怠さ、発熱、関節痛が出て、近くの総合病院を受診
しましたが病名はつかず、症状はなかなか良くなることはありませんでした。一年ほど経った頃、息
苦しさやタンパク尿が出て、ようやく混合性結合組織病という病気であると診断されました。すぐに
ステロイド剤など多くの薬剤による治療が始まりました。手足の冷たさはレイノー症状というこの病
気による症状でした。体の怠さや息切れは良くならず、アルバイトをしながら過ごしていました。

2)患者会との出会い
　通院する病院に患者会が主催する医療講演会の案内が掲示されていました。思い切って講演会に出
席し、専門医によるわかりやすい話を聞くことが出来、病気や治療について学ぶことができました。
しかし、日常を何に気をつけて、どのように過ごせばよいのかよくわからないままで、病気も良くなっ
たり悪くなったりを繰り返すばかりでした。患者会の交流会では、様々な症状に対してどのように対
処しているか、生活の工夫や病気を悪くしないため気をつけていることなどを聞くことが出来ました。
こうして、少しずつこの病気とのつきあい方、体調管理の仕方などを身につけることが出来るように
なってきました。患者会の運営を手伝いながら、相談を聞くこともありました。そんなとき、難病相
談支援センターでピアサポーター養成研修が開催され受講しました。フォローアップ研修も受講し、
また難病相談支援センターが開催する社会参加を目的とした患者・家族の交流サロンのお手伝いもす
るようになりました。

3)ピアサポーターとしての実践
　Ａさんは難病相談支援センターの職員となり、ピアサポーターとして勤務しています。支援センター
に訪れる人の話を聞いていると、これまで入退院を繰返してきた経験や、他の人の話を聞きたくても
すぐには皆の中に入っていけなかったときの気持ちや、同じ患者さんの話を聞いて、日常をどのよう
に過ごせばよいのかなど、具体的なとても多くのことをこれまで教えてもらい、お互いに語り合って
きたことがよみがえってきます。主治医に困っていることを伝えられなくて悩んでいる人には、遠慮
しなくていいことやメモを使って見せながら話をすると話しやすいことなど、自分が教えてもらって
実践してきたことをピアサポーターとして伝えています。相談の内容によって一緒に働く支援員や就
職サポーターに引き継いだり、医療費助成や福祉制度など、どこに相談すれば良いか、窓口の紹介も
出来るようになりました。ピアサポートは万全ではないこともよく知りながら、同じ患者として言葉
だけでなく共感できること、一番近い存在であることを実感しています。多くの人に支えられて今が
あることに感謝し、Ａさんは自分も誰かを支えることができる存在でありたいと望んでいます。
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（1）高次脳機能障害とその支援
１）高次脳機能障害とは、どのような障害でしょうか？
　高次脳機能障害とは、けがや病気が原因で脳にダメージをうけたことによって、新しいできごとが
覚えられないなどの記憶障害、作業を長く続けられない・二つのことを同時にやろうとすると混乱す
るなどの注意障害、自分で計画を立てて実行できないなどの遂行機能障害、興奮しやすく暴力を振る
う・大声を出すなどの社会的行動障害などの症状がみられ、それらのために日常生活や社会生活に困
難が生じる障害です。また、障害に対する認識をもちにくいという症状（病識低下）も、社会生活に
困難をきたします。

２）高次脳機能障害者に対する支援
　高次脳機能障害は、外見から理解されにくく、医療からも福祉からも支援の対象とならずに、生活
のしづらさを当事者や家族だけで抱えていたために、こうした人たちが「支援の谷間」にいるとして、
平成13年度に厚生労働省によって「高次脳機能障害支援モデル事業」が開始されました。
　モデル事業では、高次脳機能障害の行政上の定義を定め、具体的な支援データを集めた結果をもと
に、診断基準、標準的訓練プログラム、支援ニーズ判定票などが作成されました。その後、高次脳機
能障害に対する理解と支援の方法を普及するための事業を進めた結果、現在では全都道府県に支援拠
点機関が設置され（全国に103ヶ所）、毎年定期的な会議や研修会を開催しながら、引き続き支援の
充実に向けた取り組みが進められています。

２－５． 高次脳機能障害領域におけるピアサポートの実際・実例

＜伝えたいこと＞
（1）高次脳機能障害とその支援

　自分の障害を知り、どのような支援が行われているのか学ぶことは、ピアサポー
トの第一歩となります。

（2）高次脳機能障害者にとってのピアサポートの大切さ
　中途障害であるため、以前とは変わってしまった今の自分を受けいれ、新た
な生き方を考えていくうえで、同じ障害の仲間からのサポートは大きな助けと
なります。

（3）ピアサポート活動の実践例―当事者会を立ち上げたIさん
　高次脳機能障害の当事者によるピアサポート活動は、まだ数は少ないですが、
徐々に始まっています。その中の一つの例を紹介します。
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（2）高次脳機能障害者にとってのピアサポートの大切さ
１）ピアサポート活動の芽生え
　国のモデル事業開始よりも1年早く、平成12年に日本脳外傷友の会が設立されています。その後、
全国に当事者団体が立ち上げられ、それらを中心にピアサポート活動が少しずつ始まっていきました。
しかし、多くは高次脳機能障害者の家族同士によるものでした。当事者グループによるピアサポート
の試みは、一部の病院等で取り組まれているほかは、地域ではまだ数例がみられるだけとなっていま
すが、他の障害領域と同様に当事者によるピアサポート活動は、高次脳機能障害領域でも始まりつつ
あります。

２）ピアサポートの大切さ　
　高次脳機能障害は、中途障害であるため過去の自分と現在の自分との間で葛藤が生じやすく、また
周囲の人との関わりの中で障害に気づき始めたときに大きな不安に襲われることがよくあります。し
かし、同じ障害に苦しみ、同じ葛藤や不安をもつ仲間と出会い、その仲間が苦しみながらも障害をもっ
た自分を受け入れていこうとする姿に出会うことが大きな助けとなります。さらに、今の自分を受け
いれ、新たな自分らしい生き方を模索する一歩を踏み出す勇気を与えます。高次脳機能障害者にとっ
ても、同じ障害をもつ仲間からのサポートは、未来への一歩を踏み出すために非常に大切であると言
えます。

3）ピアサポート活動の実践例　－Iさんの事例－
　ここでは、まだ全国的にも数少ない当事者自身による活動の実践例を紹介します。

【会の立ち上げのきっかけ】
　病気が原因で高次脳機能障害と診断されたIさんは、比較的早期に職場復帰を果たすことができま
した。その後、病院主催の当事者と家族のためのシンポジウムで自分の体験を発表したときに、多く
の家族から将来に対する漠然とした不安が寄せられたこともきっかけとなって、「同じ障害で苦しむ
人たちのために何かできないか」との思いを強くもちました。そこで、平成19年に「未来の会」を
立ち上げました。

【会を立ち上げるために】
　Iさんは、入院中に企画運営の業務への復帰を念頭に置き、記憶障害や遂行機能障害を補う手段獲
得のための訓練など、認知リハビリテーションを中心とした支援を受けました。情報発信や作業の段
取りの仕方の訓練で得たことは、「未来の会」の立ち上げの基礎的な力になりました。会の立ち上げ
当初は、支援者から会場提供や参加者募集の声かけ、会の運営で気づいたことに対する助言を受けて
いましたが、現在は、Iさんが会の仲間とともに自主的に活動を行っています。

【自分の言葉で、仲間とともに思いを語る大切さ】
　主な活動としては、当事者、その家族が悩みを語りながらお互いに共有して、アドバイスをし合う
というプログラムを行っています。障害特性からコミュニケーションが苦手となった方が多いことか
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ら、テーマを決めた上で話しやすい少人数のグループに分かれて話し合うなど、参加者が積極的に参
加できるように工夫しています。また、会を開催するときには、役割を細かく分けて割り振り、でき
るだけ多くの当事者が運営に関わり、役割をやり遂げることの満足感をもてるようにしています。
日頃、地域で孤立しがちな当事者にとっては、他者と交流する機会となり、会社員でもあるIさんが
働くモデルや目標となることで、社会参加のきっかけとなっています。また、Iさんにとっても、参
加者の役に立てる喜びや、同じ障害をもつ仲間とともに会を運営する喜びとなり、今日にいたってい
ます。

【今後に向けて】
　「未来の会」の経験から、運営のコツと活動ができる場所があれば、誰でもどこでも高次脳機能障
害者のピアサポート活動ができると考えて、「当事者会の立ち上げと運営の手順書」を作成し、広く
発信しています。地域の支援者を増やし、一緒になって当事者主体の活動を支える仕組みや方法を探っ
ていくことも必要であると考えます。

さまざまな障害領域で、ピアサポートが実践されています。
具体的にピアサポートが活用される場所や方法は異なりますが、

共通しているのは、経験を生かして活動する点です。
　自分の経験を振り返り、自分の体験の活かし方について

グループで話し合ってみましょう。
　専門職の方は、経験を活かして活動するピアサポーターを

どう活かせるか考えてみましょう。

グループ演習②
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memo
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ねらい
　障害のあるなしにかかわらず、人をサポートするためにはよいコミュニケーションが大切です。相
手がどんなことに困っているのか、何を望んでいるのかを、よいコミュニケーションなしで知ること
はできません。ピアサポーターは他の専門職と同じように、対人援助の職業であり、よいコミュニケー
ションを身につけることが必要な職業です。対人援助職がコミュニケーションスキルを磨くことは、
職人が道具を手入れするのと同じくらい当たり前のことです。しかし、コミュニケーションは日常生
活のなかで当たり前のようにやり取りしているので、あらためてそのスキルを点検し、改善し、磨い
ていく作業は難しいものです。ですから、コミュニケーションについて意識してふりかえることが大
切です。ここでは、対人援助職に共通するコミュニケーションの基礎とピアサポーターとしての経験
をまじえたコミュニケーションについて学びます。

仕事としての相談と雑談の違い
　ピアサポーターとして働く場所には、いろいろな障害のある人が相談に来ます。誰でも困ったとき
にはほかの人に話をしたくなります（嬉しいときも人に話したくなりますね）。誰かに話すことで問
題が解決しなくても気持ちが楽になります。話しをしているうちに自分にもできるんだと思い直した
り、問題が整理されて新しい解決方法を思いつくことがあります。また、解決できないと思っていた
問題自体はまったく変わっていないときでも、人と話したことで気持ちが前向きになることがありま
す。気持ちが前向きになれたら問題の半分は解決したようなものです。このように人と人とのやり取
りには不思議な力があります。
　人が誰かと話す場面はさまざまで、家族や友人、同僚、障害のある仲間とやりとりする何気ない会
話や雑談もあります。雑談ではいろいろな話題が飛び交い、たとえば、友人の職場について話をして
いたのに流行の音楽の話題に移っていたりすることもよくあります。また、話が続くのかどうかもそ
の時次第です。たとえば、学校の帰り道に同級生と雑談していて、それぞれが乗る電車が来たら話は
終わります。翌日学校で会ったときには、同じ話題で話してもよいですし、違う話題でもかまいませ

3． サポートでのコミュニケーションの基本

＜伝えたいこと＞
（1） サポートにはよいコミュニケーションが欠かせません。
（2） 相談では、積極的に話し手の意図を想像し、自分の想像を確かめ、理解を深め

る態度が求められます。
（3） 話している相手の気持ちを考えましょう。自分自身の体験を話したときの気持

ちを思い出すとよいでしょう。
（4） 話を聴く環境は重要。プライバシー、距離感、目線、心地よさなどに配慮しましょう。
（5）「私」を主語にする伝え方をこころがけましょう。
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ん。雑談は自由で決まった型がありません。

　でも相談になると違ってきます。雑談をしていたらいつの間にか相談話になっていたということも
ありますが「ちょっと話があるのですか」「～なことで困ってまして」と、相談では話のはじめから、
雑談と違うぞという雰囲気があるのが普通です。また、相談は、相談窓口に行ったり、相談員に自宅
に来てもらったりと、普段と違った、何かの目的がある話をするのが特徴です。話題が変わったとし
ても話をしにきていることには何らかの目的があります。雑談の場面では、話が分からなくうなずい
ても許されます。相談の場面ではそうはいきません。時間とお金をかけて相談窓口に来ているのに、
相談員が意味も分からずにうなずいているだけだったと分かったら、相手は怒ってしまうでしょう。
相談では積極的に話し手の目的や相談したいことを想像しましょう。そして、「あなたの話しを聞い
てこう思ったのですが、それで正しいですか」と自分の想像を確かめましょう。想像する→確かめる、
という手順を繰り返して、相手を理解しようとする態度が求められます。こうすれば、話の内容に応
じて的確に言葉を返すことができるようになります。

誰かの話や体験を聴くときの態度
　ピアサポーターになろうとする人であれば、今までに自分の病気や障害のことや生きづらさを誰か
に相談したことがあると思います。その頃は不安や緊張でいっぱいだったのではないでしょうか。こ
れからピアサポーターであるあなたのもとに相談に来る人の不安や緊張を、あなた自身も体験してい
る訳です。こうした体験があることで相談に来る人の気持ちがわかりやすいと思います。これはピア
サポーターの強みです。ただ、昔のことでよく覚えていないかもしれません。当時の不安や緊張まで
詳細に思い出しにくくなっているかもしれません。代わりに自分自身の体験（たとえばリカバリース
トーリー）を人前で話したときのことを思い出してみましょう。いろいろな感情が湧き上がってくる
のではないでしょうか。そして、相手がどんな風に話を聴いてくれていたのか思い浮かべてみます。
そこには話している相手の感情について想像し、話しの聴き方や態度を学ぶうえでのヒントがたくさ
ん詰まっています。ときどきふりかえることをおすすめします。



25

コミュニケーションの基礎
話を聞く環境
　よいコミュニケーションはスキルだけではなく環境も重要です。大勢の人がいてざわざわしている
場所や面識のない人に囲まれている場面でも話しにくいものです。話しの内容が他の人に知られない
ようなプライバシーが守られる場所も大切です。
　聞き手と話し手が適度な距離感がありパーソナルスペースが保たれること、同じ目線であることは
大事な要素です。ちなみに、聞き手と話し手が真っ正面に座るよりも90度の位置のほうが最も緊張
が少なくなると言われています。また、表情が分からないと相手の反応が分かりにくくなります。お
互いに表情が見えることも大事です。たとえば、逆光で表情がよく見えないという状況は避けましょ
う。相手が座っていて自分が立ったままで話をし続けることも避けた方がよいでしょう。上から見下
ろされると話しにくいものです。 
　自分が不安を抱いたり違和感を感じる環境は避けましょう。話に集中しづらくなると不安が出てき
ます。その不安は相手にも伝わります。反対に自分が心地よいと感じる環境は、話を聞きやすい場で
もあり、結果的に相手が話しやすいことにつながっていきます。

私を主語にする（Iメッセージ）
　人から自分の悪いところを指摘されると、自分が責められていると感じてしまって、よいコミュニケー
ションを続けにくくなります。たとえば、部屋を片付けてくれない家族に「いつもゴロゴロして協力
してくれないのよ」と言った（言われてしまった）ことがある人は多いのではないでしょうか。相手
は逃避するか反撃するかです（あなたの力関係が強いのであれば、しぶしぶ従ってくれるかもしれま
せんが）。相談の場面でも同じようなやり取りがあります。たとえば、ついついお金を使いすぎてし
まう人の支援をしていて、財布にお金がなくなったと相談されて「どうしていつもお金遣ってしまう
のですか、あなたは金銭感覚大丈夫なのですか」と言っている場面では、理由を訊いているというよ
りも、むしろ相談員の苛立ちや怒りの表れであることが多いものです。「あなた」を主語にする伝え
方（YOUメッセージ）は、相手を決めつけることになり、コミュニケーションがぎくしゃくしがちで
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す。同じ場面で「私」を主語にした話し方（Iメッセージ）をすることで、「あなた」を決めつけるこ
となく、「あなた」がとっている行動が「私」にどんな気持ちを引き起こすのか、「相手」が気づく可
能性が広がります。たとえば「そこの食器を持ってきてくれたら私はうれしいな。私今日くたびれて
いるの」。「家賃とか食費のお金は残っているのかなと、私は考えてしまって、心細くなったの」。こ
のように、私を主語にした発言をするだけで、言われる方も自分の行動の影響に対する指摘や私の気
持ちを受け止めやすくなっています。やり取りにワンクッション置くことができて会話を続けやすく
なります。
　私を主語にするコミュニケーションは、はじめは慣れないと難しいものです。あとからふりかえって、
あの時はどのように言えばよかったかな？と伝え方を考えなおすことは後で役に立ちます。同僚、家
族や友人など身近な人で練習してみるのも良いでしょう。「私」を主語にするためには、今自分はど
んな気持ちなのか、自分が相手について何を考えているかを分かっている必要があります。つまり、
伝え方を意識して練習することで自分の感情や思考に気づくことにもなります。自分の感情に気づく
ことは、コミュニケーションにおいてとても大切なことです。

次の「あなた」を主語にする伝え方（YOUメッセージ）から「私」を
主語にする伝え方（Iメッセージ）に変えてみましょう。

① この前言ってたことと今言ってること、全然違うじゃないですか。
どうなってるんですか？

②あなたの身勝手な発言でみんな困ってるんですよ。
③あなたはいいですよね、言いたいことを言っていればよいのだから。

グループ演習③
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1）障害福祉サービスの歴史
　第二次世界大戦後に本格的な福祉サービスがつくられました。入所サービス、在宅サービス、手帳
などの制度ができてきたのですが、身体障害、知的障害が中心で、それぞれ別の法律の中で、位置づ
けられてきました。
　1990年代以降、社会の変化にともなって、これまでの社会福祉制度が見直されるようになり、基
礎構造化改革、障害者制度改革を経て、現在の障害福祉サービスが成立しました。その経過に障害者
の権利条約は大きな影響を与えました。

４．障害福祉サービスの基礎と実際

＜伝えたいこと＞
（1）障害福祉サービスの歴史

　1990年代から福祉制度の見直しが行われ、2006年の障害者自立支援法によっ
て、障害ごとだったサービスがひとつのしくみになりました。

（2）障害福祉サービスが提供されるしくみ
　サービス提供のしくみも見直され、相談支援専門員によるケアマネジメント
が行われるようになりました。

（3）福祉サービスで働く職員
（4）多様なピアサポート
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　2005年に制定された「障害者自立支援法」によって、それまで障害ごとに別々の法律に定められ
ていた障害者の福祉サービスが、統一されました。以後、徐々に発達障害、難病、高次脳機能障害な
ども福祉サービスの対象として、みとめられるようになったのです。現在、福祉サービスは「障害者
総合支援法」に定められていますが、「障害者総合支援法」は、「障害者自立支援法」を改正する形で
つくられました。

　その目的は、障地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生
活及び社会生活を支援することであり、「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行
うことも明記されました。
　現在、「障害者総合支援法」を中心にサービスが提供されており、サービスの利用に関して、障害
者ケアマネジメント（計画相談支援）が導入されています。

2）障害福祉サービスが提供されるしくみ
　障害者のケアマネジメントが制度として導入されたことによって、サービス提供の仕組みが大きく
変化しました。障害者自立支援法における介護等給付、訓練等給付を利用しようとする人に関して、
サービス等利用計画が相談支援専門員（ケアマネージャー）によって作られ、サービスをうけること
になります。
　サービスを受けている期間、継続サービス利用支援（モニタリング）が実施されていくという仕組
みです。
　また、直接サービスを提供するサービス事業所では、サービス管理責任者によって、個別の支援計
画がたてられ、同じようにモニタリングが実施されます。
　本人、家族、相談支援専門員、サービス事業所等が連携することによって、その人がこうありたい
と考える生活の実現をめざしていきます。
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3）福祉サービスで働く職員
　障害者総合支援法に基づいて提供されているサービスはたくさんあります。そこで働く職員の仕事
もさまざまですが、資格や専門にしている仕事の内容もさまざまです。

訪問系 居宅介護員

日中活動系 生活支援員

施設系 生活支援員

居住支援系 世話人、生活支援員、地域生活支援員

訓練系 生活支援員

就労系 職業支援員、生活支援員、就労支援員

相談支援系 相談支援専門員、地域移行支援従事者、
 地域定着支援従事者

障害福祉サービスで働く職員
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4）多様なピアサポートの活用

Q障害福祉サービスの中で、ピアサポートが
活用されているのはどういう場所ですか？
実際に、どういう仕事（活動）をしている
のでしょうか？

福祉サービスにおいて、ピアサポートがどのように活用されるのか、
話し合ってみましょう。

グループ演習④

平等な立場で話を聞き
地域での自立生活を実現していく

手助けをする
ピアカウンセラー

（多様なサービス提供機関）

職員として
福祉サービス事業所、

医療機関、行政などで働く
ピアスタッフ

（多様なサービス提供機関）

自宅に訪問して
家事援助や介護をする
ピアヘルパー
（居宅介護事業所）

精神科病院などに
長期で入院してきた
人たちの退院を支援する
ピアサポーター
（相談支援事業書など）
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１）わたしたちの大切な強み

５．ピアサポートの専門性

＜伝えたいこと＞
（1）わたしたちの大切な強み

　障がいや病気を持ちながら生きてきた経験をいかして、同じような経験をし
ている人を応援できます。

（2）倫理と守秘義務
　ほかの人を応援するときに、大切なルールがあります。

■ピア（相手）が本音を言ってくれやすい
　⇒早くから役に立つ相談ができる

■障がいや病気と付き合いながら、日常生活をどう工夫しているかアドバイスできる
　⇒自分で工夫できる
　⇒生活での安心感

■障がいや病気があっても、自分らしく生きていけるというお手本
　⇒生きづらさを乗り越えられる
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　障害のある人が、障害にとらわれず
に自分の人生を生きていこうとするに
は、まず自分にそういう力があるかも
しれないと少しだけ自分や未来を信じ
られる希望が大切になります。
　その最初のとっかかりにおいて、ピ
アサポーターは、ピアが障害にとらわ
れず自分の人生を生きる（リカバリー
する）ということに経験を活かして応
援できるということが、わたしたちピ
アサポーターの専門性（大切な強み）
になるのです。

　「自分自身の経験の際に感じていた
気持ちに思いをはせ、目の前のピアの
気持ちを想像し、気持ちが共感しやす
いことから、相手（ピア）を受け入れ
られ、心がつながりやすいい感覚があ
ること」「自分の人生を取り戻してき
た自分自身の物語、リカバリーストー
リーしてきた人生を見せられることか
ら、知識だけではなく、そのとき感じ
てきた思いも含めて本当の経験を分
かってもらい分かち合いながら、とき
に生きているお手本になり得ること」
「障がいや病気ではなく“人”として相手を見ることから、専門的な考え方にとらわれず（私たちは、
医療や福祉の枠組みの中でいきているわけではない）、ピアの本当の思いや夢・希望やこれからの可
能性について等身大で話し合えること」が、わたしたちの大切な強みのもとです。

　これによって、ピアは「理解してくれる人がいる安心感」を持つことができ、すこしだけ未来を信
じても良いかもと思えたり、あきらめが夢や希望に変わっていったりします。

　ピアサポーターはピアとの信頼関係を築いていくときに、自分の経験を語ります。この時、自分が
話したいように自分の経験を語るのではなく、ピアの生き方や今感じている思いを尊重しながら、ピ
ア（相手）の人生に活かしてもらえるように、自分の経験を話すという意識をもつことが大切です（正
解の提示ではない）。
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　ピアサポーターの専門性（強み）は何でしょうか。社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉士、作
業療法士、看護師などの専門職は、それぞれの人生の経験を活かしながら、学び知識を深めていきます。
ピアサポーターは、自身の経験を元に経験からくる学びを得て、次に知識を経ていくという大きな違
いがあります。
　もちろん、福祉や医療の専門性家になる人は、一緒にチームの一員として、信頼関係をきずいてい
くのに、まず人間性すなわち信頼できる“人がら“であることが基本的条件になります。
　図にありますように、ピアサポーターは、自らが同じような病を経験したことをもとに、ピアへの
サポートをスタートし、その学びを深め、今度はピアサポーターとしての経験を積み重ねていきます。
　そして各専門職とピアサポーターが協働することにより、専門職が得意とする領域と、ピアサポー
ター得意な領域があわさって、新たな領域がひろがるはずです。お互いの専門性（強み）を活かし、
ともに学び、働くことで、よりよいサポートができるのです。
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２）倫理と守秘義務
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グループ演習⑤

・ピアサポーターの大大切切な強みについてどう思いますか
・ ピアサポーターと専門門職がいっしょにピアをサポートすることに
ついてどう思いますか
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　日本の障害者制度は、障害ごとに縦割りで実施されてきた歴史があります。ピアサポートに関して
も、これまで、障害領域でそれぞれに育成、活用がなされてきました。しかし、病気や障害によって
生活上の困難を抱えている人たちに対する障害福祉サービスが一元化され、福祉サービス事業所には
多様な障害のある人たちが来所しています。そこで、ピアサポートの専門性を活かすことを目的とし
て障害領域に共通の研修を組み立てることが本研究のひとつの目的です。
　この基礎的な研修を受講していただいた上で、それぞれの専門領域におけるピアサポーター研修等
を受講していただき、さらにその専門性を高めていただければと考えています。障害の領域によって
は、高次脳機能障害のように、まだ有償でピアサポートを実践するというところまで、活動が成熟し
ておらず、基礎研修に参加する準備のための研修プログラムの開発を行っていく領域もあります。
　また、今回の研究がすべての障害領域を網羅しているわけではありません。しかしながら、病気や
障害により何らかの不自由を感じている方々を支援していくピアサポーターにとって必要な基本的な
情報を盛り込んだつもりです。専門職に関しましても、今後有効な人材としてピアサポーターを活用
していく上での基本的な視点に関して学んでいただけたなら幸いです。

　この研究を進めるにつれ、障害ごとの違いももちろんありますが、共通している点も多く発見しま
した。もっとも大きかったのは、病気や障害により何らかの生活しづらさを経験して来られたこと、
その共通の経験を強みとして、今困っている人たちに希望を持ってもらえるよう支援するというピア
サポートの有効性を全員で確認できたことだと思います。その議論に長い時間を費やしましたが、異
なる障害領域のピアサポーターと専門家が語り合うという貴重な時間だったと感じています。

　ピアサポートの活用が促進されるためにも今後ともご理解とご協力を賜りたく、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

研究代表者　岩崎　香（早稲田大学）

おわりに
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　精神障害分野におけるアメリカでのピアサポートは1970年代の当時者活動に端を発し、1980年
代以降、「ピアスペシャリスト」としての雇用ガイドラインや研修プログラムが開発され、各州での認
定を経て現在に至っています。近年、日本においてもピアサポートの活用が話題になっており、特に、
精神障害分野では、「リカバリー」概念の関心の高まりとともに、障害当事者を中心に据えた医療保健
福祉サービスの仕組みづくりが進められています。
　実際に、精神科病院に長期入院している人たちの退院を支援するピアサポーターや地域で生活する
障害者の相談を受けるピアカウンセリングの担い手として、あるいは通所サービスやグループホーム
におけるピアスタッフの雇用も広がりつつあります。しかし、その中で、専門職で構成された組織に
おけるピアサポートの位置付けや雇用体制、人材育成等の具体的な課題が生じています。活動が注目
されている反面、雇用されているピアスタッフの質の担保や労働環境の整備については、各事業所に
任されているというのが現状です。
　そこで、本研究では精神障害当事者、福祉サービス事業所等で実践している専門職及び研究者がか
かわり、国内外の養成システムを収集し、検討した上で、日本の実情に則した養成制度及び養成研修
プログラムの開発を行ってきました。

　私たち研究班は、ピアサポーターの方々が自らの経験を活かして働き、専門職等と協働することは、
障害福祉サービスの質の向上に結びつくと考えて、研修を作り上げてきました。
　本研修テキストが皆さんの活動に貢献できることを願っています。

＜本研修の対象＞
● 障害福祉サービスにおいて、障害当事者としての経験を活かして働いている人、
及び働きたいと考えている人。

● 障害福祉サービスに従事する専門職で、障害当事者としての経験をもつ人と一
緒に働いている人、及び一緒に働きたいと考えている人。

● 基礎研修を受講した人。

専門研修テキストを活用される方へ
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（1） 多様なピアサポート
　自らの経験を活かした活動であるピアサポートは幅広く、障害領域においても多様な活動がありま
す。例えば、通院している医療機関や利用している福祉サービス事業所などで知り合った人たちと、
ちょっと集まってお茶をしたり、どこかに一緒に出掛けることもピアサポートです。そうした仲間が
集まってグループで活動し、学習会や相談活動を行うこと、通院先や通所先で時分の経験を活かして
ボランティアとして活動したり、有償で仕事をすることなどもピアサポート活動だと言えます。
　これまで、ピアサポートは障害の種別ごとに取り組まれてきた歴史があります。もちろん、自らの
経験を活かすということ、障害や病気の特性を踏まえて活動することを考えると、同じ障害を持つ人
たち同士での活動が進められることの意義は大きいと思います。しかし、障害ごとのピアサポートの
現状を照らし合わせてみると、実は共通する部分も大きいことが明らかになりました。その共通点に
焦点化して基礎研修を実施しました。基礎研修の内容を振り返ってみましょう。

（2） 当事者の意思を尊重するということ―障害者の権利に関する条約の批准－
　最近、ピアサポートに留まらず、障害のある当事者の権利に注目が集まっています。２００６年に
国連で採択され、２０１４年に日本でも批准された「障害者の権利に関する条約」はその集大成とも
いえる条約で、障害者の人権を確保し、尊厳の尊重を促進することを目的として制定されました。ピ
アサポート活動が注目され、福祉サービスにおける活用が進められている背景には、障害者の権利に
関する条約が大きく影響しています。
　条約の批准をおこなうにあたって、日本国内の法制度の見直しが求められました。障害者基本法の
改正、障害者虐待防止法、障害者差別解消法の創設、精神保健福祉法改正など一連の改革はこの流れ
の中で行われたのです。
　条約では、障害は主に社会によって作られたものであるという、「社会モデル」の考え方が示されており、
障害があることは個人の責任ではなく、社会がさまざまな障壁（バリア）を除去していくことによっ
て、障害のない人との平等が実現されると考えられます。障害がある人など多様な人がいる社会が当
たり前の社会であり、人の多様性を認め、尊重することが求められています。

（3） ピアサポートの専門性を活かすために
　それぞれの専門領域でピアサポートが活用されていますが、有償で働くというためには、知識や技
術が必要です。基礎研修ではピアサポートの実際や実例に関して、シンポジウム形式で学び、ディス
カッションも行いました。
　さらに、サポートでのコミュニケーションの基本、障害福祉サービスの基礎と実際、そして、ピア
サポートの専門性についても学びました。その内容は以下のとおりです。

1．オリエンテーション
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1）コミュニケーションの基本
　障害のあるなしにかかわらず、人をサポートするためにはよいコミュニケーションが欠かせません。
ピアサポーターは専門職と同じように、対人援助の職業であり、よいコミュニケーションを身につけ
ることが必要な職業です。ですので、対人援助職に共通するコミュニケーションの基本およびピアサ
ポーターとしての経験をまじえたコミュニケーションについて学びました。

2）障害福祉サービスの基礎と実際
　障害福祉サービスの歴史を振り返りながら、障害者総合支援法を中心に、サービスが提供されるし
くみ、福祉サービスで働く職員にはどんな位置づけがあるのか、福祉サービスにおいて、ピアサポー
トがどのように活用されているのかを学びました。

3）ピアサポーターの専門性
　ピアサポーターが専門性を発揮するには、ピアサポーターの専門性の基盤を理解し、グループワー
クでほかの人の考え方を聞き、自分にとってピアサポートとは何かということを考える必要がありま
す。経験を活かし、ピアが自分の人生を取り戻す（リカバリーする）ことを支援することはピアサポー
ターにしかできない重要な役割です。
　また、他の専門職と重なりますが、ピアサポーターにも守秘義務があります。相談者との距離が近
くなりがちである分、倫理観を問われる機会も多いわけですが、同じ経験を持つという自分たちの強
みを活かしながら信頼関係を創り上げていくことが求められるのです。

4）専門研修で取り上げる内容
　前述してきたような基礎研修での学びを踏まえ、専門研修では、以下の内容を学びます。
・ピアサポーターの専門性とその基盤
・ピアの専門性を活かす
・精神保健福祉医療サービスの仕組みと業務の実際（ピア向け）
・支援者として働く上でのスキル（職員向け）
・支援者として働くということ（ピア向け）
・ピアサポートを活かす雇用（職員向け）
・セルフマネジメント・バウンダリー
・ピアサポーターがチームにいること

　さあ、研修の始まりです。
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　ピアサポーターの皆さんは、たとえ何らかの精神障害を患い、それによって人生のクライシス体験
をしたとしても、そこから私たちは“リカバリー”していけるのだということを自身の人生の経験か
らきっと体感しているのではないでしょうか。
　その身をもった体験から生まれるリカバリーへの信念は、ピアサポーターがこれからまさに人生の
リカバリーを歩もうとしている精神障害者である利用者に、希望をもたらします。そして、ピアサポ
ーターの皆さんから発せられる、理論や学問ではない、自らの経験からもたらされる言葉には、利用
者がリカバリーの一歩を踏み出すときの勇気となります。
　リカバリーとは、病気や障害などを完全になくすことではありません。必要な支援を受けつつも、
ピアが精神疾患や障害に関わらず、「一度きりの人生」において、こんな風に生きたいこんな事がし
たいなど、今一度ピアが自らの未来に希望を感じ、一歩ずつ歩んでく、その過程です。

２. ピアサポーターの専門性とその基盤

＜伝えたいこと＞
・リカバリーの概念について。
・障害者ピアサポーターとしての専門性とは。
・リカバリーストーリーの大切さ（言葉にしてみること）。

１）　リカバリーとは　
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＜リカバリーに必要な要素の一例＞
・自分ひとりではないと気がつくこと。
・ 自分の他に1人でも自分のことを信じ、励ましてくれる人が傍らにいること。
・  他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられるということに気づく
 こと。
・一歩踏み出す勇気。
・ 人の役に立てる実感を自らの行動によって得られる経験。
・ 辛くなったら弱音をこぼしても良いのだとそういう自分も受け入れること。
 そして、そんなときは周りの人に伝えられるようになること。

　また、リカバリーを妨げるものも色々あり、そのひとつが「自分の未来をイメージできない」こと
です。精神疾患などにより、自分の思うようにいかなかったり、家族や友人にも誰にも理解してもら
えず、孤独の中でどう踏み出して行ってよいかわからないときは、未来をイメージできず、一歩を踏
み出せないのです。想像できない未知への一歩に対して躊躇することは当たり前です。その部分に対
して、ピアサポーターの登場は未来をイメージする手助けとなり、リカバリーの第一歩としてのきっ
かけになります。
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　ピアサポーターの専門性の基盤となるものは、なんといっても、自らの精神障害からのリカバリー
経験です。発症までは、普通の暮らしをしていて、学校や会社に行っていたでしょうし、夢や希望も
あったことでしょう。ところが、発症やその後の経過によって、自分ではどうしようもできない困難
と向き合わざる得なくなり、家族や友人、誰にも理解してもらえないような孤独感、夢や人生の希望
が損なわれる喪失体験をします。
　そこからのリカバリーは、決して簡単なことではなく、きっと多くのドラマがあったことでしょう。
ピアサポーターを仕事とする魅力、役割として恒常的に発生するロールモデルに内包されるものは、
「精神の病や障害という、それまで負の経験でしかなかったものが、誰かに役に立つ希望へと昇華さ
れる」ことなのだと思います。
　リカバリーの経験を有しているという特徴は、他の障害福祉に携わる専門職にはないピアサポータ
ーならではのものですが、その専門性を発揮するためには、リカバリー経験に内包され得る、リカバ
リーに必要となる様々な要素やリカバリーの過程について、意図的な言語化が必要になります。例え
ば、支援されるだけでなくストレングスに気づかせてくれることの大切さ、本来もっている能力に気
づいてその発揮を手助けしてくれることの有難さ、他者にまず受容されることが自尊心回復の足がか
りになる、ユーザーとして利用してみた様々なサービス等の使い心地に関する情報提供等が、その一
例です。それらを学問として、あるいは理論として学んだというのではなく、リカバリーの実体験の
中から得られた言葉であることに価値があるのです。こう聞くと、とても難しく感じるかもしれませ
んが、必ずしも明確な言葉になっていなくても、正解をみつけようなどしなくて大丈夫です。ピアサ
ポーターであるあなたが、誠実に伝えようとすること、伝えようとする心持ちから発生される言葉や
ジェスチャー、雰囲気などが、ピアや同僚の専門職、組織などにきっと良い影響をもたらすことでし
ょう。また、その際、具体的なエピソードや生活の工夫、手立てだけでなく、その時々の気持ちも合
わせて、言葉にするとより相手に伝わりやすくなります。
　利用者と似たような経験を有しているピアサポーターならではの、経験に基づいた「傾聴」「共感性」
「受容」という特性を活かしながら、利用者との関係性を構築していき、リカバリーに有効に作用で
きるように、自らの経験を活用するピアサポーターの言葉に、ピアサポーター自身の当時の気持ちの
表現があると、より言葉が届きやすくなります。忘れてはいけない大切なことは、語ったり伝えよう
とするピアサポーターが主役なわけでなく、利用者が主役で、そのリカバリーに有効に作用できるよ
うに、敏感にアンテナを張り巡らし、関わる中で微調整をしなければなりません。
　また、利用者の生活上の課題や病状などには、他の専門職は気づきやすいのかもしれませんが、当
事者の内面の様子にはピアサポーターのほうが気づきやすいかもしれません。似たような経験を有し
ているからこそ、その時々の気持ちや内面に起こっていることを具体的に想像しやすいということを
活かして、利用者である利用者の“思い”の表出や言葉にすることをサポートすることもピアサポー
ターの役割となります。
　生活の課題に対する障害福祉サービス、居場所などを提供してくれるサービスなど、環境面からの
リカバリーに対するアプローチは、充実してきている一面もありますが、スティグマの解消やエンパ

２）　ピアサポーターとしての専門性とは
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ワメントを重視した内面に対するアプローチは、ピアサポーターの関わりを通じて、リカバリーに有
効に作用するようにいっそう充実していくべき部分であり、ピアサポーターの重要な役割だと言えま
す。
　これまで述べてきたことを常に意識し、日々の支援経験を通じて常に向上していき、利用者である
利用者、所属している組織、あるいは地域全体において、専門性がリカバリーに有効に作用できるよ
うに、ピアサポーターとしての支援の幅と質を高めていかなければなりません。

これまでの人生経験 ＋ 人柄

障害者ピアサポーターの専門性とその基盤

リカバリーは現在進行形

精神障害からのリカバリーの経験

①リカバリー経験に基づき、
その構成要素や過程の言語化
（実経験に基づく具体的な話や工夫だけ

でなく、その時々の心情等）

基
盤
と
な
る
も
の

利用者、組織、地域に対して
リカバリーの促進のために

①を有効に活用
（支援経験の中でその幅と質を向上していく）

専
門
性

本
質
的
リ
カ
バ
リ
ー
の
促
進

︵
ス
テ
ィ
グ
マ
の
解
消
・
自
尊
心
回
復
・

内
面
的
リ
カ
バ
リ
ー
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・経験に基づいた傾聴
・経験に基づいた共感性
・経験に基づいた受容

利
用
者
の“

思
い”

の
言
語
化
サ
ポ
ー
ト

⇒

支
援
チ
ー
ム
と
の
調
整

生
き
た
ロ
ー
ル
モ
デ
ル

︵
リ
カ
バ
リ
ー
の
証
・
希
望
︶

関係性構築

《役割》

《役割》 《役割》

ピアサポートの特性

雇用契約に基づく労働を
提供できること
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　精神疾患や障害については、今現在も偏見があります。その偏見は、世間だけにあるのではなく、
広く一般通念として存在しえるものなので、実は精神障害者当人にもあるものです。ピアが、精神障
害と向き合うときにまず感じることは、人それぞれですが、圧倒的な孤独感・絶望感、不安感や自分
ではどうしようもできないような感覚でしょう
　ピアサポーターが、自分自身の精神疾患や障害と付き合いつつ、自分の人生を取り戻していった過
程を語ることは、いままさに孤独感や絶望感に浸らされている利用者にとって、未来を今一度信じて
みようとするきっかけになりえます。やがては、少し先の未来をイメージするリカバリーのロールモ
デルとなりえ、そして希望となり得るのです。
　またリカバリーストーリーとして、ピアサポーター自身が人生を取り戻していった過程を言語化し
て整理しておくことは、リカバリーに必要な要素を改めて気づくことにも役立ち、リカバリーできる
のだと信じられる信念を強くします。それもピアサポーターならではの重要な専門性のひとつです。
ピアサポーター自身が、改めて自身の経験を振り返ることで、「希望の力」を強くするのです。リカ
バリーストーリーを、実際の現場ではそれほど多く語る場面はないかもしれません。しかし、ピアサ
ポーターが内に秘めた「希望の力」は、支援に必ず役に立ちます。
　利用者にとって、目の前にいるピアサポーターであるあなたが、「リカバリーできる」、「人生を取
り戻せる」、「もう一度夢を描ける」と、利用者の回復を内から信じていることが伝わっていくからです。
　ただし、忘れてはいけません。ピアサポーターの立場であるときのリカバリーストーリーは、利用
者のためのものになります。どのようにリカバリーストーリーを活かすか、どの場面を話すか、どの
ような言葉・語調で話すかは、目の前の利用者に合わせ、そのリカバリーに役立つように、工夫しな
ければなりません。主役は、リカバリーストーリーを語るピアサポーターではなく、「眼の前の利用者」
なのです。ピアのリカバリーのために、どう自分のリカバリーストーリーからもたらされる要素を活
かすかなのです。

３）　リカバリーストーリーの大切さ（言葉にしてみること）
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　リカバリーストーリーが、どのようにピアに影響するかについては、実際に体験してみることも必
要かもしれません。まずは、先輩のピアサポーターのリカバリーストーリーに耳を傾けてみて、それ
が自分自身にどのように伝わってくるか、そして胸の内にどのように影響してくるか、是非体験して
みて下さい。
　その際、リカバリーストーリーを聞くにあたって、守りたい大切なことがあります。

　リカバリーストーリーを聞いてみたあとは、自分でも実際にリカバリーストーリーを書いてみるこ
とをお勧めします。精神疾患を患うことになった経緯やどん底だったときの気持ち、そんな時どんな
ことを思っていたか、周りにはどんな風にしてほしかったか、そしてリカバリーしていくことになる
きっかけやその道のりを言葉にしていってみましょう。最初から上手に書けなくても当然です。その
場合には、箇条書きでも構わないのです。そして、それを仲間のピアサポーターやピアと語り合って
みましょう。自分のリカバリーストーリーを語りながら「他人がリカバリーするのを手助けする」た
めに「他者に自分を差し出す感覚」を主体的に学び、自分のスタイルを確立していくことが大切です。

•リカバリーストーリーを書いてみましょう。
•各々のリカバリーストーリーを聴いてみましょう。
（人生の困難は、病気や障害に関わらず、誰でもあるものです。
障害当事者やそうでないに関わらず、皆でやってみましょう。）

グループ演習①
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（1）  ピアの専門性を活かすために重要な視点
　ここでは、現在の利用者支援の前提となる考え方をご紹介します。

1）障害を理解する… ICF（国際生活機能分類）
　ICF（国際生活機能分類）とは International Classification of Functionig,Disability and 
Health の略で、WHO（世界保健機関）が 2001 年 5月の総会において、1980 年に ICD（国際疾
病分類）の補助として発表された ICIDH（国際障害分類）を改訂したものです。ICIDH は、本人に
疾病からくる機能的な障害が能力障害を生み、その結果として社会的不利が引き起こされるというよ
うなモデルとして障害について説明していました。

　例えば統合失調症の方の１例を挙げると、その場の状況がうまく把握できない（認知機能の障害）、
求められている役割が理解できず、求められている仕事をこなすことができない（能力障害）ために
仕事が長続きしない（社会的不利）とき、「社会的不利は疾病が原因」というように捉えられていた
のです。
　しかし、その後、このモデルは医学モデルの影響を受けたモデルだと評価され、見直しが行われま
した。その結果、ＩＣＦが登場し、「機能障害」は【心身機能・ 身体構造】、「能力障害」は【活動】、
社会的不利は【参加】というポジティブな表現となり、相互に影響を与えるという図式の中に【環境
因子】【個人因子】も含まれました。障害とは疾患や身体の変調だけで起こるのではなく、社会や環
境との関係性の中で生じるという理解に基づいているのです。認知機能の障害があるために、上司の
指示が即座に理解できない状況は、障害がある人に対する配慮や伝える工夫が行われていないという
環境によって引き起こされていると理解することができます。つまり、ICF は、環境因子と個人因子
からなる背景因子、心身機能・身体構造と活動と参加からなる生活機能、そして 健康状態といった
要素間の相互作用を重視する「統合モデル」だと理解することができます。

３. ピアの専門性を活かす

＜伝えたいこと＞
・ピアの専門性を活かすために重要な視点を理解する。
・ピアの専門性の活かし方を具体的な例から学ぶ。
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ＩＣＦ（国際生活機能分類）の示すモデルの一例

2）その人の強みを活かす…ストレングスの視点
　ストレングスとは、その人に備わっている特性、技能、才能、能力、環境、関心、願望、希望であ
り、個人、グループ、地域社会の潜在的な力である。個人のアセスメントでは、個人の質・性格、技
能・才能、環境のストレングス、関心・願望を基本に見る。ストレングスは個人のストレングスだけ
ではなく環境が持つストレングスを含め両方の強みや良さを見ることが基本となっています。
実践現場でも、利用者の病理や欠陥のみに焦点をあてて支援するのではなく、その人の長所や潜在能
力、また利用者を取り巻く社会資源に着目し、その部分に依拠し、働きかけ、望ましい適応能力を高
めるとともに生活の質の向上や自立性を促すことを目標としています。ストレングスは、エンパワメ
ント実践を行っていくための土台とみなされ、すべての人々や地域社会がもつ潜在能力に近い概念だ
といわれています。
　基礎研修でも学んでいただきましたが、その人のその人のもつストレングス（強さ・力）に着目し
た支援方法が日本でも多く取り入れられています。特に4つのストレングスとして掲げられているの
は、個人の属性（性質・性格）、才能・技能、関心・願望、環境のストレングスです。そしてその考
え方の背景には、病気や障害はなくならなくても自尊心や人生を取り戻す「過程」を重視するとらえ方、
つまり、リカバリーしていくことの重要性がふくまれています（Rapp,C.A.,Goscha,R.（2006）.
The Strengths Model : Case Management with People with Psychiatric Disabilities,Second 
Edition.Oxford University Press= 日本語訳：金剛出版『ストレングスモデル』田中英樹監訳）。
　ストレングスモデルは多くの示唆を私たちに与えてくれますが、特に重要な点は、何らかの支援を
利用者と一緒に進めていくための基礎として、その人及び環境のストレングスについて情報を収集す
ることです。支援者が行うアセスメント（事前評価）はとても重要だと言われていますが、その人の
ニーズと環境をストレングス視点でアセスメントすることがリカバリーに結びついていると考えるこ
とができます。
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　また、実際の支援は、さまざまな資源とネットワークを活用しながら進められますが、利用者本人
に向かって支援するのではなく、ニーズから抽出した具体的目標に向かって支援するということが実
行性を高めていくことにつながるのです。

3）その人の持てる力を高める…エンパワメント

　エンパワメントを提唱したのはソロモン（B.Solomon）で、人種差別により社会的にパワーレス
な状態に置かれている現状から、パワーの障壁を取り除き、パワーを増強していくための援助過程と
してエンパワーメントを位置づけました。以後、エンパワーメントは人種問題に留まらず、女性や子
ども、ホームレス、エイズ患者、高齢者、障害者などのマイノリティを支援していく方法としてとり
あげられるようになりました。何らかの問題を抱えていても、内に秘めている力を引き出し強化する
ことによって、その人らしく生きていくことができるのです。
　専門職は支援する対象が社会的に弱い立場の人々であるがゆえに，当事者の意思を代弁するのでは
なく，推定し，操作してしまう危険性をはらんでいます。エンパワーメントモデルの原点はクライエ
ント自身の強さや能力、力量を活用できるよう援助するというところにあるので、対等性が無いとこ
ろに当事者の力が高められることはありません。そうした傾向に対して，同じ経験を持つピアサポー
ターの支援は、同じ経験を共有できるという点を含め、対等であることを前提にその人の持てる力を
お互いに高めていく支援を実践できると言えます。

4）その人の権利を守る…アドボカシーとピアアドボカシ―
　アドボカシー（advocacy）は、擁護、唱道、主張するという意味で「声をあげる」というニュア
ンスを含みます。福祉の分野では権利擁護と訳されることもあり、本来誰でも持っている権利が、障
害や老いなどの理由で行使できない状況にある人の意思決定を支援し、権利を実現する意味で使われ
ることが多いようです。ここでは、アドボカシーをニーズをかなえるための権利行使をサポートする
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ことだと捉えます。
　また、ピアアドボカシーとは、当事者がピアをアドボケイトすることであり、ピアが自分たちの権
利に気づき、自分の人生に影響を与えるような決定を自分でできるように支援することです。ピアサ
ポーターには、（1）権利とやり方を本人に伝え意思決定の助けとする、（2）意思を表明することが
難しいピアを支援する、（3）自らが権利を行使することで、ピアや支援者、社会に対して当事者が
権利を行使するロールモデルとなる役割があります。
　その人がこうなりたい自分になっていくことや、こうありたい生活を実現していくためには、支援
者に自分の意思やニースを伝えることが必要となります。しかし、利用者のなかには、自分の意思を
うまく伝えることができない人もいます。そこで、その人の考えを代弁し、その人が自分の意思をう
まく伝えられるように支援することがピアサポーターに求められます。そうした実践は、そのプロセ
スを通して、利用者との信頼関係を構築していくことにほかなりません。

（2） ピアの専門性を活かす具体例
　ピアサポーターは精神障害からのリカバリーの経験を基盤にしており、経験をピアに伝えることは
重要な役割の一つです。精神的に困難な経験はそれ自体尊重されるべきものですが、その経験をその
ままピアに伝えたとしても意図したように受け取られるとは限りません。ピアサポーターはピアの状
況を感じながら自らの経験を言語化するスキルが求められます。経験をどのように活用するかはピア
サポーターの専門性の一つです。経験を活用した具体例を紹介します。

1）　ピアに意図的に経験を伝える
　経験とひとくくりにされますが、ピアに伝える経験とはどのようなものでしょうか？大まかに（Ａ）
自らが障害者や○○病の診断を受けていること、（Ｂ）過去の精神的に困難な時期のエピソード、（Ｃ）
病気を抱えての生活での知恵や困りごとを伝えるやり方があるでしょう。
　（Ａ）は自分も障害がある、手帳を持っている、というような伝え方です。たとえば、自己紹介の
場面などで障害があることを手短に伝える場合です。また、手帳を取得しようかどうか迷っているピ
アに対して、ピアサポーターが自分も手帳を持っていると伝えることは背中を押すことになるかもし
れません。なお、手帳の取得について本当に悩んでいるよりも、手帳を取得しようと思っているけれ
ども偏見や周囲の目が怖いという場面で有用だと感じています。同じ病名の人と話をしたい場合にも
有用でしょう。
　（Ｂ）精神的な困難な時期のエピソードを伝えることで、そこからのリカバリーを感じてもらうこ
とができます。（Ａ）の障害者であるという伝え方と違いは、シンプルな情報だけでなくて、ピアサポー
ターの背景にある物語を伝えることになります。仮にピアが病気や障害であることに否定的な人にも、
何かしら響くことがあるかもしれません。もちろん困難な時期のエピソードならば何でも良いわけで
はなく、ピアの状況に応じたエピソードを差し出すことが大切になってきます。筆者の場合、年齢が
若いピアで学業がうまくいかなかった人に対しては、自らが障害者であることよりも、高校を中退し
た経験があることや大学を留年したというエピソードを伝えることが多い傾向があります。社会人に
なってから本格的に発症しているため、初診の頃のエピソードは若い彼ら彼女らに親近感を持ちにく
いのではと感じるからです。人によっては子育てや介護などのエピソードが有用かもしれません。病
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気や障害そのものについてよりも、病気や障害になった背景やそこからの物語が人を引きつけると感
じています
　（Ｃ）生活での知恵や困りごとは身近なだけに伝えやすいかもしれません。ＷＲＡＰの道具は似て
いるかもしれません。同じ病名だとしても生活に表れる困難は人それぞれです。具体的なエピソード
を伝えてはじめて同じような病気だと思ってもらえたり、同じ病名だとしても人それぞれだと実感し
てもらうことができます。
　経験は人それぞれですから、相手の状況に応じて自分の引き出しの中から適切なものを選ぶことが
必要です。自分の経験の引き出しに何が入っているのか、引き出しの選び方をふりかえることも大切
になってきます。

2） 自ら権利を行使しているからピアの権利を守れる……アドボカシー
　アドボカシーは難しく感じるかもしれませんが、わたしたちは日常生活のなかで意識せずに権利を
行使しており、アドボカシーを実践しています。たとえば、診察室での主治医に自分の気持ちを伝え
られないピアの場合です。ピアの中には、主治医の言うことに従わなければならないから質問するな
んて考えられないという人や、質問できることを頭では分かっていても躊躇してしまう人もいます。
もし、主治医にたいして質問できる権利、主治医から分かりやすい説明を受ける権利があることを知っ
ていれば流れが変わります。
　同じような体験をしているピアサポーターは、ピアが質問できないのは病気や障害だからではなく、
知識が十分でないことや短い診察時間や今まで接してきた医療者の態度が背景にあると考えます。ピ
アに主治医から十分な説明を受ける権利があることを伝え、質問の尋ね方を一緒に考えることができ
ます。これはピアサポーターだからできるアドボカシーです。

3） ピアが言葉にしづらいことを口に出せるように……意思決定支援
　自分では意思を伝えにくい場合を考えてみます。精神科病院から退院するピアが、周囲の人たちか
らグループホームを勧められました。一人でいると寂しい性格で、家事も得意ではないようです。自
分の気持ちは自分でもよく分からないと話しています。つまり、自分で意思を表明しにくい状況です。
グループホームを勧められていたとしても、心の奥底でじつは一人暮らしをしたいのだとすれば？自
分ではできないと思いこんでいるとき、自分の気持ちがよく分からないとき、周囲に言いにくいとき
に、このままでは一人暮らしはかないません。本当は一人暮らしをしたいのでは？と声に出す人がい
れば流れは変わります。
　周囲の人がグループホームを提案した理由は、周りに人がいて寂しくないだろうし家事の負担が少
ないといった、本人にとっての最善（best interest）を考えた提案なのではないかと想像できます。
しかし、専門家や家族は最善を求めると安心や安全を優先することもあります。再入院しないように、
家事のストレスがないようにリスクをとらない支援になることもあります。かつて一人暮らしを諦め
たことがある、あるいは、退院して一人暮らしをしているピアサポーターが主張することはそれなり
に説得力があります。その人にとっての最善を考えるには能力や環境を考慮しなければなりませんが、
希望を想像するために必要なことはリカバリーの信念や人生経験、そこからの洞察力だと思います。
　とはいえ、人の気持ちは誰にでも（同じような経験をしていても）本当のところは分かりません。
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声を出すことはおせっかいかもしれませんし、先回りして周囲の人が声を出すならばピアの力を奪い
ます。本来誰でも自分の気持や考え方があり、自分で決めることができ、どんなにしんどいときでも
失われません。代わりに何かをすることがポイントではなく、大切なことは、話を聴くこと、気持ち
や考え方を知ること、権利とやり方を伝えること（情報提供）、自己決定を支えることです。アドボカシー
の実践において、声を上げることはピアや周囲の人に可能性を示すためという前提を忘れてはなりま
せん。大切なことはピアの自己決定です。

（3） まとめ
　紹介した利用者支援に前提となる考え方は、支援のうえで多様な見方が欠かせないことを教えてく
れます。同じように、ピアサポーターの経験に基づく支援においても、ピアの経験が人それぞれであ
ることを大切にしており、ピアサポーターとピアの経験がそれぞれ尊重されることが大前提です。
人が多様であるということを社会が受け入れていけば、さまざまなサポートがあることがあたり前の
ことになります。それこそが、ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）に向かう道なのです。

Ｒさん　男性　45歳
診断は統合失調症。父親は5年前に病死しており、70歳になる母親と
二人暮らし。近所に兄家族が住んでいる。27歳で初診入院（医療保護
入院）。以後3回の入退院を繰り返し、現在に至る。半年前から就労継
続支援Ｂ型事業所を利用している。障害年金（2級）、事業所の工賃が
本人の収入。

グループ演習③事例検討
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　Ｒさんが会社に入って2年が経過した頃から、会社の中で嫌がらせをされ、悪口を言われているよ
うな気がするようになりました。そのうち、会社の人に対する被害的な妄想が強く、見張られている
と言って外出もできない状態となり、仕事は退職、保健所の協力で精神科病院に医療保護入院となっ
たのです。
　半年の入院を経て退院し、再び仕事に就きたいと活動を始めたのですが、なかなかうまくいきませ
ん。かといって、障害をオープンにして職を探すかというと、ＲさんにはＲさんのプライドがあり、
どうしても納得ができませんでした。次第に通院、服薬も不規則となって病状悪化により再入院とな
りました。同様の経緯で、最初の入院から今日まで4回の入退院を繰り返しています。
　最後の退院の時に、初めて精神科デイケアを利用しました。対人関係が苦手で、被害的になりやす
いところがあるので、利用当初はいろいろとトラブルもありましたが、スタッフの支えで1年間通う
ことができました。パソコンはデイケアの中ではできる方で、好きなゲームの話やアニメの話ができ
る友人もできたようです。就労を目指したい、少しでも稼ぎたいというＲさんの希望で就労継続Ｂ型
の事業所に通うことになりました。
　Ｂ型事業所での作業はダイレクトメールの封入、発送や名刺やチラシなどの簡単な印刷作業です。
Ｒさんは、簡単なチラシをパソコンで作成する仕事をしていますが、スピードは遅いようです。封入
作業に関しても手先が不器用で、他の人よりもかなり時間がかかっているのが現状です。周囲の利用
者とのコミュニケーションがうまく取れない中で、作業が遅いことをパソコンの機種や周囲の利用者
のせいにするような言動が見られていて、Ｒさん自身も少し被害的になってきているようです。

＜ディスカッション＞（例） 
・Ｒさんはどういう人でしょう。想像してみましょう。
・ ＲさんのストレングスとＲさんの環境のストレングスを見つけ
 てみましょう。
・Ｒさんのニーズをアセスメントしてみましょう。
・Ｒさんに伝えたいあなたの経験を考えましょう。
・Ｒさんへの支援として思いつくことを話し合ってみましょう。
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（1）  精神保健医療福祉サービスに関係する法律や制度
　精神障害者が利用する公的なサービスとしては「保健」、「医療」、「福祉」という3つの領域があります。
ここでは、精神障害者が利用する保健医療福祉の各サービスについて、どのような法律や制度に基づ
いて成り立っているかを学びます。
　精神障害者が利用する公的サービスに関わる法律や制度の主管は、一部は内閣府などですが、多く
は厚生労働省となっています。現在の日本では、障害者に係る施策全体を示す法として障害者基本法
があり、それに基づいて国や都道府県、市区町村は障害者に関する施策の計画を制定しています。こ
うした計画のためには合議制の機関が設置されており、国政レベルでは現在、社会保障審議会や特に
精神障害に係るものとしては厚生労働省障害保健福祉部が実施する各検討会が開催されています。平
成29年5月現在においては「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」が開催されてお
り、第5期障害福祉計画（平成30年度～平成32年度）に向けた厚生労働大臣の定める基本指針の見
直しとして、「精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、
精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すこと」等について話し合われています。審
議会、検討会等の審議資料や議事録については、厚生労働省のホームページへアクセスすると確認で
きます。各都道府県、各市区町村でもこうした審議会、検討会等が実施されていますので、自分が暮
らす自治体の状況を確認してみることも大切です。自治体窓口に問い合わせる他、ホームページでの
情報公開や自治体によっては「○○市計画策定委員会」や「△△市障害者自立支援協議会」といった
会議の傍聴が可能なところもあります。
　以下に、主に精神障害者の利用する公的サービスに係る法律と計画について示します。一部につい
ては名称が変更されたり、内容が改正されることもあります。

4. 精神保健医療福祉サービスの仕組みと業務の実際

＜伝えたいこと＞
・ 精神保健医療福祉サービスで働く上での基本的な知識を学ぶ。
・精神科に係る保健・福祉・医療の各々の制度的成り立ちを知る。
・各分野での実際の業務に触れる。
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法律名（通称） 内容

障害者基本法 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としてい
て、全体的な理念を示しています。

精神保健福祉法 精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的としていて、精神保健医療福祉
に関する仕組みを定めています。（正式名称：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）

障害者総合支援法

障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を身体、知的、精神の3障害で総合的
におこなうことで、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が
相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として
います。直接支援に係る障害福祉サービスについては主にこの法律に定められています。（正式名称：
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）

精神保健医療福祉に関する主な法律（表1）

計画名 内容

障害福祉計画
障害者総合支援法に基づいて厚生労働大臣が基本指針を示し、それに基づいて市区町村・都道府県が
作成する計画です。障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保すること
を目的にしています。

医療計画 複数の市区町村を基本単位とした二次医療圏域で必要な基準病床数や救急体制について、医療の確保
をおこなうための計画です。

精神保健医療福祉に関する主な計画（表2）

（2）  精神保健医療福祉の主な事業や機関の仕組み
　精神障害者の生活の中で精神科医療と福祉は大きく関りのあるものです。また、「人々の健康のう
ち主として精神面の健康を対象とし、精神障害を予防・治療し、また精神的健康を保持・向上させる
ための諸活動」（『我が国の精神保健福祉』より）としての精神保健については、精神障害者に限らず
広く一般的に国民の健康に関することとしても関わることになります。ここでは保健・医療・福祉の
各領域に係る公的な事業や機関にどのようなものがあり、仕組みとしてどのように機能しているかを
学びます。
　『精神障害者のリハビリテーションと福祉』（中央法規：1999年）の中で野中は以下のような図を
示しています。



20

　この図では精神医療と福祉をつなぐものとして精神保健が示されています。野中は精神保健の役割
の一つとして各領域や施設、機関などを統合することを挙げています。現在の日本において、実際の
業務としては障害者総合支援法に基づいて各自治体が実施する障害者自立支援協議会（名称について
は各自治体で異なります）がそうした連携機能を果たしています。また、公的な会議体ではなくても
例えば「○○市精神保健福祉連絡会」や「△△市リハビリテーションネットワーク」などといったイ
ンフォーマルな形で連携が図られています。以下に各領域の仕組みについて説明します。

１）精神保健
　日本の精神保健については精神保健福祉法第六条において「都道府県は精神保健の向上及び精神障
害者の福祉の増進を図るための機関（以下「精神保健福祉センター」という。）を置くものとする。」
と定められていて、同第2項の一では、「精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り、
及び調査研究を行うこと」とされています。各道府県には精神保健福祉センターが設置され、広域的
な拠点となっています。地域行政の関係機関に対して、精神保健福祉施策についての提案や意見具申
をすること、一般住民に対して精神保健福祉に関する知識の普及啓発などをおこなっていますが、詳
しくは各都道府県の精神保健福祉センター運営要領を参考してみてください。また、基礎自治体レベ
ルでも保健所が地域精神保健の役割を担っていて、精神保健福祉センターと連携した活動を実施して
います。さらに精神障害者自身やその家族による活動や民間団体による保健活動も多くあります。こ
うした活動は、国立精神・神経医療研究センター等の機関が研究活動と連動する形で研修をおこなう
などをして、全国的にバックアップをおこなっています。

（図1）



21

　また、入院については代表的な形態として以下の3つがあります。

薬物療法 薬によって、生物学的な症状や体調の基盤の改善を目指します。

精神療法 病気に影響を与えている心理的な側面の改善を目指します。病気や治療について理解する、認知を幅
広くする、問題解決能力を改善する、生活能力の回復を図る、なども含まれます。

生活療法 実際の日常生活想定して、活動、作業、生活動作訓練などをおこない、生活する際の適応力の改善を
目指します。

（表3）

（表4）

※通院と併用することで医療と生活をつなぐデイ・ケアや訪問看護という医療のアプローチもあります。

任意入院 本人が入院治療を希望する場合の、本人の同意に基づく入院形態です。

医療保護入院 本人が入院治療の必要性を理解できない場合の、入院治療の必要性を認める精神保健指定医1名によ
る診察と家族などの同意に基づく入院形態です。

措置入院 自傷他害のおそれが強い場合の、入院治療の必要性を認める精神保健指定医2名以上による診察と自
治体の指示に基づく入院形態です。

※このほかに応急入院や医療観察法による入院などがあります。

２）精神医療
　精神医療は、大きく通院による治療と入院による治療に分かれます。治療の方法に表3のようなも
のがありますが、どれか一つということではなくそれぞれを組み合わせた治療がおこなわれます。

３）福祉
　福祉は主に障害者総合支援法に基づいたサービス体系になっています。福祉サービスは、個々の社
会活動や介護者、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町
村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分けら
れています。「障害福祉サービス」は、昼のサービス（日中活動事業）と夜のサービス（居住支援事業）
に分けられていて、さらに目的によって「介護給付」、「訓練等給付」に分けられています。それぞれ、
利用の際のプロセスが異なり、サービスには期限のあるものと、期限のないものがありますが、有期
限であっても、必要に応じて支給決定の更新（延長）は一定程度、可能となります（厚生労働省のホー
ムページを参考に一部引用し筆者加筆）。
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（図２） 厚生労働省ホームページより

各サービス内容については上の図を参考に、厚生労働省や独立行政法人福祉医療機構（通称：ワムネット）のホームページを
参照ください。
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ア 精神科医療機関におけるデイ・ケア（表５）

機関の役割 グループによるプログラム活動を中心に、精神障害者が地域で生活していくうえで役立つ、病気や
その治療に関する知識を学んだり、基本的な生活習慣を身に付けていくための機関です。

主に勤務する職種 利用者の人数に応じた配置基準（3名 ~6 名）があり、主に医師、保健師、（看護師）、作業療法士、
精神保健福祉士、臨床心理技術者等がいます。

業務時間の目安

標準実施時間は 6時間と定められています。また、デイ・ナイト・ケアとして 10 時間、ショート・
ケアとして 3時間といった標準実施時間もあります。
例）出勤・スタッフミーティング：8時 30 分 ~9 時 00 分
午前のプログラム：9時 00 分 ~12 時 00 分
昼休み：12時 00 分 ~13 時 00 分
スタッフミーティングや記録の作成等：15時 00 分 ~17 時 00 分（退勤）

業務内容の例

・プログラムの企画・運営（例：ＳＳＴ、服薬教室、料理、ヨガ等）
・プログラム実施記録の作成
・面接による相談や役所等への同行など個別支援
・個別支援記録の作成
・ニュースレターや月間予定表などの作成
・関係機関との連絡調整や会議等への出席

（3）  業務の実際
　ここまで精神保健医療福祉の制度について説明してきました。現在、実際にピアサポーターが各領
域の中で活躍している事業所や機関としては、精神科医療機関におけるデイ・ケアや福祉に係る事業
所等が多くなっています。実際にどのような業務をおこなっているのか、いくつかの例を挙げたいと
思います。また、各機関等に共通することとして、勤務時間は雇用先と結んだ契約によります。また、
看護師や精神保健福祉士といった専門職を目指す実習生（学生）が時期によって入ることや時には地
域住民等がボランティアとして入ることも併せて知っていると良いでしょう。
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イ 地域活動支援センターⅠ型事業所（及び障害者相談支援事業所）（表６）

ウ 指定特定相談支援事業所（表７）

機関の役割

地域の実情に応じて、創作的活動または生産活動の機会の確保、社会との交流の促進等の便宜を供
与すること（基礎的事業）を目的とします。また、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化の
ための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等も求めら
れています。

主に勤務する職種 精神保健福祉士等の専門職の配置が求められている他、資格を持たない人が勤務していることもあ
ります。

業務時間の目安

各自治体により定められた運営時間があり、それに合わせた業務となります。
例）出勤・掃除：10時 30 分 ~11 時 00 分
 スタッフミーティング：11時 00 分 ~12 時 00 分
 昼休み：12 時 00 分 ~13 時 00 分
 開所：13 時 00 分 ~19 時 00 分
（相談支援やプログラム活動、フリースペースの運営等）
閉所・記録の作成等：19時 00 分 ~19 時 30 分（退勤）

業務内容の例

・プログラムの企画・運営（例：英会話、ピアサポートサークル等）
・フリースペースの運営
・電話や来所等による相談（状況に応じた訪問や同行等）
・関係機関との連絡調整や会議等への出席
・上記業務の記録作成等

機関の役割

障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報
の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。サ
ービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立し
た生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによ
りきめ細かく支援する機関です。

主に勤務する職種 相談支援専門員の配置が必須です。

業務時間の目安

例）出勤・一日の準備：8時 30 分 ~9 時 00 分
モニタリングのための訪問：9時 00 分 ~12 時 00 分
昼休み：12時 00 分 ~13 時 00 分
午前の業務の書類作成：13時 00 分 ~15 時 00 分
サービス担当者会議に出席：15時 00 分 ~16 時 30 分
事業所で書類の作成：16時 30 分 ~17 時 30 分（退勤）

業務内容の例

・来所や訪問等による相談支援やサービス担当者会議の開催
・ 障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、
 「サービス等利用計画」の作成を行います。
・作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング
　（効果の分析や評価）し、必要に応じて見直しを行います。
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エ 指定一般相談支援事業所（表８）

オ 就労継続支援Ｂ型事業所（表９）

以下の点について、グループで意見交換をしてみましょう。
• 「自分だったら、この機関（事業所）で働いてみたい」というところ
 はありますか？
• 自分自身が利用したことがなかったり、あまり知らないサービスについて、
 詳しく知るにはどうしたら良いでしょうか？グループ内で情報を共有
 してみましょう。

グループ演習④

機関の役割

主に精神科病院や施設などに 1年以上入院や入所している人が、住居を確保し、地域で安定した生
活を継続できるように関係機関との連絡調整を図りながら退院・退所することを目的とした機関で
す（地域移行）。また、一人暮らしなどをしている障害者に対して常時連絡をとることが出来る体制
を確保し、緊急時の必要に応じて訪問するなどの支援をおこない、地域生活を継続することも目的
としています（地域定着）。

主に勤務する職種 相談支援専門員の配置が必須です。

業務時間及び
業務内容の例

例）出勤・スタッフミーティング：8時 30 分 ~9 時 30 分
Ａ病院に訪問し面接による相談（移動を含む）：9時 30 分 ~12 時 00 分
昼休み：12時 00 分 ~13 時 00 分
Ｂ病院に訪問し、福祉サービス事業所見学のための外出同行支援（移動を含む）

：13時 00 分 ~16 時 30 分
事業所で支援記録等の作成：16時 30 分 ~17 時 30 分（退勤）

機関の役割 雇用契約を結ぶような一般的な企業等での勤務が難しい障害者に対して、生産活動などの機会の提
供や知識及び能力の向上に必要な訓練をおこなうことが目的です。

主に勤務する職種
医師以外のいわゆるコ・メディカルスタッフが勤務していることが多いです。特に社会福祉士や精
神保健福祉士といった福祉専門職が多く働いている他に作業療法士等が勤務していることもありま
す。

業務時間の目安

一般的な企業等と同じ時間帯で勤務することが多くなります。
例）出勤・スタッフミーティング：8時 30 分 ~9 時 30 分
午前の就労活動：9時 30 分 ~12 時 00 分
昼休み：12時 00 分 ~13 時 00 分
午後の就労活動：13時 00 分 ~16 時 00 分
掃除：16 時 00 分 ~16 時 30 分
閉所・記録の作成等：16時 30 分 ~17 時 30 分（退勤）

業務内容の例

・就労活動に関する利用者への支援（相談や指導等）
・支援に関する関係機関との連絡調整
・作業に関する取引先との連絡調整
・個別支援計画の作成
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（１）労働者としての権利と義務
１）労働契約を結ぶことによって、労働者は労務を提供する義務などを負い、使用者は約束した賃金
を支払うなどの義務を負うこととなります。「労務を提供する義務」というのは、単に出勤しさえす
れば良いというわけではありません。 職場の上司や同僚と上手くやっていくためには、就業規則な
ど職場のルールは守らなければなりません。逆に、契約に反する過重労働や賃金の不払いなど、不当
な扱いを受けたときには、労働者としての権利を行使することができます。

２）職業選択の自由（日本国憲法２２条に「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職
業選択の自由を有する。」とあります。）
　ピアサポートを職業にする場合、これも職業選択の自由のうちの一つです。次の仕事が見つからな
いのではないか、この職場でしか採用されないのではないかと、一つの職場に縛られることなく、待
遇や雇用されている障害者に対する配慮に不満がある場合、職場を変えることも選択肢のうちの一つ
であることは、忘れないようにしましょう。

（２）働く準備
①体調管理
　いざ働こうという時に、体調が悪いと就職の面接にもいけないということになる可能性があります。
働こうとする時には、体調の自己管理が必要になります。雇用の前に、体調の安定が継続しているこ
とが、採用の条件として就職先から求められることがあります。
②働く上での技術や知識
　どんな職業でも、ある程度の職域の技術や知識が求められます。初めはいろいろできなくても、職
場で学ぶことが多いと思います。この研修を通して得られた知識や技術を生かして、職場で力を発揮
していきましょう。

（３）労働法等の法律関係
　働く上では、労働者を守り、雇用者との関係を対等にするとうたった労働基準法があります。また
他にも労働組合法をはじめ、最低賃金法や労働安全衛生 法といった様々な法律があります。労働基
準法の第１条をみてみましょう。

５．支援者として働くということ

＜伝えたいこと＞
・労働者としての権利と法律を知りましょう。
・倫理基準について知りましょう。
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『労働条件の原則
第一条 　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければ
ならない。
２ 　この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を
理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければな
らない。』
　このように、法律では、最低条件のみを規定しています。職場ごとに働く上での約束事（就業規則）
があります。　労働法の保護を受けるのはすべての「労働者」です。正社員として採用された方だけ
ではなく、パートタイムやアルバイトも含みます。

（４）働く上での心構え
　働く時には、職場の一員となり自分の役割を与えられるまでには時間がかかります。自分の強みを
行かせる場面と、我慢を強いられる場面があり、責任と義務も出てきます。

（５）就職が決まった直後に重要なこと
　労働条件の通知と雇用契約
　雇用を始める時には、労働法により、労働契約を結ぶことになっています。労働条件を使用者が労
働者に示すことが義務として定められています。自分を守るために労働契約書を結びましょう。
　以下の６つの項目については書面で示し、同意を得ることが労働基準法で決められています。

　この６つ以外のことについても、労働契約法ではできる限り書面で確認する必要があると決められ
ています。わからないことがあったら、確認することが大切です。

（6）雇用契約書締結
１）就業規則
　それぞれの職場にはルールがあり、それが就業規則です。なにかトラブルがあった時には就業規則
を参考にするといいでしょう。
　労働基準法では、常時 10 人以上の労働者を雇用している会社（事業所など）は 必ず就業規則を

１．  労働契約の期間について（労働契約を結ぶ時には、期間が決まっている場合と決まっていない場
合があります。パートタイムやアルバイトの場合期間が決まっていることが多く、正社員の場合
は期間が決まっていないことが多いです）

２． 期限の定めのある契約の更新についての取り決め（更新があるのか、 更新の判断の仕方など） 
３． 仕事をする場所と内容について
４． 時間や休みについて（仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制
勤務のローテーション等） 

５． 賃金について（賃金の決め方、計算と支払いの方法、 締切日と支払日） 
６． 解雇を含む退職について
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作成し、労働基準監督署に届け出なければならないことが決められています。
　必ず記載されなければいけない項目が就業規則にはあります。 始業および終業の時刻、休憩時間、
休日、休暇、交替勤務制の場合の就 業時の交替制に関する事項、賃金に関する事項、退職に関する
事項、があります。また労働基準法では就業規則の作成・変更をする際には必ず労働者側の意見を聴
くことになっています。
　同様に、労働基準法では就業規則の内容は法令や労働協約に反してはなりません。

２）労働安全衛生法など
　労働安全衛生法では、第１条の中に、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の
形成を促進することを目的とするという文言があります。
　例えば、雇用する側は、働く人（条件があります）に定期的に医師による健康診断を行わなければ
いけないとし、働く人は健康診断を受けなければならないと決められています。

（7）倫理および守秘義務
１）倫理って何？
　倫理とは、社会で生きていくために、人として守らなければならないことであり、人の行動やその
際の姿勢・態度として示されます。

２）対人援助職の倫理とピアの職域での倫理
　福祉サービスのような対人援助職に関しては、その専門性という点から守るべき倫理に関して、倫
理綱領や行動規範といったような形でそれぞれの職能団体が定めています。
　ピアの領域でも経験を生かして働くということを念頭に、倫理に関して触れなければなりません。
しかし現在多くの人が合意している、きちんとしたピアの領域での倫理綱領、それに含まれる倫理規
定は作られておらず、これからの課題だと言えるでしょう。
　多くのピアが同意する倫理綱領を作ることが、ピアとしての働き方について、職域としての確立、
維持につながると思います。

３）守秘義務
　倫理規定でもっとも破られるのが守秘義務だと言われています。
　どの人がなんと話したのかなど、個人が特定されるような話し方で情報を他の人に話すことは守秘
義務違反と言えます。利用者から得た情報は、サービスを提供するとき、利用者が安心できるように、
職場から外に漏れることがあってはなりません。また仕事に必要のない情報を得てはいけません。ま
た、業務を離れた日常生活で利用者のことを話題にしてもいけません。また、利用者との約束として、
得た情報を職場内で共有する場合でも、利用者から同意を取る必要があります。それに関しては、た
いていの事業所で、サービスを利用する際の利用契約に含まれて記載されています。また、守秘義務
は仕事を辞めた後も続きます。
　守秘義務は倫理上必要なものであると同時にユーザーとの信頼関係を築くうえで大切なものです。
必ず守るようにしましょう。
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４） 守秘義務の例外（通報の義務）（職場内部での情報共有）
　利用者が自分を傷つける（自殺を含む）または、他人を傷つける言動をし、それがかなり深刻であ
ると判断される場合、素早く外部の利用者と関わりのある医療機関や福祉施設と情報を共有する必要
があります。これを通報の義務と言い、守秘義務の例外です。
　ピアの倫理規定　日本ではピアスタッフの倫理綱領はまだ未規定ですので、参考として他の倫理規
定を見て見ましょう。

参考資料１ ミシガン州における認定ピアスペシャリストのための倫理規定

① 高い個人の品位を維持しながらリカバリーの促進に取り組む。 
② 支援される人の自己決定を尊重した個別支援計画に基づき、実行推進する。
③ ピア自身が選んだコミュニティに対する個人の完全な統合や再統合を支持し、そのコミュニティ内での
個人の価値を促進する。すべての人は、安全で最も制約の少ない生活を送る権利があることを知る。

④ 自身の生活におけるリカバリーを積極的に追及するとともに、他人のリカバリーモデルになる。
⑤ リカバリーに関する知識を常に新しいものにするとともに、その知識を広く同僚や支援される人と共有する。
⑥ 適切であれば、自身のリカバリーストーリーを広く共有し、そのリカバリーを促進した支援について特
定し記述する。 

⑦ 支援される人のプライバシーと秘密を尊重し守る。 
⑧ いかなる時も支援される人の権利と尊厳を尊重する。 
⑨ 民族、人種、性、性的志向、年齢、宗教、国籍、精神の状況、政治的信条、精神的又は身体的障がい、
その他いかなる好み、個人的特徴、状態又は状況に基づくいかなる差別についても、実行、許容、促進、
あるいは協力しない。 

⑩ 支援される人を決して脅えさせず、脅迫せず、嫌がらせをせず、過度の影響を与えず、物理的な力や言
葉の暴力を用いず、保証のない約束をしない。 

⑪ 支援される人と決して性的な、または親密な関係にならない。 
⑫ 支援される人と高価な贈り物の交換をしない。 
⑬ いかなる状況にあっても薬物を乱用しない。
⑭ 行為におけるすべての方法指針、方針、原則を守る。
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社会福祉専門職団体協議会代表者会議（2005年１月27日制定）
社団法人日本精神保健福祉士協会（2005年６月10日承認）

● 前　文
● 価値と原則
● 倫理基準

● 前　文
　われわれソーシャルワーカーは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であ
ることを深く認識する。われわれは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質
の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめ
ざす専門職であることを言明する。
　われわれは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する
時、この専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠の制度であることを自覚するとともに、専門職ソーシャ
ルワーカーの職責についての一般社会及び市民の理解を深め、その啓発に努める。
　われわれは、われわれの加盟する国際ソーシャルワーカー連盟が採択した、次の「ソーシャルワークの定
義」（2000年７月）を、ソーシャルワーク実践に適用され得るものとして認識し、その実践の拠り所とする。
ソーシャルワークの定義
　ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウェルビーイング）の増進を目指して、社会の変革を進め、人
間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは、人間
の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人
権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である。（IFSW;2000.7.）
　われわれは、ソーシャルワークの知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけで
なく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本綱領を制定してこれ
を遵守することを誓約する者により、専門職団体を組織する。

● 価値と原則
（人間の尊厳）
　ソーシャルワーカーは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背
景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。
（社会正義）
　ソーシャルワーカーは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づ
く社会正義の実現をめざす。
（貢　献）
　ソーシャルワーカーは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。

参考資料２ ソーシャルワーカーの倫理綱領（社会福祉専門職団体協議会）
http://www.japsw.or.jp/syokai/rinri/sw.html
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（誠　実）
　ソーシャルワーカーは、本倫理綱領に対して常に誠実である。
（専門的力量）
　ソーシャルワーカーは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。

● 倫理基準
利用者に対する倫理責任
（利用者との関係）　ソーシャルワーカーは、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益
のために利用しない。 
（利用者の利益の最優先）　ソーシャルワーカーは、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。 
（受　容）　ソーシャルワーカーは、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。 
（説明責任）　ソーシャルワーカーは、利用者に必要な情報を適切な方法･わかりやすい表現を用いて提供し、
利用者の意思を確認する。 
（利用者の自己決定の尊重）　ソーシャルワーカーは、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分
に理解し、活用していけるように援助する。 
（利用者の意思決定能力への対応）　ソーシャルワーカーは、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に
最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。 
（プライバシーの尊重）　ソーシャルワーカーは、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報
を得る場合、その利用者から同意を得る。 
（秘密の保持）　ソーシャルワーカーは、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、
その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。 
（記録の開示）　ソーシャルワーカーは、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。 
（情報の共有）　ソーシャルワーカーは、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と
共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。 
（性的差別、虐待の禁止）　ソーシャルワーカーは、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する
差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。 
（権利侵害の防止）　ソーシャルワーカーは、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。 

実践現場における倫理責任
（最良の実践を行う責務）　ソーシャルワーカーは、実践現場において、最良の業務を遂行するために、自ら
の専門的知識･技術を惜しみなく発揮する。 
（他の専門職等との連携・協働）　ソーシャルワーカーは、相互の専門性を尊重し、他の専門職等と連携・協
働する。 
（実践現場と綱領の遵守）　ソーシャルワーカーは、実践現場との間で倫理上のジレンマが生じるような場合、
実践現場が本綱領の原則を尊重し、その基本精神を遵守するよう働きかける。 
（業務改善の推進）　ソーシャルワーカーは、常に業務を点検し評価を行い、業務改善を推進する。 
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社会に対する倫理責任

（ソーシャル・インクルージョン）　ソーシャルワーカーは、人々をあらゆる差別、貧困、抑圧、排除、暴力、
環境破壊などから守り、包含的な社会を目指すよう努める。 
（社会への働きかけ）　ソーシャルワーカーは、社会に見られる不正義の改善と利用者の問題解決のため、利
用者や他の専門職等と連帯し、効果的な方法により社会に働きかける。 
（国際社会への働きかけ）　ソーシャルワーカーは、人権と社会正義に関する国際的問題を解決するため、全
世界のソーシャルワーカーと連帯し、国際社会に働きかける。 
専門職としての倫理責任
（専門職の啓発）　ソーシャルワーカーは、利用者・他の専門職・市民に専門職としての実践を伝え社会的信
用を高める。 
（信用失墜行為の禁止）　ソーシャルワーカーは、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。 
（社会的信用の保持）　ソーシャルワーカーは、他のソーシャルワーカーが専門職業の社会的信用を損なうよ
うな場合、本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。 
（専門職の擁護）　ソーシャルワーカーは、不当な批判を受けることがあれば、専門職として連帯し、その立
場を擁護する。 
（専門性の向上）　ソーシャルワーカーは、最良の実践を行うために、スーパービジョン、教育・研修に参加
し、援助方法の改善と専門性の向上を図る。 
（教育・訓練・管理における責務）　ソーシャルワーカーは教育・訓練・管理に携わる場合、相手の人権を尊
重し、専門職としてのよりよい成長を促す。 
（調査・研究）　ソーシャルワーカーは、すべての調査・研究過程で利用者の人権を尊重し、倫理性を確保する。

① 労働時間や給与が契約と違う！
　・ ある福祉サービス事業所にパートタイマーで採用されました。契約では残業はな
いという話だったのですが、結局、他のスタッフが仕事をしているのに早く帰る
こともできません。1日1時間は残業をしていたのですが、もらった給与明細をみ
ると契約した時間分しか入金はされていませんでした。

②他の人に言わないでという相談
　・ 利用者のＧさんから「あなただから話すんだから、誰にも言わないで」と前置き
されたうえで、同じサービスを利用しているＫさんに数万のお金を貸しているこ
とを相談されました。

②同僚の守秘義務違反をどうすればいいの？
　・ 職場の同僚と仕事が終わった後、食事に行きました。仕事の話になり、
利用者さんの名前や最近の様子などを店の中で同僚が話し始めまし
たが、周囲には他の客もいます。

こんなことで困ったことはありませんか？
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（1）  ピアサポーターの葛藤
　ピアサポーターの効果が期待されていますが、悩みを抱えやすい一面もあります。たとえば、仕事
をはじめた頃は仕事はうまくやれているだろうか、接し方はうまくできているだろうかと思い悩むこ
とはピアサポーターに限らず対人援助職によくあることです。

1）役割葛藤
　ピアサポーターとしての仕事に慣れてくると、周囲の職員と同じような視点で利用者（ピア）を見
ていたとか、保護的に接していたことに気づくことがあります。自分は変わっていないつもりでも周
囲から当事者らしくないと言われることもあ るかもしれません（ピアサポーターの人たちと話してい
るとたびたび耳にする話です）。あるいは、同僚との違いを意識して孤立感を抱く人もいます。支援
の仕事をしてから当事者としてのアイデンティティを強く意識し、いったい自分は何者だろうかと悩
む人もいます。自分は当事者と支援者のどちら側なのだろうかと思い悩む役割葛藤はピアサポーター
に起きやすいといわれています。

6. セルフマネジメント・バウンダリー

＜伝えたいこと＞
・役割葛藤、二重関係などピアサポーターが葛藤しやすい状況を知る。
・バウンダリーを意識し、自分と相手を大切にする関係性を学ぶ。
・病気や障害をもちながら働く上でのセルフケアの大切さを知る。
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2）二重関係（多重関係）

　ピアサポーターがおちいりやすいジレンマの一つに二重関係（多重関係）があります。支援におい
て、支援者と利用者以外の人間関係があることをいい、たとえば、支援者と利用者が友人同士や上司
部下であるとか、極端な例ではお金の貸主借主である場合です。利害関係が複雑になることから倫理
的に好ましくないとされています。
　ピアサポーターがこれまで利用していた事業所で雇用された場合、それまでの利用者（ピア）仲間
に対しては、支援者と利用者の関係が加わります。事業所の職員に対しては、支援者と利用者という
関係から同僚あるいは上司部下の二重関係になります。利用者（ピア）仲間と近い関係にあり個人的
な情報を知りやすい立場にあると同時に、仕事上では仲間（ピア）の生活歴や家族環境を知りえる立
場にもなり、プライベートと仕事の関係で葛藤を抱えることも起こります。相談相手だった職員が同
僚や上司になることで相談先を失 うことも起こりえます。二重関係から起きる葛藤を防ぐには、

3）バウンダリー
　自分が経験したことのある病気や体験のある出来事に人は共感しやすいと言われており、ピアサポー
ターの強みの一つははその共感性とされています。寄り添った支援につながる一方で、入り込みすぎ
るリスクがあるかもしれません。バウンダリー（境界線）について知っておくことで対処しやすくな
ります。
　バウンダリーとは「私」と「他者」の境界のことで、お互いの境界を尊重し、入り込んでしまわな
いで、お互いを守るものでもあります。
　わかりやすい例をあげると、次の日は朝から仕事なのに夜遅くに相談の電話があって切れなかった、
とか、お金を貸してほしいと頼まれてついつい貸してしまったという状況を想像してください。ほど
よい関係であれば相手の悩みに共感しつつも、時間を区切る、翌日に電話をお願いする、あるいは別
の人に相談してもらうように提案することができます。お金の困りごとではお金以外のサポートが役
立つこともありそうです。自分の時間や次の日の仕事を大事にしながら相手の気持ちを尊重すること、
お金で困っている相手の問題を自分で背負わないでおくことは、自分と相手のバウンダリー（境界）
を意識することそのものです。
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　バウンダリーの考えを知ることで、
目の前で起きている困りごとにとら
われずに、自分自身を大切にしなが
ら他者を大切にすることに意識を向
けて、関係性を維持することができ
ます。境界や線を引くというと冷た
く感じられるかもしれませんが、相
手の抱えている問題を自分が過度に
背負わないで、相手が自分の力で背
負う手助けをすることですから、じ
つは当たり前のことなのです。利用
者（ピア）が毎回約束の時間に遅れ
てきて、信頼関係を損ないたくない
ばかりに知らず知らずのうちに我慢
している状況を想像してみてくださ
い。バウンダリーが意識されていな
いときに起きやすいことです。
　バウンダリーは強固で動かせない
ものではありません。強固すぎると
融通がかなくなってしまいます。自
分自身の体調や環境、相手との関係
によって変わるものです。たとえば、
相手からの仕事を引き受けるか断る
かどうかは自分の身体の疲れ具合によって 変わります。身体とバウンダリーを意識することで、自分
と依頼主を大切にしつつ仕事をしやすくなります。
そして、役割葛藤や二重関係のような葛藤に対処するうえでもバウンダリーは役立ちます。ピアサポー
ターには、当事者、支援者、職員などのようにいろいろな役割があります。バウンダリーを意識し、
役割を必要以上に引き受けていないかどうか振り返り、自分自身と仕事を大切にすることも重要です。
ピアサポーターである以上にあなたは一人のわたしでいることを忘れないでください。

4）管理、ピアの死
　そうでないと願いたいことですが、ピアサポーターの仕事をしていると利用者（ピア）の死に遭遇
するかもしれません。自死の場合もあれば、身体的な疾患や事故が原因の場合もあります。その時に
ピアサポーター自身が困難に陥られないためには、起こりうる状況を想定し、遭遇したときの受け止
め方や対処を考えておくことも大切です。
　利用者（ピア）が自死をほのめかしたときは、すぐに職場や支援チームで情報を共有すべきです。
決して一人で抱え込むことは避けてください。また、自殺の計画を他の人に絶対に言わないでとお願
いされたからといって、あなた一人にとどめることなく守秘義務を約束しないでください。危機的な
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状況のときこそ、自分ひとりで解決しないで、職場やチームで支援することが重要です。
　利用者（ピア）の死に遭遇すると、どうして防ぎきれなかったという気持ちになるかもしれません。
一人だけでできることの限界を認識し、気持ちを周りに話したり、自分たちが専門的なケアを受ける
ことも有効です（職場や支援チームは体制をつくることが重要です）。自殺の事後対応（ポストベンショ
ン）についての資料を確認しておくと良いでしょう。

5）セルフケア
　ピアサポーターは、病気とうまくつきあいながら働きます。しかし、生身の体です。時には調子を
崩すときもあります。そのときには早めに対応することが、長く働き続ける重要なポイントです。
　自分自身の病気や薬について理解し、その上でセルフケアを身につけることは、 利用者（ピア）を
支援する前提条件です。自分の病気を完治するという意味ではなく、安定して状態で働き続けるため
にという意味です。入退院を繰り返したり、日常生活に困難を来している状態では、自分自身にとっ
ても、職場の仲間にとっても、利用者（ピア）にとっても好ましくない状況が起きる可能性がありま
す。急性期症状を脱したものの、まだまだ不安定な状態であると感じるときに、利用者（ピア）の支
援をすることは大変なことです。なお、全米ピアスペシャリスト協会（NAPS）監修のピアスペシャ
リストトレーニングマニュアル第3版では「雇用開始日より遡って最低半年間精神的・感情的に安定
していること」という基準を採用しています。
　また、バウンダリーを越えて相手のことだけ考えて仕事をしていると心も身体も疲れ果てます。そ
うしてエネルギーがなくなってしまった状態をバーンアウト（燃え尽き症候群）といいます。ピアサ
ポーターに限らず、対人援助職はバーンアウトしやすいといわれています。バーンアウトの予防には
セルフケアが重要です。

6）自分自身の病気や薬について理解する
　ピアサポーターは自分自身の病気や飲んでいる薬について理解しておくべきです。一番の目的は自
分自身の理解とケアのためです。病名やどのような疾患なのかについて知識があると体調とつき合い
やすくなります。知らないものを飲み続けることは誰でも抵抗を感じますから、服薬している薬につ
いて効能や副作用の知識があれば安心です。病気と薬について知識があれば、主治医と話をするとき
に役立ちます。服薬を含めて治療方法について説明を受けて、選択することは患者の権利です。権利
を行使するためにも病気や薬について学ぶことが大切です。参考までに、病気や薬について知るため
の方法を図に示します。
　自分自身の病気や薬について理解し、主治医とコミュニケーションをとり、セルフケアに役立てて
いく一連の過程は、ピアサポーターそれぞれの経験であり、利用者（ピア）への支援において有用で
あることが多いです。たとえば、自分が調子を崩すきっかけ、どのように主治医に伝えているか（口
頭で伝えている人もいれば、メモに整理してから伝える方法、生活リズム表などのツールを使う方法、
最近ではスマートフォンのアプリもあります）などのピアサポーターの知恵は利用者（ピア）にも有
用であることが多いです。
　ただし、病気や薬の知識がピアサポーターに役立っていても、経験は必ずしも有用とは限りません。
病名は同じでも症状や処方される薬は一人一人異なり、まったく同じ薬を飲んでいても効き方や副作
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用が違うことはご存じだと思います。利用者（ピア）から病気や薬について尋ねられたときに、病気
の経過と薬の作用は私とあなたでは違うので、病気や薬について主治医や薬剤師などの専門家に尋ね
てみては？と話し、尋ね方を一緒に考えることも方法の一つです。単なる知識を知りたいからではな
く、質問の背景には、主治医に話しづらいとか、飲みにくい薬があるとか、副作用や過剰投与への不
安などがあることが多いからです。

7）自己対処能力を身につける
　精神的な困難を経験した人たちがつくり上げた方法では、たとえば、WRAP（元気回復行動プラン）
やIPS（意図的なピアサポート ）、当事者研究などがあります。研修やワークショップが開催されており、
当事者と学ぶことができるので（まさにピアサポートです）参加されることをおすすめします。イン
ターネットや書籍などでも情報が提供されています。
　医療やリハビリテーションの専門家が開発した方法では、認知行動療法やSSTなどがあります。医
師や専門家から教わったり研修に参加することで学ぶことができます。
　どれか一つを身につけるよりは、組み合わせて使うことが多いと思います。セルフケアの引き出し
がたくさんあると、利用者（ピア）に合わせて提案することもできます。とくに、どのように自分に
とって役立ったかは利用者（ピア）の参考になるかもしれません。

•自分の病気や薬を理解するためにしている方法は何でしょうか？
• あのときバウンダリーを意識していればよかったとふりかえるこ
とはありますか？

グループ演習⑤
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　チームワークは、チームの目標に向けて、2人以上の専門の異なる専門職や機関の知識と技術、知
恵と力を結集して、問題の解消を目指します。チームには、成員の相互作用性や役割の開放性、階層
性などによって多様なモデルがあります。
　たとえば、マルチモデルの代表的な実践として、「チーム医療」があります。そのリーダーは精神
科医が担うことが多く、利用者の方の急性期の症状や病状悪化等に対応します。インターモデルの代
表的な実践として「生活支援チーム」があり、ケアマネジャーがチームをまとめ、利用者の方の生活
の質の向上を目指した取り組みがみられます。トランスモデルの代表的な実践として「ACTモデル」
があります。
　ピアサポーターは、諸外国ではチームの一員として、精神的不調の際の寄り添いや世話（レスパイ
トケア）や、入院直後の見守りや寄り添う（アドボケイト）という活動があります。また、日本でも、「ピ
アカウンセラー」のような相談、「ピアヘルパー」のような生活支援や、「ピアサポーター」のような
地域移行・地域定着支援におけるチームの一旦を担う活動もみられます。いずれも、専門知を活用す
る専門職のなかで、病いの経験から得た生活の知恵を生かすピアサポーターの役割は、利用者本位の
支援では大切な支援と言えます。

7. ピアサポーターがチームにいること。

＜伝えたいこと＞
　現在、地域の福祉サービス事業所をはじめ、医療機関や相談支援事業でピアサポー
ターの雇用されるようになってきました。いずれの所属機関においてもチームワー
クは欠かすことができないのが現状です。そこで、チームワークの理解を高めると
ともに、その一員としてピアサポーターが働くために留意することや役割について
学びます。

１.「チームワーク」について学ぶ
２. チームにおけるピアサポーターの役割と留意的について理解する

１.「チームワーク」とはどのようなことを指しているのでしょうか
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２．チームにおけるピアサポーターが留意すべきことはどのようなことでしょうか

（１）利用者に保証される機会
チームアプローチを機能させるために最も大切なことは「利用者の参加」です。参加の機会と加えて、
以下の機会が保証されていることが大切です。ピアサポーターはこれらの機会が利用者に保証されて
いるのか、またこれらの機会に利用者自身の希望を表明できるように支援する役割が求められます。
　①利用者が自らの希望やニーズを表明する機会
　②専門職を選択する機会
　③利用者自身に係る何かを決定される会議に参加する機会
　④支援内容の説明を十分にうけ、それらを選択及び望まないサービスを拒否する機会
　⑤サービスに対する満足や足りないことを表明する機会

（２）チームで働くために求められることはどのようなことでしょうか
①共通の目標は何か確認しながら進めること
　・利用者の希望に沿う共通の目標になっているか、確認しましょう。
②多職種の役割や専門性を相互に理解し尊重すること
　・ピアサポーターとしての限界を理解しておきましょう。
　・多職種への過剰な期待や一方的な思い込みはトラブルを招くことを理解しておきましょ う。
③情報を共有しあうことと利用者の共通の理解
④支援方針の共有とそれぞれの役割の明確化
　・専門性を生かして何ができるか、確認しあいましょう。
⑤モニタリングと評価の共有
　・利用者の強みや成果を積極的に伝えましょう。
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　チームは、異なった職域で訓練を受けた人々によって成り立っています。それぞれが異なった教育
をうけ、経験があり、知識を持っています。そして、それぞれが持つ特別なスキルを用いて、利用者
が目標を見出し、それに達する手助けをするのです。利用者自身の力が発揮できるようにピアサポー
ターには「コーチ」や「メンター」としての役割が求められます。

「メンター」とは
　現在仕事と生活の調和を考えるワークライフバランスや多様な人材が働きやすい
環境をつくるためのダイバーシティの考え方のなかで、職場の上司との関係だけで
はなく先輩の同僚等信頼して安心して相談しやすい人を「メンター」として職場に
位置づけるように求められています。メンター制度として導入している職場も増え
ています。

（３）ピアサポーターがチームで働くために必要なことは何でしょうか。
利用者は、希望や目標を表明することは時として難しいことがあります。長い間人生のいろいろな面
においてあまり選択肢を持たなかった人にとって、突然意見を求められることは困惑することもある
でしょう。人には自分が生活の中で何を欲しているかを言えないことがしばしばあります。しかし、
したくないことは表明しやすいのではないでしょうか。ピアサポーターの重要な役割は、やりたくな
いことを見出し、本当の希望を見出す手助けをすることです。
①明確でわかりやすい言葉を使い、互いによく聞くこと。
②日常的なコミュニケーションを通じて信頼関係をつくること。
③対等性をまもり、お互いを尊重して認めあうこと。
④ピアサポーターの専門性を発揮すること。
⑤ピアサポーター自身の役割と責任の範囲を明確にしておくこと。
⑥チームで確認した範囲を超えて支援はしないこと。
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３．チームの中のピアサポーターとはどのような役割でしょうか

　利用者はケア会議等の場のなかで、うまく話せない場合が時々あります。ピアサポーターとして 
話し合いの時の準備の手助けをしましょう。ピアサポーターとして利用者に伝えることができる提案
には、例えば以下のようなものがあります。
①質問したいことと話し合いたいことのリストをつくりましょう。
②率直に伝えましょう。思っていることを話しましょう。 
③あなたが安心できる、信頼できる友達や家族の人に同席してもらいましょう。 
④押しつぶされそうに感じたときには、休憩をお願いするようにしましょう。 
⑤話し合いはあなたのためであり、専門家のためではないことを覚えておきましょう。 
⑥あなたの目標を伝え、それに達するための段階を書き留めてもらうよう言いましょう。 
⑦専門家のアイデアについて考え、明確な計画にするための意見を求めましょう。
⑧心配なことや不安なことについて話しましょう。

　ピアサポーターは利用者がチームにより十分に参加でき、自身の希望を表明できるための必要とな
る能力を育てる手助けをすることに専門性があると言えます。

•ピアサポーターが恊働するチームの成員について考えてみましょう。
• チームにおけるピアサポーターの役割について考えてみましょう。

グループ演習⑤ チームにおけるピアサポーターの役割
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ねらい
　ピアサポーターがいることで、ピアサポーターの支援を受ける人だけでなく、ピアサポーターがい
る組織にも良い影響が生じます。
　ピアサポーターが効果的にそのスキル（能力や実力）を発揮するためには、ピアサポーターを雇用
する職場に、そのスキルを発揮しやすくなる仕組みが必要です。この章では、ピアサポーターがいる
ことによる効果と言われていることを紹介し、実際にピアサポーターとして雇用された経験のある人
に対する調査から職場に求められることをお伝えします。

（１）ピアサポーターの効果を活かすために
１）ピアサポーターが組織の人々に及ぼす効果
　利用者に及ぼすピアサポートの効果の他にも、ピアサポーターがいることで、ピアサポーターのい
る組織の人々（ピアサポーターと共に働くスタッフなど）に以下のような効果があります。
・ 精神保健サービスを提供するチームが、本人中心の、リカバリー志向のチームになる。
・ その組織のスタッフの、利用者に対する理解が促進される。
・ ロールモデルとしてピアサポーターを見ることで、スタッフも、利用者のリカバリーに対して肯定
的にとらえられるようになり、リカバリー支援に向けての行動がなされやすくなる。
・ 当事者であると同時に雇用されているスタッフという役割でもあることで、スタッフと利用者の架
け橋となることができ、スタッフと利用者がお互いをより理解する助けとなる。

２） ピアサポーターのスキルを発揮してもらうために
　ピアサポーターがいることで、ピアサポーターが利用者に本人中心の支援をしてくれるというメリッ
トもあります。それに加えて、共に働く他の職員が、ピアサポーターと共に働くことで、利用者に対
する理解が深まり、リカバリーに対する知識や態度が変わります。
　ピアサポーターがそのスキルを発揮し、その職場に良い影響を与えるためには、ピアサポーターが

4. ピアサポーターを活かすスキルと仕組み

＜ポイント＞
・ ピアサポーターがいることで、利用者に対してだけでなく、組織に対
 しても良い変化が生まれることが期待される。
・ ピアサポーターを雇用する職場には、「病気・障害への理解」「人として
 尊重すること」「ピアサポーターの専門性への理解」が必要である。
・ ピアサポーターが働く環境や労働条件として、「ピアサポーターが相談
 できる相手が職場内にいること」、「適正な賃金」、「職場内での人間関係」
 が重視されている。
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自身の意見を言いやすい環境であること、まわりの職員がピアサポーターの存在の意義やその専門性
を理解していること、ピアサポーターが相談できる相手がいることなどが重要です。

・ピアサポーターの意見を言いやすい仕組み作り
　職員に、リカバリーに対する知識や態度の変化が起こるためには、職員が、ピアサポーターの意見
を聞く機会が必要です。ピアサポーターが意見を言いやすい職場でなければ、ピアサポーターがいて
も、そのスキルを発揮することができません。
　意見を言いやすい職場とするためには、相手を尊重し、自分の意見とは異なる意見にも敬意を持っ
て耳を傾ける態度が全職員に求められます。お互いにわかりやすい言葉を使うこと（専門用語を多用
しないなど）、異なる専門性を尊重し認め合うことも必要です。
　また、ピアサポーターが発言し、他の職員がそれを聞く機会（仕組み）を職場で作ることも重要で
す。たとえば、カンファレンスや会議でピアサポーターの意見を必ず聞く組み立てとするなど、ピア
サポーターが意見を言い、スタッフが耳を傾ける機会を作っておくことも有効かもしれません。

・ピアサポーターが相談できる相手の確保
　ピアサポーターは他の専門職と比較すると人数が少なく、職場内にロールモデルや同じ立場の仲間
もいないことがほとんどです。ピアサポーターが職場内に安心して相談できる相手が確保されている
かに気を配る必要があります。上司あるいはスーパーバイザーがピアサポーターと話をする機会を定
期的に設けるなどの仕組みのある職場もあります。
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（２） ピアサポーターが職場や共に働く専門職へ期待すること
　ピアサポーターが職場に期待すること、共に働く専門職（勤務先の職員）へ望むことについて、ピ
アの専門性を活かして働いた経験のある者93名の回答から紹介します※1
　ピアサポーターは、勤務先の職員に「病気・障害への理解」、「人としての尊重」、「職員同士の協働
の方法を身につけること」、「ピアサポーターの専門性への理解」を望んでいました。また、ピアサポー
ターとして働く上で「職場内に相談できる相手がいること」、「適正な賃金」が重視されていました。
これらについて、具体的に見ていきます。

１）勤務先の職員に望むこと
　勤務先の職員に望むこと（当てはまるものを全て選択）としては、「病気・障害への理解（46％）」、「人
として尊重してくれること（45％）」、「ピアの専門性への理解（34％）」、「職員として対等に接して
くれること（33％）」などが、特に多く選択されていました。

※1　日本メンタルヘルスピアサポート専門機構主催の「精神障がい者ピアサポート専門員養成研修」を受講した方（計237名）
を対象として実施したアンケート調査結果の一部を抜粋して記載しています。
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２） 勤務先の職員に知っておいて欲しいこと、身につけておいて欲しいこと
　ピアの専門性を活かして働く上で、職場の他のスタッフにも研修を受けてもらいたいと回答した者
は77％（71名）であり、職員にもっと身につけてもらいたいこと（当てはまるものを全て選択）と
しては、「職員同士の協働、チームでの支援の方法（42％）」、「ピアの専門性への理解（37％）」、「病気・
障害への理解（34％）」、「ピアと一緒に働くことの意義（34％）」などが、特に多く選択されていました。
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３） ピアの専門性を活かして働く上での労働条件や環境として重要なこと
　ピアの専門性を活かして働く上での労働条件や環境として重要と思うこと（最も当てはまるものを
３つ選択）としては、「職場内に相談できる相手がいること（57％）」、「賃金（54％）」、「同僚との
人間関係（40％）」、「上司との人間関係（38％）」などが、多く選択されていました。
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まとめ
　ピアサポーターに担ってもらう役割（どのような支援をするか、どのような立場で、どのような業
務に関わるか）は、その職場によって異なりますが、ピアサポーターの意見を他の職種が聞くことは、
組織や職員が変化するために必要不可欠なことであり、どのような職場であっても必須となります。
このため、ピアサポーターが意見を言いやすい職場作りが大切です。
　また、共に働く職員の方々は、ピアサポーターのことを、その苦労や強みを含めた「人」として理
解し、尊重しあえる関係性をつくっていくことも大切です。そして、ピアサポーターを含めた職場全
体としての人間関係や職員同士の協働が良好であることや、ピアサポーターが相談できる相手が職場
内にも確保されていることも、ピアサポーターが働きやすい職場環境となるために重要です。

以下のようなことがあったらどうしますか。
① ピアサポーターがいることで、利用者に対する愚痴を言いにくくなっ
た（言いにくくなるのではないか）と専門職がこぼしています。

② ピアサポーターがなかなか自分の意見を言ってくれません。
③ ピアサポーターと他の職員とで、意見が衝突しました。
④ ピアサポーターが職場を休みがちになっています。

グループ演習③
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（1）  ピアサポーターの雇用に関して
　　～ピアサポート活動状況調査などの結果から～
　ピアサポーターの雇用に関しては、現在は医療機関では精神科デイケア、訪問看護ステーション、
精神科クリニックの外来などでの採用も少しずつ増えてきています。また、障害福祉サービスでは、
病院からの退院促進や地域定着行う一般相談支援事業所があります。地域生活のサポートするための
サービスは地域活動支援センター、自立訓練（生活訓練）、共同生活援助、生活介護があり、働くた
めの訓練を行うサービスとしては就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型などがありま
す。これらの事業所等で働くピアサポーターが増えています。
　平成27年度に全国的に実施された障害福祉サービス事業所等におけるピアサポート活動状況調査（下
記図表①．②）では、精神障害者の多くは自事業所職員からの紹介（声掛け）で採用につながってお
り、ハワ―ワークの求人で採用されたピアサポーターは少ない状況です。また、採用に関してはピア
サポート活動従事者には自分の健康管理が求められており、勤務条件も所定の労働時間を求められ、
障害者手帳を取得していることを求める事業者が多いことがわかりました。

5. ピアサポートを活かす雇用

＜ポイント＞
・ ピアサポーターの雇用について調査結果や実践例を確認しながら現状を知り、ど
 のような活躍の場があるのか等を学びます。
・ ピアサポーターが活躍しやすい条件は何かを考え、自分達の事業所ではどのよう
 な準備をすればさらにピアサポーターと専門職との協働した働き方となるのかな
 どを検討しましょう。
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項　　目 身体障害
（N=112）

精神障害
（N=115）

その他
（N=21）

無回答
（N=9）

総数
（N=257）

事業所の掲示板、HP、SNS等の求人を見た 0.9％ 7.0％ 0.0％ 0.0％ 3.5％

官公庁の広報物やHPの求人を見た 0.0％ 0.9％ 0.0％ 0.0％ 0.4％

ハローワークの求人を見た 11.6％ 11.3％ 14.3％ 11.1％ 11.7%

障害者団体の広報誌やHPの求人を見た 6.3％ 0.9％ 0.0％ 0.0％ 3.1％

自事業所のピアサポート活動従事者からの紹介 25.0％ 22.6％ 9.5% 11.1％ 22.2％

上記以外の自事業所職員からの紹介（声掛け） 16.1％ 43.5％ 28.6％ 11.1％ 29.2％

自事業所以外の他事業所や医療機関等の職員から紹介 10.7％ 5.2％ 23.8％ 0.0％ 8.9％

その他 20.5％ 9.6％ 23.8％ 55.6％ 17.1％

無回答 12.5％ 9.6％ 4.8％ 22.2％ 10.9％

①ピアサポート活動従事者の募集を知ったきっかけ

2016.3　みずほ情報総研株式会社　障害福祉サービス事業所等における　ピアサポート活動状況調査より

採用基準 概要

健康管理 ・ 自分の病気を理解し、服薬も自己管理できるといった自分の健康管理ができていることを条件としてい
る事業所が多い。

勤務条件

・  体調に配慮しながらも、就業規則に定められた勤務ができることを条件とすることが多い。事業所調査
結果によれば、正社員と同程度の所定労働時間（おおむね40時間程度）が勤務条件となっている。
・ ただし、どのような条件で働いているかは、事業所のピアサポート活動従事者の活用方針によるところ
が大きいと考えられる。

障害条件

・ 事業所調査結果によれば、障害手帳を有していることを条件としているところは３割程度であり、ヒア
リング調査対象事業では、障害手帳の所持を条件としておらず、統合失調症の病歴があること等が条件
となっていた。
・ ただし、活動従事者調査では、障害者手帳を持っていない割合は10％以下となっており、結果として多
くの事業所で働いているピアサポート活動従事者は手帳を有していた。

その他 ・ 利用者を支援するという意識が明白であること、利用者の守秘義務を理解していること、まじめで正直
であることなどを採用の条件として設定し、面接等で確認していた。

②ピアサポート活動従事者の採用基準

2016.3　みずほ情報総研株式会社　障害福祉サービス事業所等における　ピアサポート活動状況調査より

　しかし、ピアサポートを活かす雇用として考えると準備をしなければならないのは、働くピアサポー
ターだけでしょうか。実際にはピアサポートを活かすには、働く側にはどんな準備が求められ、雇用
する側はどんな準備が必要となるのでしょうか。

（2）  ピアサポーターの雇用に関して～実践している事業者の具体例～
　千葉県流山市にある医療機関及び障害福祉サービス事業所では同一法人で10名以上のピアサポー
ターを雇用している事業者があります。
　それぞれの雇用されている業務の役割がありそれをこなして働く中で、自身の精神疾患からリカバ
リーをしている経験も活かし支援者として活躍しています。
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　また、表には経験者だからこそできるサポート内容を記載しています。医療や福祉サービスを利用
しているからこそ共感できることや気が付く点があり、その視点を活かして対象となる方のサポート
を行っています。
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生活支援員

生活リズムが不安定な方々や対人関係に自信がない方々へ、ピアサポーター自身の経験も踏まえたサポートを提供し、困難
な部分とできる部分などを一緒に考え次につなげる役割を担う。

訪問支援員

信頼関係の構築や病気の理解や対処能力の向上、主体性の向上などを意識した訪問支援を行い、時間をかけ本人の考えや状
況に寄り添いながら他の専門職との橋渡しなどの役割を担う。

世話人

生活面で良かったことや一人暮らしをしていて困ったことを共有して一人で生活ができる自信をもってもらえるようサポー
トを行うと伴に緊急時の対応や専門職への連絡等の役割を担う。

就労支援員

ピアサポーター自身の就労での失敗体験、働いている中で感じるプレッシャー、対人関係への反応の対処方法等を共有する
ことで、働くことへの前向きな気持ちが高まり、就労を継続する力が身につくようにサポートなどの役割を担う。

サービス管理責任者/相談支援事業所補助

ピアサポーター自身がサービスを利用していた頃の経験を活用し、その時のどのような部分でのサポートがあれば良かった
のか、また、どんな支援を受けたことでリカバリーしたのか、等の視点での面談及びサービス等利用計画の作成補助や個別
支援計画の作成等の役割を担う。

その他

講演会等で他の病院や福祉事業所等でピアサポーター自身のリカバリーストーリーを話す等を行い、ロールモデルやきっか
けづくり等の役割を担う。

〇障害福祉サービス事業所

千葉県流山市の事業所等の例より

精神科デイケア

新規メンバーの案内、プログラム運営、ピアSST等の自己対処技能のスキルアップ練習、仲間づくりのサポート、その他グルー
プワークや居心地のより雰囲気づくり等を担当。

訪問看護ステーション

看護師と引きこもり経験のあるピアサポーターが一緒に訪問を行い、信頼関係の構築が難しい方々に対しても本人の考えや
状況に寄り添ったサポート等を担当。

〇医療機関
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（3）  ピアサポーターを雇用して良い部分と難しい部分
良い部分
・ サービスを利用する方の本当のニーズを既存の専門家とは違った視点で考えられる。（医療や福祉サー
ビスのユーザーとしての経験など）
・ これから自分が何をしたらよいかわからない利用者に対し、モデルとなり説得力のある説明ができる。
・ ストレングス思考、リカバリー思考の共有（誰でも強みはあり、回復の道はあることを諦めない考え方）
・ 対象となる利用者と仲間意識を共有しやすく、支援チームとの早期の関係性の構築につながること
がある（マイナスな経験の共有をできる人間関係はそうでない関係よりも深くなる場合がある）

難しい部分
・ すべてのピアサポーター及び専門職がピアとしての経験の強みを意識し働いているのかどうか。（職
員研修が十分行えているのかどうか）
・ ピアがリハビリをした場所と働く場所が一緒だと過去の患者ー支援者での関係があり、職業上の対
等性に影響はないかどうか。
・ 対象者と支援者が関係性を築く中で、簡単な仕事しかピアスタッフに仕事を回していないかどうか、
またピアスタッフに任せきりになってしまい、専門職が必要以上に引いてしまう場合がないかどうか。
・ 業務量が自分の許容範囲を超えた場合の体調管理（経験を積み重ねにより改善していくが、働き始
めは反応が大きくなる場合がある）

　リカバリーをしている障害者と一緒に働くことが専門職のこれまでの常識（無意識に支援対象者の
上限を決めてサポートしていた等）を考え直すきっかけとなったこと等があげられます。但し、自事
業所のサービスを受けていたメンバーが同僚になることの戸惑いが専門職に強くあることも多々あり
ます。また、必要以上に体調の配慮をしてしまいピアサポーターが同等に扱ってもらえていないと感
じてしまうことや安易に任せてしまいストレス過多になり休職をする場合もあります。
　大切なことは、ピアサポーターが得意とするサポートとそれぞれの専門職が得意とするサポートを
互いに認め合い、時間をかけて同僚としての信頼関係を築くことだと考えています。
　社会経験が少ないピアサポーターも多くいることとしては一緒に働く同僚は業務上の失敗は当たり
前と捉え、ピアサポーターもどの程度の責任なら担えるのかを自身で把握し、互いにコミュニケーショ
ンをとりながら一緒に働くことが必要となります。雇用して数年は互いに我慢をすることも多く、対
象となる方を連携してサポートできた経験の蓄積を共有していく作業がポイントと考えています。
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（4）ピアサポーターと専門職との連携
　次に連携をするにあたっての一例をご紹介します。
下記の図は引きこもりの方への訪問支援を行ったさいの時間軸での内容となっています。
　ここで協調したいのはピアサポーター及び専門職の経験が活きる場面をお互いに知っていることで
す。また、法人としては職員全員が精神疾患の経験が支援に有効であると認識していることがピアサ
ポーターにとっても働きやすくなる条件のひとつだと思います。
　ピアサポーターの独自の視点の一例としてあげると、あるひきこもり状態の方が１年の訪問の結果、
電車に乗ることができ、次に通所する事業所の前までいくことが出来るようになってきました。そこ
でピアサポーターが「次回は中まで入りましょう」と声を掛け本人もうなずきました。しかし、その
通所予定の前日にその方は家出をしてしまい、夜遅くに帰ってくることがありました。
　そこでピアサポーターは、「これができたからこれと目標を定められることの辛さを忘れていた」
と深く反省をし、その姿を見た専門職は、「当たり前に次々に目標を設定し支援をしてきたが大事な
ことを見落としていた」と感じ、自らの支援を振り返る良い機会となりました。
　このようにピアサポーターと専門職が共に働くことは失敗体験からも互いに学ぶ点が多々あります。
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(5)  ピアサポーターが活躍しやすい環
境とは～合理的配慮について～

　ピアサポーターを採用し、共に働くにあたって
合理的配慮が必要な場合もあります。
　あるピアサポーターは「特別な配慮をしないこ
とが合理的配慮です」と話しています。
　これは、同じ給与水準で働いているのだから同
等の責任と役割を担うことが当たり前で、特別に
配慮をされると逆に差別をされていると感じると
いうことです。
　一方で、出退勤時刻・休暇・休憩・通院に配慮
をすることや時には業務量の調整も必要な場合も
あります。
　しかしこの事はピアサポーターだから配慮をす
る訳ではなく、他の職員に対しても状況によって
配慮をする必要があることだと思います。
　大切なことは右の図にあるように、その業務で
一定のパフォーマンスを発揮できるために個々に
合わせた配慮を全従業員に行うことだと感じてい
ます。

（6）まとめ
　ピアサポーターとしての支援の仕事に従事する
方は今後もっと増えていくと思います。
個々の精神疾患を含めた経験を仕事として支援に
　活かす取り組みは、ピアサポーター、一緒に働
く同僚、雇用者の三者が共にピアサポートを正し
く理解し、互いに尊重しながら時間をかけて良い
環境を構築していくことが必要となります。また
そのことがこれから医療や福祉サービスを受ける
方々にとってもプラスとなることだと考えています。

2015.12金森克浩編集代表　特別支援教育とAT第７集より



55

以下の点について、グループで意見交換をしてみましょう。
・ あなたの機関において、ピアサポーターと共に働く上でのきたいはど
のようなことでしょうか。

・ あなたの機関でピアサポーターを雇用する上で不安なことや課題はど
のようなことでしょうか。解決策を考えてみましょう。

グループ演習④
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　本研修プログラムを作成するにあたり、さまざまな議論がありました。
　その一つは、障害があるという経験を活かして有償で働く人たちをなんと呼ぶかということでした。
日本における精神障害者の活動は、古くは病院の患者会という形から始まり、地域でのセルフヘルプ
グループ、当事者会などとして広がってきました。障害福祉サービスの枠組みにまだ精神障害が含ま
れていなかった時代は、家族がサービスを立ち上げることも多く、ボランティアのような形で当事者
が参加していたこともありました。福祉サービスとしての形が整うにつれ、精神保健福祉士という国
家資格ができ、精神障害者社会復帰施設の登場により、専門職がサービスを担うことが多くなりまし
た。そのような状況の中でも、ピアカウンセラーやピアヘルパーとして活動する当事者の姿がありま
した。サービス利用者の中から力量を買われて、職員として勤務し、相談にあたったり、作業の指導
をする人たちもいました。
　精神障害者の退院促進が打ち出されたころから、ピアサポーターとして、入院経験がある当事者が
長期入院者の退院にかかわる機会も増えてきました。障害者自立支援法以降、相談支援事業所におけ
る相談員としての配置も徐々に進んでいます。アメリカやカナダにおけるピアスペシャリストの養成
を日本でも…ということで、当事者が組織する一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修
機構では、ピアサポート専門員の養成も行われていますし、スタッフとして働く当事者による「ピア
スタッフ協会」も立ち上がっています。
　さまざまな場で多様な活用が進んできている現状の中で、本研究が対象としている「障害があると
いう経験を活かして有償で働く人たち」の呼称が議論されたのです。たくさんの時間を費やした挙句、
耳慣れた表現である「ピアサポーター」が選択されました。検討の中では、精神障害領域ではあたり
前のように使用されている「リカバリー」という言葉に関してもいろいろな意見が交わされました。
テキストの紙面上ではなかなか汲み取ることは難しいと思いますが、研究プロセスには、多くの人た
ちのこれまでの経験や思いが詰まっています。本研修で実施される演習の中で、ぜひ、たくさんのこ
とを学び、感じ取っていただければと思います。
　ピアサポートの活用が促進されるためにも今後ともご理解とご協力を賜りたく、どうぞよろしくお
願い申し上げます。
　最後に本テキストの作成にあたり、これまで精神障害者を対象として研修を実施して来られた一般
社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構に多大なご協力を賜りましたことを申し添えます。

研究代表者　岩崎　香（早稲田大学）

おわりに
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＜研究分担及び協力者名簿＞
  
研究代表者 岩崎　香 早稲田大学　人間科学学術院
研究分担者
秋山　剛 NTT東日本関東病院
藤井　千代 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
山口　創生 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
宮本　有紀 東京大学 大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 精神看護学分野
種田　綾乃 神奈川県立保健福祉大学

研究協力者
安部　恵理子 国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 第一自立訓練部 生活訓練課　
飯山　和弘 NPO法人じりつ埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ
磯田　重行 株式会社リカバリーセンタ― くるめ
市川　剛 未来の会（高次脳機能障害の当事者団体）
伊藤　未知代 公益財団法人 横浜市総合保健医療財団 横浜市総合保健医療センター
今村  登 NPO法人 自立生活センターＳＴＥＰえどがわ
色井　香織 国立障害者リハビリテーションセンター病院 リハビリテーション部
岩上　洋一 NPO法人じりつ
宇田川 健 認定NPO法人地域精神保健福祉機構
内布　智之 一般社団日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構
海老原　宏美 NPO法人 自立生活センター・東大和
遠藤信一 社会福祉法人あむ 相談室ぽぽ　
大久保　薫 社会福祉法人あむ 南９条通サポートセンター
太田　令子 千葉県千葉リハビリテーションセンター /富山県高次脳機能障害支援センター
門屋　充郎 NPO法人 十勝障がい者支援センター
彼谷　哲志 NPO法人あすなろ
金　在根 早稲田大学 人間科学学術院
小阪　和誠 一般社団法人ソラティオ
後藤　時子 日本精神科病院協会
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ピアサポーターに
 なりませんか？

わかりやすい版
ばん

しょうがい

障害のある人
ひと

たちが
いきいきと、楽

たの

しく生
い

きていくためには
励
はげ

ましあったり、心
こころ

を支
ささ

えあったりできる
仲
なか

間
ま

が 必
ひつ

要
よう

です。

あなたに 障害が あるからこそ
できることが あります。

あなたのこれまでの経
けい

験
けん

をいかして
障害のある仲

なか

間
ま

の 力
ちから

になってみませんか？
しょうがい

しょうがい



あなたは、障害があって できないことや

自
じ

分
ぶん

一
ひと

人
り

でするのが難
むずか

しいことに 落
お

ちこんだことは ありませんか？

どうしていいか わからないときに

誰
だれ

にも相
そう

談
だん

できずに、一
ひと

人
り

で悩
なや

んだことは ありませんか？

苦
くる

しい思
おも

いをしたり、悔
くや

しかったりしたことは ありませんか？

今
いま

は立
た

ち直
なお

ったけれど、むかしは大
たい

変
へん

だった人
ひと

も いるでしょう。

また、困
こま

ったときに、仲
なか

間
ま

に相
そう

談
だん

に乗
の

ってもらったり、

誰
だれ

かに助
たす

けてほしい人
ひと

も いるかもしれません。

しょうがい



障害のある仲
なか

間
ま

のことを ピア といいます。

障害のある仲
なか

間
ま

に対
たい

して、自
じ

分
ぶん

のことを話
はな

したり、

仲
なか

間
ま

の話
はなし

を聞
き

いて、なぐさめたり 元
げん

気
き

づけたりする人
ひと

を

ピアサポーター といいます。

ピアサポーターは

仲
なか

間
ま

の相
そう

談
だん

に乗
の

ったり、

自
じ

分
ぶん

たちのことを 語
かた

りあうための

交流会を ひらいたりします。

交流会では、うまく話
はな

せない参
さん

加
か

者
しゃ

のために

わかりやすい資
しりょう

料や、絵
え

カードを 使
つか

うこともあります。

障害があると、さまざまな難
むずか

しいことや

苦
くる

しいことが あるかもしれません。

ですが、あなたに障害が あるからこそ、

あなたの話
はなし

を聞
き

きたい、あなたに相
そう

談
だん

したい、

という人
ひと

も いるのです。

そのとき、あなたが 経
けい

験
けん

してきた

大
たい

変
へん

だったことや 苦
くる

しかったことが、

仲
なか

間
ま

の力
ちから

になります。

ピアサポーターになって　

あなたの経
けい

験
けん

を いかしてみませんか？

ピ ア サ ポ ーターに
なってください

しょうがい

しょうがい

しょうがい

しょうがい

こうりゅうかい

こうりゅうかい



ピアサポートを  行
おこな

うときの
コミュニケーションのポイント
仲

なか

間
ま

から 相
そう

談
だん

を 受
う

けるときには
うまくコミュニケーションを  とることが  大

たい

切
せつ

で す。

話
はな

している相
あい

手
て

の気
き

持
も

ちを  理
り

解
かい

する

●	 相
あい

手
て

が 緊張していることを わかっておく

●	 相
あい

手
て

が 相
そう

談
だん

したいことを 確
かく

認
にん

する

●	 自
じ

分
ぶん

が 人
ひと

に相
そう

談
だん

するときの 気
き

持
も

ちを 思
おも

い出
だ

してみる

 「 私
わたし

」が  思
おも

うことを 伝
つた

える（ I
アイ

メッセージ）※

●	 相
あい

手
て

を 決
き

めつける言
こと

葉
ば

を 使
つか

わない

●	 相
あい

手
て

を 責
せ

めない

●	「私
わたし

」を 主
しゅ

語
ご

にして話
はな

す

●	 話
はな

しやすい場
ば

所
しょ

を選
えら

ぶ

●	 周
まわ

りの人
ひと

に 

	 相
そう

談
だん

が聞
き

こえないようにする

●	 正
しょうめん

面から向
む

かいあうよりも

	 ななめの位
い

置
ち

がよい

●	 相
あい

手
て

と目
め

を合
あ

わせて話
はな

す

●	 相
あい

手
て

と近
ちか

すぎたり

	 遠
とお

すぎたりしない

※「 I
アイ

メッセージ」とは
「あなたは」ではなく、「私

わたし

は」で 伝
つた

える方
ほう

法
ほう

です。
相
あい

手
て

がどう思
おも

うかではなく、自
じ

分
ぶん

がどう思
おも

うかを 伝
つた

えます。

話
はなし

を  しやすいようにする

きんちょう

約
やく

束
そく

を
やぶってしまって…

イライラ かなしい

キンチョー

たとえば

そんなことを  するなんて
あなたが  悪

わる

いんですよね

もし  そんなことを されたら
私
わたし

は  悲
かな

しい 気
き

持
も

ちが します



ピアサポーターには
守
まも

らなければならない  ルールがあります

これからピアサポーターを
めざす人

ひと

へ

ピアサポーターは
福
ふく

祉
し

の仕
し ごと

事のひとつでもあります。
自
じ ぶん

分の仕
し ごと

事として、お金
かね

をもらって
仲
なか

間
ま

からの相
そう だん

談に乗
の

ったり、
仲
なか

間
ま

の支
し えん

援をしたりする人
ひと

もいます。

あなたのこれまでの経
けい けん

験や
あなた自

じ しん
身のいいところをいかして、

できることから はじめてみませんか？

ピアサポーターの活
かつ

動
どう

の場
ば

は
どんどん 広

ひろ

がっています

ですが、その人
ひと

が 虐待されている場
ば あい

合や
その人

ひと
が、自

じ ぶん
分や誰

だれ
かを

傷
きず

つけようとしている場
ば あい

合は
すぐに、支

し えん しゃ
援者に 知

し
らせてください。

ぎゃくたい

平
へい

成
せい

30年
ねん

度
ど

　厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（身
しんたい

体・知
ち

的
てき

分
ぶん

野
や

）
障害者ピアサポートの専門性を高

たか

めるための研修に関
かん

する研究　基礎研修わかりやすい版
ばん

テキスト

こう せい ろう  どう   か   がく けん きゅう ひ     ほ   じょ きん しょうがい  しゃ せい  さく  そう  ごう  けん きゅう  じ ぎょう

しょうがい  しゃ けん きゅう き     そ   けん しゅうけん しゅうせん もん  せい

そうだん

あなたは、仲
なか ま

間から相談を受
う

けるとき
相談を受

う
けた内

ない よう
容は

秘
ひ みつ

密にしなくては なりません。

そうだん


